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事務局

　早稲田大学都市・地域研究所
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　2012 年 10 月 1日からの活動は科学技術振興機構社会技術開発センター「広域

避難者のための多居住・分散（統合）型ネットワーク・コミュニティの形成」研究

プロジェクト等の資金により運営されています。また、総務省域学連携事業などの

事業も一部含まれています。



　本報告書に記載されている内容は、「まちづくりNPO 新町なみえ」主催で開催された「なみえ復興塾」

におけるワークショップを経て、浪江町民の皆様の意見交換や提案をもとにとりまとめたもので、

2012 年 8月に発行した「浪江復興のための道筋と 24のプロジェクト」に続くものです。この経緯は

巻末にあるとおりです。

　記載されているプロジェクトの実現可能性、技術的検討は未だ不十分であり、原発の収束状況や除染

進捗等に応じてさらなる検討が必要です。しかし、ここでは、現在の状況を踏まえたうえで、浪江町復

興への町民の思いをできる限り具体的なイメージとして描いたものです。

　なみえ復興塾での模型を使ったワークショップや、プロジェクトのイメージについては、早稲田大学

都市・地域研究所＋佐藤滋研究室及び浅野光行研究室との協働で進めて参りました。この長期的な被災

地の復興を継続して成し遂げる為に、支援・協力する側の専門家を現場で育てることも重要です。学生

や若手研究者が叱咤激励を頂きながら成長する貴重な学習の場となっていることも、付記します。

　また、これまでさまざまな地区において様々な提案がされており、それらを参考にさせていただいて

います。全ての先行提案等を、注記することはできていないかと思いますが、ここに記して感謝の意を

表します。

　ここでの提案を今後の浪江町民の皆様の生活再建やコミュニティの復興に向けた検討や、浪江町復興

計画の策定などにおいて、参考にして頂ければ幸いです。

2013 年 3月 9日
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　私たち浪江町民は、東日本大震災の地震・津波災害に加え、福島第 1原子力発電所事故により､考えて

もみなかった悲惨な状況におかれています。中でも原子力発電所事故当初からの東京電力と政府の対応に

対しては憤りを禁じ得ません。事故とその後の町民を苦しめた対応に関して徹底的な検証と、町民と町へ

の正当な損害賠償、補償、そして苦痛に対する慰謝料などの支払いを求めるものです。

　しかし、町外にバラバラに避難することを強いられている私たち浪江町民は、国や県による賠償や復旧・

復興事業を求めるだけではなく、浪江町行政と協働して、自ら復旧・復興のまちづくりに取り組むことに

より、このような人類の歴史上あり得ない災害を乗り越え、どこにも実現できていない歴史に残る素晴ら

しいまちづくり・地域づくりを目指さなければなりません。

　なみえ復興塾では 2012 年 8月に、多くの町民の方々とのワークショップや議論を元に、「浪江町－復

興への道筋と 24のプロジェクト」を発表しました。2012 年 10 月からは、これを出発点にして､より具

体的なプロジェクトを検討してきました。これらの構想を広く町民の皆様に提言し、理解をいただき、実

行するための体制整備と具体的な動きを始めたいと考えています。

　今回発表する「浪江宣言 13・03　協働復興まちづくりに向けた具体像と、実現へ向けた協働の仕組み

の提案」はまさに、私たちなみえ復興塾に結集した者達の決意であり、復興に取り組む宣言でもあります。

これらを元にして､国・県そして浪江町行政が推進する生活・産業基盤の復旧・復興と連携し、避難先で

ある二本松市や福島市をはじめとする自治体・市民・さまざまな組織とも連帯して、私たち浪江町民や市

民団体、NPO法人、福祉事業者や民間企業、産業団体などが協働して、復旧・復興まちづくりに取り組む

ことを宣言します。

2013 年 3月 9日　なみえ復興塾　一同
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2. 総意を協働復興の力に

　浪江復興塾では 2012 年の 8月に「浪江復興のための道筋と 24のプロジェクト」を

まとめて､発表しました。繰り返しワークショップで議論して提案した内容は、現実的な

イメージと思っていましたが､発表したシンポジウムでは「夢」とか「希望」という言葉

が飛び交いました。そして、この提案を取り上げてくださった福島民報の論点には「夢

を復興の力に」という、私たちがまさに思っていたことがずばり表現されました。被災

して住民がいなくなった浪江町では、時間が止まっていて､その止まっている間に復興の

夢と希望を描いてみよう、というのが、昨年 3月に始まった復興塾の最初の半年の目標

でした。

　そして、次の半年は､このことをベースにしながらも、動いている浪江の時間、すなわ

ち避難している場所から、動いている暮らしを出発点にビジョンを描き、実現への具体

的な道筋を描くことが目標になりました。仮設住宅で生活の復興もままならず､仕事の再

建も見えない中で､この状態、この流れを何とか復興に向けて大きく舵を切るためのビ

ジョンと方法を検討したのが、この半年間でした。

　具体的な住宅やまちのイメージもワークショップでの俎上にあがり、「合意」ができた

と言うより､さまざまな人や立場でさまざまな目標像があることを参加者が理解し合い、

互いに認め合い「総意」を形成するプロセスを進めたといった方がよいでしょう。この

ようなものを､復興塾に参加なさらなかった方々にもご理解していただいて、「浪江町の

総意」とすることができれば､これがまた復興に向けて大きな力になるでしょう。今後し

ばらくは、浪江町を離れて避難を続けながら、さまざまな生活の再建に向けて動きだし、

形にしてゆくプロセスが進みます。多様な生活再建の姿がそれぞれで計画・実践されても、

それらをお互いに理解し､相互に力づけるように連携し､つなぎ合わせて浪江のコミュニ

ティを統合してゆくことが大切なのです。

ここでは、6つの始動プロジェクトの具体像を提案し、関係者の皆様と協働して実行し

たいと考えます。

分散から統合へーネットワーク・コミュニティによる浪江町の復興
　そこで出てきたのが「ネットワーク・コミュニティ」という考え方です。さまざまな

町外コミュニティ・仮の町、あるいは町内の帰還のための前線拠点が、それぞれ離れて

存在していても、それらが密接につながって「一つの浪江」を維持し、育むイメージです。

浪江町で親しまれていた注文に応じて利用できる小型バス「ぐるりんこ」を避難先で復

活するなど、ネットワーク・コミュニティを支え、町民の生活を充実させるためには様々

な仕組みを整えなければなりません。
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まちづくり組織に結集しよう
　そして、このような復興まちづくりを動かすには､行政や官の側だけではなく､民の側

の力と活力は欠かせない、自らが進めなければ何も動かない、ということも､浪江塾のワー

クショップでは確認されました。被災者の皆さんには大変なことですが、生き生きとし

た復興の道筋は、主体性と自律性を基盤にしなければ進められないことはこの 2年間を

見れば明らかです。そのために具体的な像と内容を提案し共有して、実行するための役

割を担うために必要ならば組織を立ち上げて､国・県そして浪江町の行政を動かし､協働

して復興を進めることが次の段階の課題です。

その中核になるのは各種の「まちづくり会社」です。NPO法人や協同組合、株式会社あ

るいは社会福祉法人など、地域の復興まちづくりに貢献するものはすべて広い意味の「ま

ちづくり会社」です。

6 つの始動プロジェクトを協働復興のシンボルに
　そして、多様な市民セクターが結集して､市民の政府としての浪江町と強力な協働体制

のもとで進めるのが、浪江町が目指す「協働復興まちづくり」です。政府や県も強力な

復興支援のための財政措置や施策を用意しつつありますし、復興への基盤整備も動き出

そうとしています。そして、「浪江宣言 13・03」に盛られている提言も政府関係、国・

県そして浪江町にも提出し、支援の方策や制度の整備を求めていきます。

　そして、ここに提案する６つの始動プロジェクトを、様々な主体による協働の布陣を

築いて実現し、協働復興のシンボルにしたいものです。

　それぞれが自立して復興まちづくりを担い､また連携・連帯して復興まちづくりの全体

像を描き出すことを、このレポートを元に進めたいと考えます。
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本格的な帰還のためのニュータウン建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設

協働復興まちづくりに向けた具体像と
実現へ向けた協働の仕組みの提案

ネットワーク
・包括的生活サポートシステム
・統合型移動システム
・人的交流と情報

新ぐるりんこ
（移動）

福島県外

福島県内

浪江町

町内コミュニティ
（帰還の前線拠点）

４

どうやって実現するのか☞６浪江町復興に向けた事業モデル

　　町内ニュータウン
（30年後若者と共に住まう）
５

町外コミュニティ
（郊外型）

３

町外コミュニティ
（郊外型） 町外コミュニティ

（郊外型）

２

周辺市町村の
中心市街地

まちなか型 町外コミュニティ
（避難先の中心市街地）

借上仮設住宅
仮設住宅などのコミュニティ

１

協働復興のための始動プロジェクトの位置づけ

居住環境改善

試験運行

2013年 2050年2020年2015年 2018年 2025年 2030年

なかよし号 サービス形態の拡張

一時帰宅時の送迎 帰還の前線拠点での移動サポート

仮設住宅団地

復興公営住宅

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

町内コミュニティの建設

サービス形態の拡張

帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設
まちなか型
町外
コミュニティ

2

郊外型
町外
コミュニティ

3

帰還のための
前線拠点

4

浪江町内の復興

みらい号

えんじょい号

第二段階 復興基盤形成期
第一段階 復旧始動期

第三段階 定住環境整備期
第四段階 本格的な帰還期

協働復興のプロセス

準備

準備

準備

仮設から公営住宅へ

事業期間

プロジェクト名

新ぐるりんこ1 帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

本格的な帰還のためのニュータウン建設本格的な帰還のためのニュータウン建設
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5

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設仮設住宅団地の隣接敷地に建設

町内コミュニティの建設町内コミュニティの建設
5

4

除染作業 都市基盤整備 住環境整備 本格的帰還

前線拠点へ

前線拠点へ

町内への帰還 町内への帰還

前線拠点へ前線拠点へ



コミュニティをネットワークする統合型移動システム
「新ぐるりんこ」
 1.

　日常的な生活・浪江町への帰還・避難生活に楽しみを見つける娯楽を目的とした統合型移動サー
ビスでネットワークし、仮設住宅や借上仮設住宅での孤立しやすい暮らしを包括的にサポートす
るシステムを構築する。
　ヒアリング調査等により、仮設住宅の規模や立地条件によって、移動に関するニーズは多様で
あること、多くの人が、「どこに、どのような施設があるのか分からない」、「地理に不案内なた
め運転するのが怖い」といった不便・不安を感じていることが分かった。さらに、既存の移動サー
ビスは、日常生活の一部をサポートするものに限定されていること、空き時間等を利用した車輌
の有効活用が可能なことが明らかとなった。

協働復興のための始動プロジェクト：「新ぐるりんこ」

ネットワーク
・包括的生活サポートシステム
・統合型移動システム
・人的交流と情報

新ぐるりんこ
（移動）

福島県外

福島県内

浪江町

町内コミュニティ
（帰還の前線拠点）

４

どうやって実現するのか☞６浪江町復興に向けた事業モデル

　　町内ニュータウン
（30年後若者と共に住まう）
５

町外コミュニティ
（郊外型） 町外コミュニティ

（郊外型）

周辺市町村の
中心市街地

借上仮設住宅
仮設住宅などのコミュニティ

町外コミュニティ
（郊外型）

３

１

２
まちなか型 町外コミュニティ
（避難先の中心市街地）

協働復興のプロセス：「新ぐるりんこ」
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本格的な帰還のためのニュータウン建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設

居住環境改善

試験運行

2013年 2050年2020年2015年 2018年 2025年 2030年

なかよし号 サービス形態の拡張

一時帰宅時の送迎 帰還の前線拠点での移動サポート

仮設住宅団地

復興公営住宅

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

町内コミュニティの建設

サービス形態の拡張

帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設
まちなか型
町外
コミュニティ

2

郊外型
町外
コミュニティ

3

帰還のための
前線拠点

4

浪江町内の復興

みらい号

えんじょい号

第二段階 復興基盤形成期
第一段階 復旧始動期

第三段階 定住環境整備期
第四段階 本格的な帰還期

準備

準備

準備

仮設から公営住宅へ

事業期間

プロジェクト名

新ぐるりんこ1 帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

本格的な帰還のためのニュータウン建設本格的な帰還のためのニュータウン建設5

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設仮設住宅団地の隣接敷地に建設

町内コミュニティの建設町内コミュニティの建設
5

4

除染作業 都市基盤整備 住環境整備 本格的帰還

前線拠点へ

前線拠点へ

町内への帰還 町内への帰還

前線拠点へ前線拠点へ



二本松中心市街地

二本松駅

安達駅

杉田住民センター（33戸）

浪江小学校

小澤工業団地

岳下住民センター（64戸）

郭内公園（100戸）
安達運動場（244戸）

大平農村広場（66戸）

建設技術学院跡（30戸）

杉田農村広場（64戸）
杉内多目的運動広場（234戸）

塩沢農村広場（98戸）

旧平石小学校（82戸）

永田農村広場（54戸）

杉田駅

二本松駅二本松駅二本松駅二本松駅二本松駅

共同農場

　浪江町民を対象にした新たな統合型移動システム。
　浪江町で運行していた「ぐるりんこ」を復活させ、二本松市に避難している浪江町民の生活
を包括的にサポートする移動システム。

統合型移動システム「新ぐるりんこ」

二本松市における仮設住宅団地の配置

　新ぐるりんこは、日常生活の移動（買い物・通院・通学・福祉）を既存のサービスと新しいシ
ステムでサポートし、娯楽・レクリエーション・精神的ケアの要素を付加しつつ、仮設（借上）
住宅間の行き来、浪江町内の帰還拠点との連絡を統合した移動システムである。

娯楽・レクリエーション

浪江町民のおもい
・仮設住宅・借り上げ住宅に住む方の約7割が普段から自分で
  自動車を運転している
・仮設住宅と借り上げ住宅との交流が比較的少ない
・借り上げ住宅に住む浪江町民と二本松市民の交流が比較的少ない
・移動範囲が広がってしまい、自動車の利用が増えた
・土地勘がなくなったため、あまり運転しなくなった
・交通量が多く、坂が多いため、自動車の運転に不安がある
・避難している自治体ではどこに何があるのかが分からない

自動車を運転できない、または運転が
不安である、どこにどんな場所がある
のかが分からないなど、日常生活で、
外出に不安を感じている人が多くいる。
（2012 年 11 月ヒアリング調査より）

▶

- 5 -
Copyright©2013 なみえ復興塾、まちづくりNPO新町なみえ、早稲田大学都市・地域研究所＋都市計画佐藤滋研究室＋交通計画浅野光行研究室 All Rights Reserved.



なかよし号 みらい号 えんじょい号

第二段階
　復興公営住宅、まちなか型町外コミュニティ、郊外型町
外コミュニティの整備など、生活環境の変化に対応した
移動システムが必要となる。
　二本松市全体をカバーする、新たなサービス形態のな
かよし号が走り始める。

第一段階
　「できることから」という意識のもと、個々の仮設住宅
を中心に、仮設住宅及び周辺の借上仮設住宅の居住者の買
い物や通院などの日常生活での外出をサポートするなかよ
し号の運行を開始する。

検討項目
・杉内仮設住宅で実際に始まるなかよし号の詳細
 （2013年4月より実施）
・仮設住宅ごとの特性を踏まえた、移動サービスへのニ
　ーズの把握

検討項目
・サービスの形態と対象（オンデマンド型のサービス、
　二本松市民への拡大）
・ぐるりんこ広場の整備
・運営拠点の整備．．．

二本松市内第一段階
：借上仮設住宅
：仮設住宅

：市街地

二本松市内第二段階

 

生活サービス 帰還支援 イベント

なかよし号の事業拡大イメージ

運行開始イメージ

新ぐるりんこの三つのサービス内容

平成25年4月

避難区域の再編成
（立ち入りが自由に）

復興公営住宅、
二本松まちなか型
町外コミュニティ
の整備

浪江町内に帰還の
前線拠点を整備
（宿泊が可能に）

第一段階

第一段階

杉内仮設住宅で試験運行

他の仮設住宅・
借上仮設住宅などにも

順次拡大

第二段階
第二段階サービス形態の展開

・オンデマンド型のサービ
　スへの展開
・新ぐるりんこ広場の整備
・運営拠点の設置．．．

一時帰宅時の
移動をサポート

二本松と浪江町の活動
拠点を結ぶ送迎サービス

帰還の前線拠点での
移動をサポート

なかよし号のような
移動サービス

浪江町民に外出の
楽しさを提供
移動そのものが
レクリエーションと
なる移動サービス

企画が立ち上がる
ごとに実施

なかよし号

　買い物や通院といった日常生活における外出、浪江町への一時帰宅といった浪江町民ならで
はの外出、さらには分散してしまったコミュニティをつなぎ合わせるような活動、これらをサ
ポートしていく三つの移動サービスによって構成される。

仮設住宅及び周辺の借り
上げ仮設住宅居住者の日
常生活をサポート
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：借上仮設住宅
：仮設住宅

：市街地
：復興公営住宅



みらい号

 

避難先 浪江町

・仮設住宅
・借上仮設住宅
・駅

などを回る
・浪江町役場

「貴布祢」

仮設住宅の友人や
浪江町時代の友人
と一緒に一時帰宅

初期の
活動拠点 それぞれの目的地

まで送り、所定の
時間に迎えに来る

第一段階（一時帰宅）一時帰宅時の移動をサポート

・介護老人保健施設

避難先 レクリエーション会場

・仮設住宅
・借上仮設住宅
・駅

などを回る

・温泉

・劇場
・文化施設 など

それぞれの目的地
まで送り、所定の
時間に迎えに来る

企画ごと レクリエーションのための移動をサポート

・旅館

えんじょい号

移動中にも
レクリエーション
が行われる

避難先 浪江町

・仮設住宅
・借上仮設住宅
・駅

などを回る

第二段階（宿泊が可能に）帰還の前線拠点での移動をサポート

帰還の
前線拠点

なかよし号のような移動サービス

第一段階（一時帰宅）
　避難先と浪江町の初期の活動拠点を結ぶ。避難先の仮設住宅・借上仮設住宅や駅など主要な施設
を回り、一時帰宅を行う浪江町民のための送迎サービスとなる。

第二段階（前線拠点での宿泊が可能に）
　浪江町での宿泊が可能となる段階においては、帰還の前線拠点においてもなかよし号のような移動
サービスを開始する。

運行時期：企画が立ち上がるごとに実施
移動自体がレクリエーションとなる移動サービスである。引きこもりがちな人を対象に外出の楽しさを提供する
ために、移動しながらカラオケやお茶会などを開催する。

ログハウス型トレーラーハウス
　移動しながら車内でお茶会を開催

対面型座席バス
　移動しながら車内でカラオケを開催

えんじょい号
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　復旧始動期と復興基盤形成期の暮らしの場として、避難先の自治体の中心市街地に、地元の商業
者やコミュニティと、浪江町の商業者が協働して、まちなか型の復興公営住宅や商業・サービス機
能を立地させて、賑わいのあるコンパクトなまちを形成し､長期にわたる避難生活のコミュニティの
拠点とする。さらに、浪江町民の帰還後にも、まちなかの立地の良い公営住宅は需要もあるし様々
な利用の転換も可能であり、持続的なまちづくりに繋ぐことができる。

2. 避難先の中心市街地に協働復興街区を建設する「まちなか型町外コミュニティ」

協働復興のための始動プロジェクト：「まちなか型町外コミュニティ」

新ぐるりんこ
（移動）

福島県外

福島県内

浪江町

町内コミュニティ
（帰還の前線拠点）

４

どうやって実現するのか☞６浪江町復興に向けた事業モデル

　　町内ニュータウン
（30年後若者と共に住まう）
５

町外コミュニティ
（郊外型） 町外コミュニティ

（郊外型）

周辺市町村の
中心市街地

借上仮設住宅

仮設住宅などのコミュニティ

町外コミュニティ
（郊外型）

３

１

２
まちなか型 町外コミュニティ
（避難先の中心市街地）

ネットワーク
・包括的生活サポートシステム
・統合型移動システム
・人的交流と情報

協働復興のプロセス：「まちなか型町外コミュニティ」
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本格的な帰還のためのニュータウン建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設

居住環境改善

試験運行

2013年 2050年2020年2015年 2018年 2025年 2030年

なかよし号 サービス形態の拡張

一時帰宅時の送迎 帰還の前線拠点での移動サポート

仮設住宅団地

復興公営住宅

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

町内コミュニティの建設

サービス形態の拡張

帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設
まちなか型
町外
コミュニティ

2

郊外型
町外
コミュニティ

3

帰還のための
前線拠点

4

浪江町内の復興

みらい号

えんじょい号

第二段階 復興基盤形成期
第一段階 復旧始動期

第三段階 定住環境整備期
第四段階 本格的な帰還期

準備

準備

準備

仮設から公営住宅へ

事業期間

プロジェクト名

新ぐるりんこ1 帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

本格的な帰還のためのニュータウン建設本格的な帰還のためのニュータウン建設5

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設仮設住宅団地の隣接敷地に建設

町内コミュニティの建設町内コミュニティの建設
5

4

除染作業 都市基盤整備 住環境整備 本格的帰還

前線拠点へ

前線拠点へ

町内への帰還 町内への帰還

前線拠点へ前線拠点へ



　約２万人の浪江町民のうち、２６５２人が二本松市内に避難し、二本松の中心市街地にも、
多くの浪江町民が、借上住宅で暮らしている。かつての賑わいを失っている中心市街地とはいえ、
利便性が高く、高齢者や子供だけではなく歩いて暮らせる、生活しやすい環境がある。仮設住
宅の閉鎖を機に、いくつかのまとまった町外コミュニティへの統合が進めば、浪江町の仮町役
場のある二本松には、市外や県外から相当数の町民が中心市街地やその周辺に集まってくる可
能性がある。ここでは、仮に二本松市内の浪江町民の人口が増加し、中心市街地に新たに４００
世帯が移住することを想定した「まちなか型町外コミュニティ」のイメージを描いた。

例えば二本松市を想定した場合の
協働復興街区・「まちなか型町外コミュニティ」の考え方

　現在の中心市街地には、右の図のように
空き店舗や空き地が多数点在しており、衰
退傾向にある。
　また、借上仮設住宅は分散的に存在して
いるため、仮設住宅団地とは異なりコミュ
ニティから孤立しやすい傾向にある。また、
こうした状況に対するサポートが少ないと
いう課題がある。

　ここに仮設住宅から移住できる復興公営
住宅を建設する他に、民間で建設した住宅
を行政が借り上げ、または買い上げる方法
や、コーポラティブハウスとして運営する
方法が考えられる。
　また、中心市街地を生活支援の拠点とす
るために、浪江あるいは地元の福祉事業者
が、介護施設や高齢者住宅をまちなかに新
設し、浪江町民のコミュニティを支える福
祉拠点とする。浪江と避難先の地元の商業
者やNPO等がグループをつくり、新たな
商業拠点としてのパティオ事業を展開す
る。このような拠点が、二本松市民と、浪
江町民の気軽な交流の場となる。

未利用地や空き店舗が目立つ現在の中心市街地

浪江のコミュニティの拠点が立地して、地元と協働して賑わいを取り戻す

パティオ

高齢者
住宅

介護施設復興公営
住宅

こども園
体育館

ぐるりんこ
広場

コーポラティブ
ハウス

商 店 街

緑の散歩道
借上仮設
住宅

借上仮設
住宅借上仮設

住宅

空店舗
利用

空店舗
利用

商 店 街

空き地

空き地
空店舗空店舗

借上仮設
住宅

借上仮設
住宅

借上仮設
住宅

借上仮設
住宅

- 9 -
Copyright©2013 なみえ復興塾、まちづくりNPO新町なみえ、早稲田大学都市・地域研究所＋都市計画佐藤滋研究室＋交通計画浅野光行研究室 All Rights Reserved.



まちなか復興住宅
の事業化・運営会社

大学／研究所

設計事務所、建設会社

浪江町避難先
市町村

入居（災害公営、分譲住宅）

浪江町商工会

避難先のまちなか
の敷地の地権者

民事信託
または定借

復興交付金

買い上げ／
借り上げ公営

契約

支援 NPO新町なみえ
専門的
支援

出資

浪江町民 避難先の住民
入居（一般の公営、
　　分譲住宅）

国、県

避難先の
事業者

浪江の
事業者

共同
事業

　仮設住宅や復興公営住宅については、
避難先自治体と浪江町の協定や連携が必
須となるが、これに時間が要する場合は、
まちなかでの買い上げ型／借り上げ型の
復興公営住宅のプロジェクトを復興交付
金を活用しながら、民間主体で実現して
いくことも考えられる。避難先の事業者
と浪江町の主体が連携して検討し、浪江
町民の帰還後には、避難先で責任を持っ
て維持管理していくことを前提とした体
制を作る必要がある。

避難先のまちなかの復興住宅（復興公営住宅、分譲住宅等）

→⑤復興公営住宅 　商店主や地域住民が集まり、話し合いをしながら共
同建て替えをした店舗付のコーポラティブハウス。
　商店や訪問看護ステーションといった施設が付属
し、様々な人がまちなかで安心して集まって住むこと
ができる。

事例　こっぽら土沢（岩手県花巻市）

（18戸＋店舗、敷地1000㎡）

　浪江と避難先の事業者が共同で、まちづくり会社を設立し、避難先の空き地等を民事信託に
よって、土地活用を行う。
　複数の敷地を共同化し、 共同住宅を建設し、まちづくり会社が管理する。一部の床は買い上げ・
借上復興公営住宅として、行政が管理する。
　また、１階に共同店舗を併設すれば、まちづくり会社がテナント収入を得ることもできる。

事業のイメージ
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まちなか商業拠点
パティオ（共同店舗）
事業化・運営会社

大学／研究所

設計事務所、建設会社

テナントとして営業

浪江町商工会
契約

支援 NPO新町なみえ

出資

避難先の新規創業者
　テナントとして営業

避難先の
商業者

浪江の
商業者

共同
事業

避難先のまちなか
の敷地の地権者

民事信託
または定借

浪江町避難先
市町村

復興交付金

国、県

出資 避難先の商工会議所
・商店街など

専門的
支援

支援 福島県中小企業
診断協会

浪江町の商業者

畑を使って農産物を販売など
による起業支援

避難先のまちなかの商業拠点となるパティオ事業

　まちなかで商業拠点となるパティオ事
業を実施する場合も避難先のまちなかの
復興住宅と同様に、浪江町商工会と避難
先の商業組織の連携が必須である。連携
体制を整えて、関係者の出資のもとで共
同事業を行うためのまちづくり会社を設
立し、復興交付金を活用しながら、両者
にとってのコミュニティの活性化につな
げていくことができればよい。

→②パティオを囲んで集う商業拠点

　浪江と避難先の商業者や商店街が共同で、まちづくり会社を設立し、避難先の空き地等を民
事信託によって、土地活用を行う。
　複数の敷地を共同化し、パティオ（中庭）を囲む共同店舗を建設し、まちづくり会社が管理
する。テナントには浪江商業者が集まると同時に、避難先の商業者と共同で新規事業が生まれ
る可能性もある。

事業のイメージ
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　歴史的建物を活かした新築・改修による商業中庭空
間の整備。まちづくり会社がトータルプロデュースを
行い、整備後も中庭でのイベント企画・運営を行い、
観光客の回遊性創出に寄与している。

事例　ぱてぃお大門（長野県長野市）

（20店舗・敷地 約3000㎡）



①コミュニティを支える福祉拠点

浪江町民の移動に加え、交通の結節点と
し、賑わいの拠点となる。

高齢者住宅が併設された介護施設（ショー
トステイ・デイケア等）の他、在宅介護者
への配食サービスなども行う。

子育て支援施設の他子どもが集まってイ
ベント郷土教育等が行われる場となる。

浪江町や避難先の事業者たちが、パティ
オ（＝中庭）を囲んだ建物に居住しなが
ら商業を営む。

③みんなで集まって住む
　コーポラティブハウジング

④緑の散歩道

②パティオを囲んで集う商業拠点

空き店舗の活用空き家の活用

A.新ぐるりんこ・
　統合型移動システムの拠点 B.高齢者複合施設・高齢者住宅 C.こども園・体育館

協働復興街区・まちなか型町外コミュニティのイメージ
　避難先の中心市街地には、商店街、病院、駅、学校などの公共施設が集まっているため、高齢者
や子供には生活しやすい環境がある。ここに閉鎖される仮設住宅の居住者がまとまって移住できる
復興公営住宅を確保する。郊外と比べて中心市街地ではまとまった用地の確保は難しい。そこで、
地権者の意向をとりまとめて、共同建替えによって共同住宅を建設し、これを行政が借り上げまた
は買い上げて復興公営住宅として使用する方法もある。高齢者と環境に配慮した浪江町民のコミュ
ニティを支えるまちなか拠点となり、二本松市民との交流の場ともなる。

⑤復興公営住宅



②パティオを囲んで集う商業拠点 ④まちなかを快適に繋ぐ緑の散歩道③みんなで集まって住む
　コーポラティブハウジング

浪江町や避難先の事業者たちが、パティ
オ（＝中庭）を囲んだ建物に居住しなが
ら商業を営む。

復興公営住宅の他、個人での自宅再建が困難
な浪江町民が（避難先の住民を含む場合もあ
る）共同建替えを行い、集まって居住する。

パティオやこども広場などが連続するこ
とで、緑地が繋がれ、緑の散歩道ができ
る。

通常の自然災害では、自力での住宅再建
が難しい人のために公的な賃貸住宅が供
給される。東日本大震災では、低所得者
に対して十年間の家賃の低減化が図られ
る。

⑤復興公営住宅の建設

A. 新ぐるりんこ・
　 統合型移動システムの拠点

B. 高齢者複合施設
　 高齢者住宅

C. こども園・体育館

①コミュニティを支える福祉拠点

③みんなで集まって住む
　コーポラティブハウジング

http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gakugei/kobe/s_kin/ski23.htm
兵庫県芦屋市南芦屋浜震災復興公営住宅
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仮設住宅団地と周辺に形成される「郊外型町外コミュニティ」

　二本松市内の仮設住宅団地で生活している浪江町民の半数以上が６０歳以上で、高齢者も多い。仮設住
宅団地での生活の長期化によって、様々な問題が生じる可能性がある。住環境の改善と本格住宅の整備は
急務とされている。
　その一方で、仮設住宅団地の生活によって生まれたコミュニティの継続や、大規模な仮設住宅団地の閉
鎖に伴う復興公営住宅建設のための時間を考えると、一部の仮設住宅団地を閉鎖するのと同時に、比較的
良好で継続使用の可能な仮設住宅団地の住環境の改善や、隣接する新たな用地に復興公営住宅を建設しな
がら、２００～４００世帯を単位としたいくつかの「郊外に形成される町外コミュニティ」に統合してい
く方法がイメージされる。

3.

協働復興のための始動プロジェクト：「郊外型町外コミュニティ」

ネットワーク
・包括的生活サポートシステム
・統合型移動システム
・人的交流と情報

新ぐるりんこ
（移動）

福島県外

福島県内

浪江町

町内コミュニティ
（帰還の前線拠点）

４

どうやって実現するのか☞６浪江町復興に向けた事業モデル

　　町内ニュータウン
（30年後若者と共に住まう）
５

町外コミュニティ
（郊外型） 町外コミュニティ

（郊外型）

周辺市町村の
中心市街地

借上仮設住宅
仮設住宅などのコミュニティ

町外コミュニティ
（郊外型）

３

１

２
まちなか型 町外コミュニティ
（避難先の中心市街地）

協働復興のプロセス：「郊外型町外コミュニティ」

- 14 -
Copyright©2013 なみえ復興塾、まちづくりNPO新町なみえ、早稲田大学都市・地域研究所＋都市計画佐藤滋研究室＋交通計画浅野光行研究室 All Rights Reserved.

本格的な帰還のためのニュータウン建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設

居住環境改善

試験運行

2013年 2050年2020年2015年 2018年 2025年 2030年

なかよし号 サービス形態の拡張

一時帰宅時の送迎 帰還の前線拠点での移動サポート

仮設住宅団地

復興公営住宅

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

町内コミュニティの建設

サービス形態の拡張

帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設
まちなか型
町外
コミュニティ

2

郊外型
町外
コミュニティ

3

帰還のための
前線拠点

4

浪江町内の復興

みらい号

えんじょい号

第二段階 復興基盤形成期
第一段階 復旧始動期

第三段階 定住環境整備期
第四段階 本格的な帰還期

準備

準備

準備

仮設から公営住宅へ

事業期間

プロジェクト名

新ぐるりんこ1 帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

本格的な帰還のためのニュータウン建設本格的な帰還のためのニュータウン建設5

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設仮設住宅団地の隣接敷地に建設

町内コミュニティの建設町内コミュニティの建設
5

4

除染作業 都市基盤整備 住環境整備 本格的帰還

前線拠点へ

前線拠点へ

町内への帰還 町内への帰還

前線拠点へ前線拠点へ
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仮設住宅団地と周辺の
町内コミュニティ
まちづくり会社設計事務所、リフォーム会社

浪江町商工会

仮設住宅の
改善

福祉施設の管理
ぐるりんこ等の
サービスの提供

NPO新町なみえ

浪江町の高齢者

仮設住宅の
隣接用地（民間）

借り上げ／買い上げ

入居（公営住宅）
・介護サービスの利用
・土いじり

福祉事業者、NPO

浪江町避難先
市町村

復興交付金

県

隣接敷地における
公営住宅の建設

　協力

　商業サービス
の提供

仮設住宅用地
（公共用地）

指定管理

専門的
支援

大学／研究所 避難先の
事業者

浪江の
事業者

共同
事業

仮設住宅の自治会

協定

連携

仮設住宅団地の環境を改善し、隣接地に復興公営住宅などを建設する。

※図中の①～⑨・A～Eは次のページに対応

仮設住宅と周辺の町外コミュニティ形成事業

事業のイメージ
　仮設住宅団地の改善や、その場所や隣接地での復興公営住宅の建設を行うためには、まず、
避難先の自治体と浪江町が協定を締結し、避難先の土地を浪江町の土地として利用することが
可能となるような前提をつくる必要がある。ここに、仮設住宅団地の自治会やNPOなどのコミュ
ニティが協力し合って、プロジェクトを進めていくことが考えられる。

　各地の仮設住宅団地は、数年後、住民が復興公営住宅等に移住し始めると閉鎖される。しかし、
用地をそのまま使用できれば、建て替えや、近隣の土地に復興公営住宅を建設し、仮設住宅団
地で生まれたコミュニティを活かすことが出来る。隣接用地を確保できれば、仮移転せずに復
興公営住宅に入居することも可能になる。大規模な仮設住宅団地を一斉閉鎖し、必要数の復興
公営住宅を一度に供給することは難しい。必要戸数を確保できるまで、断熱や遮音、増築等の
住環境改善を図り、本設の戸建住宅と同様に安全で快適な生活環境を整える必要がある。

Step4Step1 Step3

Step2

①新ぐるりんこ広場

②

③

住居面積の増築
・住居の改善

共有空間の増築

仮設住宅団地の生活を支える新ぐ
るりんこ広場を形成する。

増築による住居面積の確保や、リ
ビングやキッチンなど共有空間の
増築による居住環境の改善を行う。

家族向けの戸建て住宅やコレクティブハウジ
ング、高齢者や障害を持つ人に向けたグルー
プホームなど多様な住まい方を実現する。

復興公営住宅の建設に伴って生じる仮設住
宅団地の空き室や、仮設住宅撤去後の空地
の転用を行う。

A

B

④ ⑤⑥
仮設住宅団地の撤去・転用

復興公営住宅

中央広場

C

⑦

⑨デイケアセンターと
　グループホーム

戸建て住宅

こども園と
子育て世帯向け
集合住宅

E 長屋型住宅D 農地を囲った
コレクティブハウジング

⑧コレクティブ
ハウジング



仮設増築

②増築による住戸面積の確保

⑥ビオトープのある自然公園

③リビングやキッチン等
　共用空間の増築

⑦家族で一緒に住める
　戸建て住宅

②増築による住戸面積の確保

A. 広場を囲って住む復興公営住宅

B. 憩いの場としての中央広場

C. こども園と
　子育て世帯向け集合住宅

D. 農地を囲った
　コレクティブハウジング

E. 前面に専有地のついた
　長屋型住宅

④⑤⑥仮設住宅団地の撤去・転用

移動販売車や移動図書館等、様々なサー

ビスが集まり、住民の交流の拠点となる。

仮設が撤去された空地には公園が、空き室
は転用され広場に面して商店などが作られ
る。

ロフト付きの建て増し ( 木造 ) で家族み

んなで広々と生活できる。

高齢者や障害を持つ人も共同菜園で土に

親しみながら元気に安心して暮らせる。

仮設住宅団地と周辺に形成される町外コミュニティのイメージ
復興公営住宅の戸数を確保できるまでの間、どうしても仮設住宅団地に継続して暮らさなければならない時、
仮設住宅団地の住環境（断熱や遮音、間取り等）を少しでも改善し、快適に過ごすことができるようにする。また、
隣接敷地に余裕がある場合は、集合住宅や戸建て住宅を計画し、コミュニティを保ちながら暮らす。

①新ぐるりんこ広場



①新ぐるりんこ広場

④空き部屋を利用した 2戸 1化

⑥ビオトープのある自然公園 ⑤商店や教室への転用

⑨デイケアセンターと
　グループホーム

⑨デイケアセンターと
　グループホーム

仮設が撤去された空地には公園が、空き室
は転用され広場に面して商店などが作られ
る。

高齢者や障害を持つ人も共同菜園で土に

親しみながら元気に安心して暮らせる。

D 農地を囲い、みんなで一緒に
住まうコレクティブハウジング

こども園と
子育て世帯向け集合住宅

C

庭先に椅子や机を出し、畑で採れたハー

ブで出したお茶を飲みながらみんなでく

つろぐ。

緑豊かな自然に囲まれた芝生の広場で子

供達が毎日思いっきり遊べる。

⑧コレクティブハウジング
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　浪江町内の空間線量の低いエリアでは、将来的には一時帰還が許可されることになるが、線量の低い浜
側の津波による被害状況を考えると、すぐに元の自宅に戻って生活できるエリアは多くはないだろう。そ
のため、町内の比較的線量の低いエリアの高台で、自宅への帰還の準備を行う為の仮の生活の場、すなわち、
浪江町への帰還の起点となる「町内コミュニティ」を建設する。

4. 浪江町への帰還の起点となる沿岸部の高台に形成する前線拠点としての「町内コミュニティ」

協働復興のための始動プロジェクト：「町内コミュニティ」

ネットワーク
・包括的生活サポートシステム
・統合型移動システム
・人的交流と情報

新ぐるりんこ
（移動）

福島県外

福島県内

浪江町

町内コミュニティ
（帰還の前線拠点）

４

どうやって実現するのか☞６浪江町復興に向けた事業モデル

　　町内ニュータウン
（30年後若者と共に住まう）
５

町外コミュニティ
（郊外型） 町外コミュニティ

（郊外型）

周辺市町村の
中心市街地

借上仮設住宅
仮設住宅などのコミュニティ

町外コミュニティ
（郊外型）

３

１

２
まちなか型 町外コミュニティ
（避難先の中心市街地）

協働復興のプロセス：「町内コミュニティ」
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本格的な帰還のためのニュータウン建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設

居住環境改善

試験運行

2013年 2050年2020年2015年 2018年 2025年 2030年

なかよし号 サービス形態の拡張

一時帰宅時の送迎 帰還の前線拠点での移動サポート

仮設住宅団地

復興公営住宅

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

町内コミュニティの建設

サービス形態の拡張

帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設
まちなか型
町外
コミュニティ

2

郊外型
町外
コミュニティ

3

帰還のための
前線拠点

4

浪江町内の復興

みらい号

えんじょい号

第二段階 復興基盤形成期
第一段階 復旧始動期

第三段階 定住環境整備期
第四段階 本格的な帰還期

準備

準備

準備

仮設から公営住宅へ

事業期間

プロジェクト名

新ぐるりんこ1 帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

本格的な帰還のためのニュータウン建設本格的な帰還のためのニュータウン建設5

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設仮設住宅団地の隣接敷地に建設

町内コミュニティの建設町内コミュニティの建設
5

4

除染作業 都市基盤整備 住環境整備 本格的帰還

前線拠点へ

前線拠点へ

町内への帰還 町内への帰還

前線拠点へ前線拠点へ



帰還の初期段階

施設の拡充

注１）現在の避難指示解除準備区域では宿泊は許可されない
　　　が、安全性が確保されれば､高齢者を中心に､このよう
　　　な要求は大きくなり､対応が求められる。

介護施設

ぐるりんこ
広場

海の出小屋

畑 短期滞在用の
高齢者住宅

干潟

地元の福祉事業者が、高齢者へのケアに対応した多
機能介護施設にグループホームやサービス付き高齢
者住宅が併設された福祉拠点を整備すれば、ショー
トステイを含めた多様な暫定居住も可能になる注１）。
これによって、高齢者も安心して暮らせる環境が整
えられると同時に、元気な高齢者等の働く場を生み
出すことにつながる。また、商業については、移動
販売等によって定期的に買い物ができる仕組みが整
えられれば、町内コミュニティの生活の支えになる。

帰還準備のための町民の日帰り利用とともに、初期
は元気な高齢者が短期滞在で利用することが予想さ
れ、高齢者に配慮した短期滞在施設と短期滞在者の
移動・生活を支える「新ぐるりんこ」の広場が形成
される。同時に、今後の福祉施設でサービスを提供
する、介護・医療関係者と連携したサポート体制の
整備が進む。

　一時帰還の許可により、自宅や店舗の手入れ、先祖の墓参り、農地の手入れや環境の維持を行う
ための拠点が必要となる。それと同時に、ふるさとで１日を過ごす為の日帰り用のレクリエーショ
ン機能と滞在施設が求められるし、数日間の滞在が可能になった後には宿泊施設も必要となる注１）。
さらに、上下水道や電気等のインフラ整備も進み、居住が可能になり、滞在が長くなるにしたがっ
て町内コミュニティとしての環境を整えていくことになる。

帰還のための前線拠点とは

初期段階にはぐるりんこ広場を中心に施設を整える

本格帰還につながる多様な住宅や施設の整備

介護施設

ぐるりんこ
広場

災害公営
住宅

戸建て住宅

海の出小屋

畑
畑

畑

干潟

斜面地の
週末住宅

短期滞在用の
高齢者住宅
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町内の福祉拠点
事業化・運営会社

大学／研究所

設計事務所、建設会社 浪江町商工会

出資

有志参加 NPO新町なみえ

出資

浪江町の高齢者
帰還拠点の敷地の地権者

民事信託または買い上げ

入居（賃貸）
・介護サービスの利用

・土いじり

福祉事業者

専門的
支援

福祉
NPO

浪江の
事業者

共同
事業

浪江町
復興交付金

国、県

復興まちづくり開発会社

連携

　

契約

　高齢の単身者や夫婦だけでも安心かつ快適に住みや
すいように、高齢者にふさわしいハードと、見守りな
どのサービスが一体となって提供される、高齢者のた
めに考慮された、サービス付き高齢者住宅。

事例　ゆいま～る那須（栃木県那須町）

（73戸・敷地1000㎡）

　放射線量の比較的低いエリアに、一時
帰還のための福祉施設を整備する場合、
浪江町の福祉NPOや福祉事業者などが単
独で事業を進めていくのではリスクが大
きい。関係事業者が連携し、NPOや浪江
町と連携して、復興交付金や出資金を活
用しながら、 町民のニーズに応えてモデル
の実現を図っていく。

浪江町内の帰還拠点における福祉事業

→②安心して暮らすための福祉拠点

　浪江町内の比較的放射線量の低い帰還拠点となりうる土地を民事信託によって、復興まちづ
くり開発会社が土地活用を行う。その際に、浪江の福祉NPO中心となって浪江の事業者と共
同で設立したまちづくり会社が福祉事業を担う。
　ぐるりんこの拠点を囲んで、交流施設や食堂、高齢者住宅などを整備し、いずれは定住のた
めに必要な介護施設などの福祉サービスを提供できるコミュニティを形成する。

事業のイメージ
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■医療・介護

■暮らし

　約 70世帯の集合住宅で自立型 40世帯程度、
介護型 30世帯程度の住宅。中庭を囲む５つの
ユニットからなり木造 1,2 階建てとなっている。
各住棟ユニットに共用室（食堂、音楽室、図書
室など）を整備しており、コミュニティを育む
共用施設となっている。

事例：サービス付き高齢者住宅「ゆいま～る那須」

（株）コミュニティネットHPより　http://c-net.jp/nasuinfo

●あい・デイサービスセンター那須

「あい・デイサービスセンター那須」では定員 15名の介護サ
ポートが受けられる。「ゆいま～る那須」の居室同様、八溝杉
の無垢材を使用。暮らし慣れた敷地内で介護・介護予防のサー
ビスを地用できることは暮らしの負担が少なく安心である。

●コミュニティを育む共用棟

音楽室

●コミュニティキッチン「ゆいま～る食堂」

●送迎車「ゆいま～る号」●移動販売

●文化活動●ショップ「ま～る」

図書室や、音楽を楽しんだり談話したり
と、余暇の楽しみや学び、地域の方々も
含めた交流の場となっている。

食堂棟にて地元の素材をで
きるだけ使った食事を提供
する。あたたかい食卓をイ
メージした団らん空間と
なっている。

パン・生みたて卵・
野菜・豆腐・ヨーグ
ルト・など、地元の
新鮮な食材などが届
く。

通院や買い物や
ちょっとした用足し
にも便利な送迎車で
ある。1日 4回、週
５日送迎を行ってい
る。

音楽室・図書室・自由室といった共用ス
ペースで書道、体操、ピアノ教室、コン
サート、映画会、講演会、縫い物、ガー
デニング、料理教室など多彩な文化活動
が広がっている。

入居者による手作り
品や地元の生産者に
よる味噌、醤油、織
物製品などの販売を
行っている。
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日帰りや一時帰宅で訪れた人が干潟のあ
る自然公園で出小屋などを利用して散歩
やサイクリングを楽しむ。

グループホーム、介護施設、食堂などが
一体となった福祉拠点が整備されること
で、高齢者も安心して暮らせる。

段々畑のあるサービス付き高齢者住宅で、
土に親しみながら仲間と一緒に暮らせる。

①ふるさとの自然に親しむ場所 ②安心して暮らすための福祉拠点 ③元気な高齢者のための住宅

⑥将来的に定住できる集合住宅

⑥将来的に定住できる戸建て住宅

⑤多様な生活ができる斜面地の週末住宅

④新ぐるりんこ・
　統合型移動システムの拠点と円形広場

本格帰還の準備のための町内コミュニティ
放射線量も低く、津波被害も免れた幾世橋小学校から北棚塩周辺にかけての高台を例に、それぞれ
の自宅に帰還するための起点となり、またふるさとの帰還を願う高齢者の希望を実現する町内コミュ
ニティのイメージを検討した。
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段々畑のあるサービス付き高齢者住宅で、
土に親しみながら仲間と一緒に暮らせる。

移動販売車や移動図書館など多様な移動
サービスが集まる。円形広場は住民の交
流の場となる。

一時帰宅のための週末住宅を斜面地に建
設。アトリエで作業したり、見晴らしの
良いデッキで風景を楽しみながら生活で
きる。

3戸で 1つの庭を囲む定住用戸建て住宅
や、ある程度の規模の集合住宅などの復
興公営住宅が高台や斜面地に整備される。

③元気な高齢者のための住宅 ④新ぐるりんこ・統合型移動　
　システムの拠点と円形広場

⑤多様な生活ができる
　斜面地の週末住宅

⑥将来的に定住できる
　戸建て住宅と集合住宅

②安心して暮らすための福祉拠点

③元気な高齢者のための住宅

①ふるさとの自然に親しむ場所

老人保健施設
貴布祢

浪江町役場

10 2 5km0.5

帰還の前線拠点

初期の活動拠点



30年後、若者と共に住まう町内ニュータウン5.
　30年後、若者でも戻りたいと望む浪江町の姿とはどのようなものだろうか。沿岸部で空間線量が
低く、津波被害の恐れの無い浪江町と南相馬市小高区の間にある広大な台地全体に、1～3万人規模
の大きな「仮の町」を描いてみた。
　ふるさと浪江に帰還することを強く望む多くの浪江町民のみならず、町の大部分を帰宅困難区域
として指定されている双葉町・大熊町の人々が、よりふるさとに近い場所で共に暮らすことも可能
になる。将来的に若者と共に住むことで、次の世代に、浪江町の伝統と文化を受け継いでいくこと
ができるだろう。

協働復興のための始動プロジェクト：「町内ニュータウン」

ネットワーク
・包括的生活サポートシステム
・統合型移動システム
・人的交流と情報

新ぐるりんこ
（移動）

福島県外

福島県内

浪江町

町内コミュニティ
（帰還の前線拠点）

４

どうやって実現するのか☞６浪江町復興に向けた事業モデル

　　町内ニュータウン
（30年後若者と共に住まう）
５

町外コミュニティ
（郊外型） 町外コミュニティ

（郊外型）

周辺市町村の
中心市街地

借上仮設住宅
仮設住宅などのコミュニティ

町外コミュニティ
（郊外型）

３

１

２
まちなか型 町外コミュニティ
（避難先の中心市街地）

協働復興のプロセス：「町内ニュータウン」
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本格的な帰還のためのニュータウン建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設

居住環境改善

試験運行

2013年 2050年2020年2015年 2018年 2025年 2030年

なかよし号 サービス形態の拡張

一時帰宅時の送迎 帰還の前線拠点での移動サポート

仮設住宅団地

復興公営住宅

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

町内コミュニティの建設

サービス形態の拡張

帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設
まちなか型
町外
コミュニティ

2

郊外型
町外
コミュニティ

3

帰還のための
前線拠点

4

浪江町内の復興

みらい号

えんじょい号

第二段階 復興基盤形成期
第一段階 復旧始動期

第三段階 定住環境整備期
第四段階 本格的な帰還期

準備

準備

準備

仮設から公営住宅へ

事業期間

プロジェクト名

新ぐるりんこ1 帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

本格的な帰還のためのニュータウン建設本格的な帰還のためのニュータウン建設5

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設仮設住宅団地の隣接敷地に建設

町内コミュニティの建設町内コミュニティの建設
5

4

除染作業 都市基盤整備 住環境整備 本格的帰還

前線拠点へ

前線拠点へ

町内への帰還 町内への帰還

前線拠点へ前線拠点へ



　浪江町と南相馬市小高区の間にまたがる広大な台地上を対象地とする。まず、都市の 3つの
パターン（放射状、線状、環状）を示し、それぞれの特徴を紹介した。
　その上で、浪江町の方々に自由な発想で、30年後の夢の町を描いてもらった。次ページに示
したものは、ここで町民の方から出た 30年後のイメージを図に示したものである。

町内ニュータウン提案への流れ　

■町内ニュータウンの配置図 ■ワークショップの様子

　対象地の地形模型上に、様々な絵を
配置していき、新たな都市のイメージ
について話し合った。

　人口規模約 2,000 人を想定す
る。中央の広大な田畑を囲むよ
うに環状線が計画され、自然に
囲まれた小さな集落が点在的に
形成される。

環状線パターン

1km0 2km0.5kmN

　人口規模約 6,000 人を想定す
る。延伸させた浜街道、255 号
線を二つの都市軸としており、
周辺都市との繋がりが強く、避
難路としても有効である。軸沿
いに機能的に町が形成される。

線状パターン

1km0 2km0.5kmN

■ワークショップで示した都市の3つのパターン

　人口規模約 10,000 人を想定
する。中心部には高度な機能を
備えており、都会的で快適な生
活が可能となる。賑わいがあり
活力のあるまちが形成される。

放射状パターン

1km0 2km0.5kmN

老人保健施設
貴布祢

浪江町役場

10 2 5km0.5

初期の活動拠点

町内ニュータウン

帰還の前線拠点
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２０１３年２月９日のなみえ復興塾の議論



案１．幾世橋小学校に隣接した南斜面の高台に作る放射状都市

　幾世橋小学校の敷地を活用しつつ、 山林の除染を兼ねて隣接した南斜面の高台一体に人口規
模約 2000 人～3000 人を想定した放射状都市を開発する。

浜街道

６号線

浜街道の延伸

６号線の利用

東西方向の道拡張

0. 1.

2. 3.

生産緑地の保全

現
況

避
難
道
路
の
整
備

生
産
緑
地
の
保
全

山
林
の
除
染
を
兼
ね
て

放
射
状
都
市
を
一
体
開
発
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小学校の再生

パティオ計画

※ワークショップで話し合われた内容です。

小学校の再生 パティオ計画



案２．段丘上の森林を一体開発した世界に誇れるシニアタウン

　地権者の少ない段丘上の森林を利用して、津波で家を失った請戸・棚塩地区の住民及び大熊・
双葉、津島などの帰宅困難地区の住民を含めた 2～3万人の都市を形成する。

沿岸方面への拡大

世界に誇れる
シニアタウン

6号線付近に地区の中心を形成

生産緑地の保全

６号線の利用

東西方向の道拡張

浜街道の延伸

６号線

浜街道

沿岸部一帯を世界遺産に

遺跡の保護

権現堂地区の復興

0. 1.

2. 3.

現
況

避
難
道
路
の
整
備

周
辺
地
区
を
含
め
、
魅
力
的
な
町
を
形
成

遺
跡
、
農
地
を
保
全

段
丘
上
の
山
林
に
町
を
形
成
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※ワークショップで話し合われた内容です。

世界に誇れるシニアタウン沿岸部一帯を世界遺産に



「復興まちづくり協議会」の設立

国・県

浪江町商工会

避難先の
商工会議所等

協定 出資金など

＜協議会メンバー＞
・なみえ復興塾の参加されている
　まちづくりのリーダー
・仮設住宅等の自治会長
・まちづくりNPO新町なみえ　他

大学

浪江町
避難先
市町村

連携

アドバイス

まちなか
住まいづくり会社
・町外の借り上げ
　公営住宅
（優建事業など）

まちなかパティオ
・町外の中心市街地に浪江
町の店舗が集まる商業拠点
＝協働復興コミュニティ拠点

その他
・農業
・温泉施設を
　高齢者施設
　へ改修
・農地の除染　
　耕作放棄地
　を活用した
　新エネル
　ギー産業等

ぐるりんこ会社
・仮設住宅、町内、
　町外の移動システム
・買い物代行サービス

スーパー等
日用品販売事業者

運輸業
タクシー等

福祉事業者

浪江町の
商店街

避難先
の商店街

新規創業者

不動産建設会社

福祉/商業
など事業者

仮設住宅
リフォーム会社
・改修、リフォーム
・仮設住宅地の生活
　支援施設などの整備

設備等
リフォーム
業者

工務店

福祉事業者

プロジェクト毎で「まちづくり会社」を設立（異なる分野の事業者による共同事業）復興
交付金

　復興交付金は個々のまちづくり会社に補助金として交付されることになる。それに加えて、
出資金等によって、プロジェクトの立ち上げ支援やそれぞれの役割についての調整を図る必要
がある。上図のような「復興まちづくり協議会」を設立し、浪江町商工会と避難先の商工団体
や協議会等と協定を結び、集めた出資金を個々のプロジェクトに配分し、必要なプロジェクト
にきちんと資金が行き届くようにコントロールする。また、様々な事業の立ち上がり段階で重
要となる情報共有と事業間調整を協議会が行う。

１．
復興の為の
組織の
立ち上げ段階

　これまでワークショップ等を通じて検討してきた構想やプロジェクトのアイデアを、次年度から実現
していくために個々の復興プロジェクト毎の事業主体がまちづくり会社などを設立し、事業計画を立て
るのと同時に、その事業を推進するための資金提供の仕組みをつくっていく必要がある。

6. 浪江町復興に向けた事業モデルと担い手組織､連携関係の構築の提案

1.復興の為
の組織の立
ち上げ段階

2.町外での復興事業を推進する段階

3.帰還後に町内コミュニティを形成する段階
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本格的な帰還のためのニュータウン建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設

居住環境改善

試験運行

2013年 2050年2020年2015年 2018年 2025年 2030年

なかよし号 サービス形態の拡張

一時帰宅時の送迎 帰還の前線拠点での移動サポート

仮設住宅団地

復興公営住宅

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

町内コミュニティの建設

サービス形態の拡張

帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設
まちなか型
町外
コミュニティ

2

郊外型
町外
コミュニティ

3

帰還のための
前線拠点

4

浪江町内の復興

みらい号

えんじょい号

第二段階 復興基盤形成期
第一段階 復旧始動期

第三段階 定住環境整備期
第四段階 本格的な帰還期

準備

準備

準備

仮設から公営住宅へ

事業期間

プロジェクト名

新ぐるりんこ1 帰還の前線拠点での移動サポート帰還の前線拠点での移動サポート

本格的な帰還のためのニュータウン建設本格的な帰還のためのニュータウン建設5

企画の立ち上げごとに実施

復興公営住宅、福祉・商業拠点などの建設

仮設住宅団地の隣接敷地に建設仮設住宅団地の隣接敷地に建設

町内コミュニティの建設町内コミュニティの建設
5

4

除染作業 都市基盤整備 住環境整備 本格的帰還

前線拠点へ

前線拠点へ

町内への帰還 町内への帰還

前線拠点へ前線拠点へ



ぐるりんこ会社
・町内と町外をつなぐ
　移動システム
・買い物代行サービス

町内の住まい
づくり会社

・畑付きの週末住宅
・中庭型コーポラティ
ブ住宅など

「復興まちづくり法人」 （特定目的会社、土地公社等）

その他他他
・農業
・温泉施設を・温泉施設を・温泉施設を
　高齢者施設　高齢者施設　高齢者施設
　へ改修
・農地の除染　・農地の除染　・農地の除染　
　耕作放棄地　耕作放棄地
　を活用した
　新エネル
　ギー産業等

スーパー等
日用品販売事業者

運輸業運輸業
タクシー等

福祉事業者福祉事業者福祉事業者福祉事業者福祉事業者福祉事業者福祉事業者福祉事業者福祉事業者

不動産建設会社

浪江町
商工会

その他、
まちづくりの
事業者など

国・県

専門家

浪江町
連携

事業支援

町内 福祉事業
まちづくり会社
・高齢者住宅
・グループホーム、
　介護施設、食堂など

建設会社

福祉事業者工務店

町内 レクリエーション
施設管理会社

・低地のレクリエー
　ション施設の管理
・イベント等の事業
・出小屋の管理

不動産
建設会社

買上げ/借上げ
民事信託など

事業支援
連携協力のコー連携協力のコー連携協力のコー連携協力のコーディネート／業務委託／資金提供／出資などィネート／業務委託／資金提供／出資などィネート／業務委託／資金提供／出資などィネート／業務委託／資金提供／出資など

原発被災地の補償対象
となる土地（宅地・農地・山林）

復興交付金
出資金など

NPO

サービス業

　数年後に浪江町に町民が帰還する場となる町内コミュニティを形成していく際には、上図の
ような形が考えられる。原発被災地の補償対象となる土地の買い上げや民事信託による土地活
用を進めていく主体としての「復興まちづくり法人（公社等）」を設立し、各事業主体の連携協
力のコーディネート／業務委託／資金提供／出資などを行い、新しい浪江町のコミュニティづ
くりを推進する。

３．
帰還後に
町内コミュニティ
を形成する段階

２．
町外での
復興事業を
推進する段階

　様々なプロジェクトのまちづくり会社が立ち上がった後、その後の持続的な安定経営が課題
となる。原発被災地では、復興交付金がいつまで続くかが不明確な状況の中、上図のような形
で事業プラットフォームが組成し、浪江町、浪江町商工会、まちづくりNPO等の支援を受け
ながら、運営サポートがなされることが望ましい。
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ぐるりんこ会社
・仮設住宅、町内、
　町外の移動　町外の移動シシスステテムム
・買い物代行サービス

まちなか
住まいづくり会社住まいづくり会社住まいづくり会
・町外の借り上げ・町外の借り上げ・町外の借り上げ
　公営住宅
（優建事業など）

事業プラットフォームとしての「復興まちづくり法人」

その他他他
・農業
・温泉施設を・温泉施設を・温泉施設を
　高齢者施設　高齢者施設
　へ改修
・農地の除染　
　耕作放棄地
　を活用した
　新エネル
　ギー産業等

スーパー等
日用品販売事業者

運輸業
タクシー等

福祉事業者

まちなかパティオ
・町外の中心市街地の浪江
町の店舗が集まる商業拠点町の店舗が集まる商業拠点
＝中庭型の共同店舗

浪江町の
商店街

避難先
の商店街

新規創業者
不動産建設会社

福祉/商業
など事業者

仮設住宅
リフォーム会社ム会社ム会社
・改修、リフォームム
・仮設住宅地の生活
　支援施設などの整備

設備等
リフォーム業者

工務店

福祉事業者

浪江町
商工会

避難先の
商工会議所等

その他、
まちづくりの事業者など

国・県

専門家

浪江町
避難先
市町村

連携

事業支援

借り上げ
買い上げ公営

連携協力のコー連携協力のコー連携協力のコー連携協力のコーデディネート／業務委託ィネート／業務委託ィネート／業務委託
／資金提供／資金提供／出資など／出資など

復興交付金
出資金など

NPO





3.浪江町ー協働復興まちづくりのための１０提言
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浪江宣言
13・03



提言２　当面使用し続けることになる仮設住宅団地を、周辺未利用地などの活用により、

抜本的な生活・居住環境の整備を早急に進めることを提案します。

　現在の仮設住宅用地で、継続的に利用できるものと、3 年程度の期限で返還するもの
を早急に区分して、長期に使用できる仮設住宅用地及びその周辺の未利用地を活用し、

復興公営住宅、高齢者施設を立地させ、一体で循環型の土地利用をしながら住環境の整

備を実現することが必要です。

　同時に、性能の良い継続使用の可能な仮設住宅は、設備の改善、増築、間取りの格調・

改善を早急に進めることが必要です。

　こうして、一団地の復興公営住宅の建設と共に、帰還までの安定した居住を可能にす

る仮設団地拡充型町外コミュニティを整備するため、避難先自治体、浪江町、福島県等

が緊密な連携のもとで、仮設住宅自治会、地元の住民組織等と協力して、具体的で明確

な計画を早急に立案することを提案します。

具体的な提案

２－１　桑折仮設団地及びその周辺等、先進モデルケース整備の早期着手

２－２　浪江町は、桑折町と交わしたような協定を受け入れ自治体と取り交わし、おの

　　　　おのの仮設住宅団地と周辺整備に関する具体的な計画の立案

２－３　県と地元自治体、避難自治体が協議会をつくり､具体的な計画を立案し､事業化

　　　　すること

提言３　町外・町内コミュニティを統合する多様な移動サービスのための規制緩和と支

援制度の実現を提案します。

　日常生活に不可欠な買い物や通院、仮設住宅間の往来、今後の帰還等の移動について、
コミュニティの形成・維持に役立つ、生活支援型の移動サービスを、民間事業者や住民

主体で提供できるように、道路運送法の緩和と財政支援、及び帰還準備のためのバスや

乗合タクシー等への財政支援などの制度を整えることを提案します。

　避難先では、以前のような徒歩や家族の送迎による買い物や通院が困難となっていま

す。買い物を支援するバス等も運行されていますが、家族による送迎のような、担い手

もまた住民である生活支援型の移動サービスが必要です。このようなサービスにより、

生活支援を拡充し、避難住民の安心感、精神的なケアを実現し、コミュニティの形成・

維持に大きな役割が期待できます。また、今後見込まれる避難指示解除準備区域への一

時帰宅や本格帰還のための準備、墓参り等においても精神的なケアも含めた生活支援型

移動サービスが不可欠です。

　しかし現状では、住民参加による移動サービスであっても道路運送法などの規制が厳

しく、しかも財政的に実施継続が難しい状況にあります。

　このような事態を改善するため、住民参加の生活支援型移動サービスを登録して行う

ための要件を緩和し手続きを簡素化、もしくは登録等を不要とする規制緩和が必要です。

さらに、生活支援型移動サービスの車両の確保や運転者の確保、運営のために、財政的

な支援も重要です。また、帰還準備のために避難先と避難指示解除準備区域内を結ぶバ

スや乗合タクシーに対しても財政的な支援が必要になります。

具体的な提案

３－１　広域分散避難コミュニティのための移動の権利を守る包括支援策

３－２　道路運送法の緩和特例の実施

３－３　生活支援移動サービス事業の要件緩和

提言４　分散する仮設住宅や様々な施設をネットワークで繋ぐ情報システムを拡充する

ための支援制度を提案します。

　現在、浪江町では避難先の町民に情報端末を貸与し､行政サービスや市民活動に関する
様々なお知らせを逐次送信し常時それらに触れることができるようになっています。こ

のような最低限の情報サービスに加えて、住民からの様々な要望や疑問、情報交換の要

望などに対応し、双方向の情報のやりとりと集約・公開などを進めることが、分散居住

を強いられている住民にとって様々な活動交流の機会を得て生活の質を向上するために

欠かすことができません。また、見守りサービスを質高く維持し､移動サービスを円滑に

運営するためにも欠かすことができません。

　現在、「まちづくり NPO 新町なみえ」では、システムとコンテンツの検討を小規模な

社会実験により進め、システム開発を急いでいますが､これにあわせて、情報端末の広範

囲への貸与、無料のWi-Fi 拠点の整備などが必要です。

具体的な提案

４－１　情報端末の希望者への貸与制度および研修制度

４－２　仮設住宅団地内、及び復興拠点での無料Wi-Fi の設置

提言５　被災者と避難先自治体・市民が協働して復興拠点を整備する「協働復興街区」

のための特例措置を提案します。

　原発事故で避難を余儀なくされている被災者で、地域コミュニティや特定の商圏に依
存していた商業者の事業再開が極めて困難な事態にあります。しかし避難先での個別商

店の再開は、地元の商業秩序の混乱を招くなどの危惧があります。受け入れ地域と被災

地の商業者が協働して、ある特定の地域で共存する協働復興コミュニティを形成すると

ともに、復興公営住宅や福祉・介護施設、生活支援センターなどを集積させ、避難して

いる商業者や福祉事業者と､避難先の事業者や地権者が協働してコミュニティ復興の拠点

を形成することは､双方に大きなメリットがあります。

　特に、早期の商業の再開や福祉施設の整備、また高齢者が歩いて暮らせる町としてこ

のような拠点を整備することは、分散して暮らす避難者のコミュニティの拠点を形成す

るためにも、極めて重要です。

　しかし、通常の経済活動として自主的にこのような拠点を形成するためには多くの困

難があります。このような、「協働復興コミュニティ拠点」を迅速に、かつ円滑に進める

ための支援制度と特定措置を整備することを提案します。

具体的な提案

５－１　復興公営住宅と商業施設、公共施設などの合築を一括して支援する特例制度

５－２　協働復興コミュニティ拠点の整備のための長期にわたる強力な財政支援措置

５－３　グループ補助金制度を「協働復興コミュニティ拠点」形成に使用する特例

５－４　専門家が集中して支援できるような特段の専門家派遣制度

提言６　帰還の拠点としての「町内の仮の町」を実現のための支援制度、例えば一時居

住を可能にする法的対応を提案します。

　例えば浪江町の海沿いの北東に位置する台地は、放射能の空間線量が低く、気候も温
暖で高齢者の居住には優れた条件があります。ここに、浪江町の帰還のための拠点として、

避難指示解除以前に一時居住の施設を望む高齢者や関係者の声が聞かれています。

　現時点では、避難指示解除準備区域であっても最低で 5 年間は夜間に滞在する事がで

きず、日帰りの一時帰宅だけが認められています。このような場所に、避難指示解除以

前に高齢者が短期滞在、ショートステイできる施設を早急に整備し、将来的には、これ

を恒久的な居住が可能とする施設にしたいと考えます。避難指示解除準備区域内に、一

時居住ができる高齢者の帰還準備施設の立地を可能にする特例が認められればこれらを

実現することができます。

　このような対応により、浪江町のまちなかに短期滞在型の仮の町の建設が早急に開始

できる様に制度を整えるとともに、このような施設を公的支援のもとで整備することを

提案します。

具体的な提案

６－１　避難指示解除準備地域における十分な帰還準備活動のための制度改革

６－２　避難指示解除後の円滑な帰還のために建設される復興公営住宅の柔軟な使用の

　　　　ための規制緩和

６－３　円滑な帰還準備のための先行的な復興公営住宅の建設

提言７　特に大きな精神的・心理的・肉体的な影響を受けている高齢者、子ども達に対

して、福祉制度の枠を超えた施策、例えば、放射線の影響のない安全な場所に短期居住

が可能な健康増進施設の設置制度を提案します。

　原発被災地ではふるさとでの居住が制限され、長期にわたる分散居住が強いられてい
ます。このことで、高齢者や学童・生徒に対する健康、精神面での負担が極度に大きくなっ

ています。 例えば、ショートステイ・デイケアセンターと、ケア付きの高齢者施設・特

別養護老人ホーム等との中間的な施設を可能にして、温泉や緑豊かな自然の中、放射線

量の低い「故郷（ふるさと）の地」等で、短期間、ゆったり過ごす場を交代で利用でき

るようにするなどにより、精神的・肉体的なストレスの緩和に大いに役立つはずです。

　ふるさとを奪われた高齢者には、短期の滞在によりふるさとでの生活を思い出し、本

格帰還のための準備や先祖の墓参り、自宅の庭や住まいの手入れ、あるいは町や公共施設・

農地の環境の維持のために貢献したいと願っている人が少なくありません。このような

活動の拠点として短期滞在が可能な帰還準備・健康増進施設を低線量のふるさとの町に

準備できるよう、仕組みを整えることを提案します。

　上記のことは、児童・生徒にも同様で、短期の集団疎開学校を設け、低線量地域から

一時的に離れることは、児童・学童・生徒のあらゆる面での健康維持にとって極めて大

きな効果があります。これを可能にするため、 放射線量の全く心配のない地域の、利用

されてない学校施設を、受け入れ自治体・市民とともに活用し、 短期の集団移住 ( 疎開 )

支援制度を設けることを提案します。（特に浪江町の若年層は事故直後の情報開示の不徹

底により、ヨウ素による被爆を受けている恐れがあり､特にこのような施設が重要です。

具体的な提案

７－１　短中期滞在型健康増進高齢者施設の設置、及び制度化

７－２　短中期一括集団移転学校の設置支援、及び制度化

７－３　上記を含んだ長期広域避難者への包括的福祉事業の特例制度

提言８　安定した避難生活と円滑な避難者支援ための正副・二重住民登録制度の特例と

しての実現を提案します。

　浪江町民は避難先での長期にわたる生活を継続的安定的に続けなければなりません。
住民登録や納税は元の浪江町が行いながら行政サービスの多くを避難先の自治体に頼ら

ざるを得ません。全く想定していなかった事態に直面しています。このような状態では､

避難している町民が行政・公共サービスを十分に受けることができないばかりでなく､避

難先自治体にも様々な負担がかかり、このような状況を解決する手立てとして、正副二

重の住民登録を行って､これらの関係を整理することが必要です。

　このことの必要性は様々に指摘されていますが、具体像は見えてきません。国は地元

町村と避難民、受け入れ自治体と十分議論をしつつ､暫定的、時限的な特定として早急に

法制度整備を進めることを強く提案します。

具体的な提案

８－１　二重の住民登録制度により行政サービスの選択性を確保する支援制度

８－２　ふるさと納税のインセンティヴ制度

８－３　介護保険における住所特例制度的な仕組みの拡充

提言９　原発被災地の補償対象となった土地 ( 宅地・農地・山林 ) を、復興まちづくり・

地域再生に有効に活用できるよう、まちづくり会社や公的機関による買い上げ、あるい

は民事信託等で集約させる強制力のある制度の創設を提案します。

　原発被災地も避難指示解除準備区域が解除された後に、使用できる宅地の絶対量が不
足して、特に海岸に近い高台などで地価の上昇や乱開発が起こりかねません。これらを

未然に防止するために、土地を集約し公共的な目的のために有効に活用できる体制をと

ることが、強く求められます。

　また、避難指示解除準備区域での効果的な一括除染とその後の市街地復興のためには、

公的主体の元で土地を一括管理して、除染と基盤整備、市街地復興を統括的に進めるこ

とが望まれます。

　そのための、補償の対象となった全ての土地の個別の処分を制限し、まちづくり会社（あ

るいは、土地管理のための特定目的会社、土地公社）等に売却・信託することを義務づ

ける法制化をします。

具体的な提案

９－１　公的機関による被災地の土地集約のための特別措置法の制定

９－２　町による土地公社などの設立、あるいは受け皿となるまちづくり会社を共同出

　　　　資して設立する

９－３　町に対する賠償などを公的に活用するための受け皿の仕組みの整備

提言１０　浪江町協働復興まちづくり条例の制定を提案します。

　浪江町の長期にわたる復旧・復興まちづくりは行政任せでは達成できるものではなく
市民の政府としての浪江町の自治体を中核として､町民や様々な組織、民間企業さらには

NPO 等の非営利社会貢献法人などが連帯し､協働して進めてゆくことが求められていま

す。しかし現在の地方自治法や様々なまちづくりに関する法制度では、このような多様

な主体の役割をまちづくりに位置づけることが十分ではありません。

　町民や自治組織、NPO 法人、さらには企業や産業組織、まちづくり会社などを適切に

法及び条例上に位置づけ、地域の総力を復旧・復興に向けて最大限に発揮できるよう、

協働復興まちづくり条例を制定するよう､提言します。

　昨年 8 月に発表した 24 のプロジェクトを含め、協働復興まちづくりを実現するため
には、現在の法制度や支援の仕組みなどでは、全く不十分です。2万人を超える浪江民が、

住む場所と生活の基盤を奪われ、役場や公共機関と共に故郷の外に長期にわたり避難す

るという事態は全く想定されてもいないし、現在でもまだきちんとその意味が認識され

ていないのが現実です。2012 年 8 月に続き、本報告書で示しているような、生活と浪

江町民が故郷を再建するために最低限必要と考えるビジョンやプロジェクトを実現する

ために、国や県、そして浪江町が法制度、条例や支援の仕組みを整えることが肝要です。 

それらを取りまとめた 10 項目をここでは暫定的な案として提言いたします。関係機関

にはこれを参考に早急な実施に向けて検討をお願いいたします。

提言１　避難先自治体に避難者が安定して暮らすことのできる「町外コミュニティ」を

実現するために、多様な復興公営住宅建設を可能にする支援制度、特例処置を求めます。

　被災自治体が中通り地域などに復興公営住宅を整備するのは県営住宅として供給され
ることが現状で進められています。これに加え、より地域の実情に適合したきめの細か

い復興住宅の建設のためには、被災自治体自らが避難先で復興公営住宅を建設すること

が求められています。( あるいは、将来の住宅の移管も含めて、避難先自治体と協働で

の建設もあり得ます。) しかし、建設時の 8 分の１負担や、帰還後の長期的な維持管理

に関する課題も多くあります。これに対処するため、まちづくり会社や地元建設業、 都

市再生機構の参画などで事業代行することなど、推進・誘導する支援制度を設けること

が必要です。

　長期にわたる広域避難は多様な生活スタイル、広い意味での家族の在り方、暮らし方

の多様性が求められます。もともと、豊かな生活を享受していた沿岸部の避難住民は公

営住宅の枠にとらわれない居住条件と、この事態に家族や親しい人たちが支え合って暮

らす生活の姿を必要としています。このような多様な暮らしを可能とするように例えば、

職住、商業やサービス機能・公共施設が一体となった公営住宅や、複数の家族が一緒に

暮らす「コレクティブハウス型公営住宅」、3 世代居住・複数世帯の近接居住を復興公営

住宅の枠を超えて必要とされています。また、県内での低線量汚染を危惧する幼児を持っ

た親にとっては、県外の放射線量の全く心配のない地域に仮の町・町外コミュニティを

望んでいます。

　このように、長期にわたり広域に分散居住を余儀なくされている現状に対処するため、

特例処置、あるいは制度改正、そして多様な支援制度が緊急に必要とされており、これ

らを早急に整備することを提案します。

具体的な提案

１－１　公営住宅の行政域外建設の特例と支援制度の確立

１－２　多様な暮らし方を可能とする公営住宅計画・供給方法を自治体の判断に委ねる

　　　　抜本的な緩和処置

１－３　公営住宅をまちづくり会社などと共同建設・共同運営する仕組みの創設
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提言２　当面使用し続けることになる仮設住宅団地を、周辺未利用地などの活用により、

抜本的な生活・居住環境の整備を早急に進めることを提案します。

　現在の仮設住宅用地で、継続的に利用できるものと、3 年程度の期限で返還するもの
を早急に区分して、長期に使用できる仮設住宅用地及びその周辺の未利用地を活用し、

復興公営住宅、高齢者施設を立地させ、一体で循環型の土地利用をしながら住環境の整

備を実現することが必要です。

　同時に、性能の良い継続使用の可能な仮設住宅は、設備の改善、増築、間取りの格調・

改善を早急に進めることが必要です。

　こうして、一団地の復興公営住宅の建設と共に、帰還までの安定した居住を可能にす

る仮設団地拡充型町外コミュニティを整備するため、避難先自治体、浪江町、福島県等

が緊密な連携のもとで、仮設住宅自治会、地元の住民組織等と協力して、具体的で明確

な計画を早急に立案することを提案します。

具体的な提案

２－１　桑折仮設団地及びその周辺等、先進モデルケース整備の早期着手

２－２　浪江町は、桑折町と交わしたような協定を受け入れ自治体と取り交わし、おの

　　　　おのの仮設住宅団地と周辺整備に関する具体的な計画の立案

２－３　県と地元自治体、避難自治体が協議会をつくり､具体的な計画を立案し､事業化

　　　　すること

提言３　町外・町内コミュニティを統合する多様な移動サービスのための規制緩和と支

援制度の実現を提案します。

　日常生活に不可欠な買い物や通院、仮設住宅間の往来、今後の帰還等の移動について、
コミュニティの形成・維持に役立つ、生活支援型の移動サービスを、民間事業者や住民

主体で提供できるように、道路運送法の緩和と財政支援、及び帰還準備のためのバスや

乗合タクシー等への財政支援などの制度を整えることを提案します。

　避難先では、以前のような徒歩や家族の送迎による買い物や通院が困難となっていま

す。買い物を支援するバス等も運行されていますが、家族による送迎のような、担い手

もまた住民である生活支援型の移動サービスが必要です。このようなサービスにより、

生活支援を拡充し、避難住民の安心感、精神的なケアを実現し、コミュニティの形成・

維持に大きな役割が期待できます。また、今後見込まれる避難指示解除準備区域への一

時帰宅や本格帰還のための準備、墓参り等においても精神的なケアも含めた生活支援型

移動サービスが不可欠です。

　しかし現状では、住民参加による移動サービスであっても道路運送法などの規制が厳

しく、しかも財政的に実施継続が難しい状況にあります。

　このような事態を改善するため、住民参加の生活支援型移動サービスを登録して行う

ための要件を緩和し手続きを簡素化、もしくは登録等を不要とする規制緩和が必要です。

さらに、生活支援型移動サービスの車両の確保や運転者の確保、運営のために、財政的

な支援も重要です。また、帰還準備のために避難先と避難指示解除準備区域内を結ぶバ

スや乗合タクシーに対しても財政的な支援が必要になります。

具体的な提案

３－１　広域分散避難コミュニティのための移動の権利を守る包括支援策

３－２　道路運送法の緩和特例の実施

３－３　生活支援移動サービス事業の要件緩和

提言４　分散する仮設住宅や様々な施設をネットワークで繋ぐ情報システムを拡充する

ための支援制度を提案します。

　現在、浪江町では避難先の町民に情報端末を貸与し､行政サービスや市民活動に関する
様々なお知らせを逐次送信し常時それらに触れることができるようになっています。こ

のような最低限の情報サービスに加えて、住民からの様々な要望や疑問、情報交換の要

望などに対応し、双方向の情報のやりとりと集約・公開などを進めることが、分散居住

を強いられている住民にとって様々な活動交流の機会を得て生活の質を向上するために

欠かすことができません。また、見守りサービスを質高く維持し､移動サービスを円滑に

運営するためにも欠かすことができません。

　現在、「まちづくり NPO 新町なみえ」では、システムとコンテンツの検討を小規模な

社会実験により進め、システム開発を急いでいますが､これにあわせて、情報端末の広範

囲への貸与、無料のWi-Fi 拠点の整備などが必要です。

具体的な提案

４－１　情報端末の希望者への貸与制度および研修制度

４－２　仮設住宅団地内、及び復興拠点での無料Wi-Fi の設置

提言５　被災者と避難先自治体・市民が協働して復興拠点を整備する「協働復興街区」

のための特例措置を提案します。

　原発事故で避難を余儀なくされている被災者で、地域コミュニティや特定の商圏に依
存していた商業者の事業再開が極めて困難な事態にあります。しかし避難先での個別商

店の再開は、地元の商業秩序の混乱を招くなどの危惧があります。受け入れ地域と被災

地の商業者が協働して、ある特定の地域で共存する協働復興コミュニティを形成すると

ともに、復興公営住宅や福祉・介護施設、生活支援センターなどを集積させ、避難して

いる商業者や福祉事業者と､避難先の事業者や地権者が協働してコミュニティ復興の拠点

を形成することは､双方に大きなメリットがあります。

　特に、早期の商業の再開や福祉施設の整備、また高齢者が歩いて暮らせる町としてこ

のような拠点を整備することは、分散して暮らす避難者のコミュニティの拠点を形成す

るためにも、極めて重要です。

　しかし、通常の経済活動として自主的にこのような拠点を形成するためには多くの困

難があります。このような、「協働復興コミュニティ拠点」を迅速に、かつ円滑に進める

ための支援制度と特定措置を整備することを提案します。

具体的な提案

５－１　復興公営住宅と商業施設、公共施設などの合築を一括して支援する特例制度

５－２　協働復興コミュニティ拠点の整備のための長期にわたる強力な財政支援措置

５－３　グループ補助金制度を「協働復興コミュニティ拠点」形成に使用する特例

５－４　専門家が集中して支援できるような特段の専門家派遣制度

提言６　帰還の拠点としての「町内の仮の町」を実現のための支援制度、例えば一時居

住を可能にする法的対応を提案します。

　例えば浪江町の海沿いの北東に位置する台地は、放射能の空間線量が低く、気候も温
暖で高齢者の居住には優れた条件があります。ここに、浪江町の帰還のための拠点として、

避難指示解除以前に一時居住の施設を望む高齢者や関係者の声が聞かれています。

　現時点では、避難指示解除準備区域であっても最低で 5 年間は夜間に滞在する事がで

きず、日帰りの一時帰宅だけが認められています。このような場所に、避難指示解除以

前に高齢者が短期滞在、ショートステイできる施設を早急に整備し、将来的には、これ

を恒久的な居住が可能とする施設にしたいと考えます。避難指示解除準備区域内に、一

時居住ができる高齢者の帰還準備施設の立地を可能にする特例が認められればこれらを

実現することができます。

　このような対応により、浪江町のまちなかに短期滞在型の仮の町の建設が早急に開始

できる様に制度を整えるとともに、このような施設を公的支援のもとで整備することを

提案します。

具体的な提案

６－１　避難指示解除準備地域における十分な帰還準備活動のための制度改革

６－２　避難指示解除後の円滑な帰還のために建設される復興公営住宅の柔軟な使用の

　　　　ための規制緩和

６－３　円滑な帰還準備のための先行的な復興公営住宅の建設

提言７　特に大きな精神的・心理的・肉体的な影響を受けている高齢者、子ども達に対

して、福祉制度の枠を超えた施策、例えば、放射線の影響のない安全な場所に短期居住

が可能な健康増進施設の設置制度を提案します。

　原発被災地ではふるさとでの居住が制限され、長期にわたる分散居住が強いられてい
ます。このことで、高齢者や学童・生徒に対する健康、精神面での負担が極度に大きくなっ

ています。 例えば、ショートステイ・デイケアセンターと、ケア付きの高齢者施設・特

別養護老人ホーム等との中間的な施設を可能にして、温泉や緑豊かな自然の中、放射線

量の低い「故郷（ふるさと）の地」等で、短期間、ゆったり過ごす場を交代で利用でき

るようにするなどにより、精神的・肉体的なストレスの緩和に大いに役立つはずです。

　ふるさとを奪われた高齢者には、短期の滞在によりふるさとでの生活を思い出し、本

格帰還のための準備や先祖の墓参り、自宅の庭や住まいの手入れ、あるいは町や公共施設・

農地の環境の維持のために貢献したいと願っている人が少なくありません。このような

活動の拠点として短期滞在が可能な帰還準備・健康増進施設を低線量のふるさとの町に

準備できるよう、仕組みを整えることを提案します。

　上記のことは、児童・生徒にも同様で、短期の集団疎開学校を設け、低線量地域から

一時的に離れることは、児童・学童・生徒のあらゆる面での健康維持にとって極めて大

きな効果があります。これを可能にするため、 放射線量の全く心配のない地域の、利用

されてない学校施設を、受け入れ自治体・市民とともに活用し、 短期の集団移住 ( 疎開 )

支援制度を設けることを提案します。（特に浪江町の若年層は事故直後の情報開示の不徹

底により、ヨウ素による被爆を受けている恐れがあり､特にこのような施設が重要です。

具体的な提案

７－１　短中期滞在型健康増進高齢者施設の設置、及び制度化

７－２　短中期一括集団移転学校の設置支援、及び制度化

７－３　上記を含んだ長期広域避難者への包括的福祉事業の特例制度

提言８　安定した避難生活と円滑な避難者支援ための正副・二重住民登録制度の特例と

しての実現を提案します。

　浪江町民は避難先での長期にわたる生活を継続的安定的に続けなければなりません。
住民登録や納税は元の浪江町が行いながら行政サービスの多くを避難先の自治体に頼ら

ざるを得ません。全く想定していなかった事態に直面しています。このような状態では､

避難している町民が行政・公共サービスを十分に受けることができないばかりでなく､避

難先自治体にも様々な負担がかかり、このような状況を解決する手立てとして、正副二

重の住民登録を行って､これらの関係を整理することが必要です。

　このことの必要性は様々に指摘されていますが、具体像は見えてきません。国は地元

町村と避難民、受け入れ自治体と十分議論をしつつ､暫定的、時限的な特定として早急に

法制度整備を進めることを強く提案します。

具体的な提案

８－１　二重の住民登録制度により行政サービスの選択性を確保する支援制度

８－２　ふるさと納税のインセンティヴ制度

８－３　介護保険における住所特例制度的な仕組みの拡充

提言９　原発被災地の補償対象となった土地 ( 宅地・農地・山林 ) を、復興まちづくり・

地域再生に有効に活用できるよう、まちづくり会社や公的機関による買い上げ、あるい

は民事信託等で集約させる強制力のある制度の創設を提案します。

　原発被災地も避難指示解除準備区域が解除された後に、使用できる宅地の絶対量が不
足して、特に海岸に近い高台などで地価の上昇や乱開発が起こりかねません。これらを

未然に防止するために、土地を集約し公共的な目的のために有効に活用できる体制をと

ることが、強く求められます。

　また、避難指示解除準備区域での効果的な一括除染とその後の市街地復興のためには、

公的主体の元で土地を一括管理して、除染と基盤整備、市街地復興を統括的に進めるこ

とが望まれます。

　そのための、補償の対象となった全ての土地の個別の処分を制限し、まちづくり会社（あ

るいは、土地管理のための特定目的会社、土地公社）等に売却・信託することを義務づ

ける法制化をします。

具体的な提案

９－１　公的機関による被災地の土地集約のための特別措置法の制定

９－２　町による土地公社などの設立、あるいは受け皿となるまちづくり会社を共同出

　　　　資して設立する

９－３　町に対する賠償などを公的に活用するための受け皿の仕組みの整備

提言１０　浪江町協働復興まちづくり条例の制定を提案します。

　浪江町の長期にわたる復旧・復興まちづくりは行政任せでは達成できるものではなく
市民の政府としての浪江町の自治体を中核として､町民や様々な組織、民間企業さらには

NPO 等の非営利社会貢献法人などが連帯し､協働して進めてゆくことが求められていま

す。しかし現在の地方自治法や様々なまちづくりに関する法制度では、このような多様

な主体の役割をまちづくりに位置づけることが十分ではありません。

　町民や自治組織、NPO 法人、さらには企業や産業組織、まちづくり会社などを適切に

法及び条例上に位置づけ、地域の総力を復旧・復興に向けて最大限に発揮できるよう、

協働復興まちづくり条例を制定するよう､提言します。

　昨年 8 月に発表した 24 のプロジェクトを含め、協働復興まちづくりを実現するため
には、現在の法制度や支援の仕組みなどでは、全く不十分です。2万人を超える浪江民が、

住む場所と生活の基盤を奪われ、役場や公共機関と共に故郷の外に長期にわたり避難す

るという事態は全く想定されてもいないし、現在でもまだきちんとその意味が認識され

ていないのが現実です。2012 年 8 月に続き、本報告書で示しているような、生活と浪

江町民が故郷を再建するために最低限必要と考えるビジョンやプロジェクトを実現する

ために、国や県、そして浪江町が法制度、条例や支援の仕組みを整えることが肝要です。 

それらを取りまとめた 10 項目をここでは暫定的な案として提言いたします。関係機関

にはこれを参考に早急な実施に向けて検討をお願いいたします。

提言１　避難先自治体に避難者が安定して暮らすことのできる「町外コミュニティ」を

実現するために、多様な復興公営住宅建設を可能にする支援制度、特例処置を求めます。

　被災自治体が中通り地域などに復興公営住宅を整備するのは県営住宅として供給され
ることが現状で進められています。これに加え、より地域の実情に適合したきめの細か

い復興住宅の建設のためには、被災自治体自らが避難先で復興公営住宅を建設すること

が求められています。( あるいは、将来の住宅の移管も含めて、避難先自治体と協働で

の建設もあり得ます。) しかし、建設時の 8 分の１負担や、帰還後の長期的な維持管理

に関する課題も多くあります。これに対処するため、まちづくり会社や地元建設業、 都

市再生機構の参画などで事業代行することなど、推進・誘導する支援制度を設けること

が必要です。

　長期にわたる広域避難は多様な生活スタイル、広い意味での家族の在り方、暮らし方

の多様性が求められます。もともと、豊かな生活を享受していた沿岸部の避難住民は公

営住宅の枠にとらわれない居住条件と、この事態に家族や親しい人たちが支え合って暮

らす生活の姿を必要としています。このような多様な暮らしを可能とするように例えば、

職住、商業やサービス機能・公共施設が一体となった公営住宅や、複数の家族が一緒に

暮らす「コレクティブハウス型公営住宅」、3 世代居住・複数世帯の近接居住を復興公営

住宅の枠を超えて必要とされています。また、県内での低線量汚染を危惧する幼児を持っ

た親にとっては、県外の放射線量の全く心配のない地域に仮の町・町外コミュニティを

望んでいます。

　このように、長期にわたり広域に分散居住を余儀なくされている現状に対処するため、

特例処置、あるいは制度改正、そして多様な支援制度が緊急に必要とされており、これ

らを早急に整備することを提案します。

具体的な提案

１－１　公営住宅の行政域外建設の特例と支援制度の確立

１－２　多様な暮らし方を可能とする公営住宅計画・供給方法を自治体の判断に委ねる

　　　　抜本的な緩和処置

１－３　公営住宅をまちづくり会社などと共同建設・共同運営する仕組みの創設
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提言２　当面使用し続けることになる仮設住宅団地を、周辺未利用地などの活用により、

抜本的な生活・居住環境の整備を早急に進めることを提案します。

　現在の仮設住宅用地で、継続的に利用できるものと、3 年程度の期限で返還するもの
を早急に区分して、長期に使用できる仮設住宅用地及びその周辺の未利用地を活用し、

復興公営住宅、高齢者施設を立地させ、一体で循環型の土地利用をしながら住環境の整

備を実現することが必要です。

　同時に、性能の良い継続使用の可能な仮設住宅は、設備の改善、増築、間取りの格調・

改善を早急に進めることが必要です。

　こうして、一団地の復興公営住宅の建設と共に、帰還までの安定した居住を可能にす

る仮設団地拡充型町外コミュニティを整備するため、避難先自治体、浪江町、福島県等

が緊密な連携のもとで、仮設住宅自治会、地元の住民組織等と協力して、具体的で明確

な計画を早急に立案することを提案します。

具体的な提案

２－１　桑折仮設団地及びその周辺等、先進モデルケース整備の早期着手

２－２　浪江町は、桑折町と交わしたような協定を受け入れ自治体と取り交わし、おの

　　　　おのの仮設住宅団地と周辺整備に関する具体的な計画の立案

２－３　県と地元自治体、避難自治体が協議会をつくり､具体的な計画を立案し､事業化

　　　　すること

提言３　町外・町内コミュニティを統合する多様な移動サービスのための規制緩和と支

援制度の実現を提案します。

　日常生活に不可欠な買い物や通院、仮設住宅間の往来、今後の帰還等の移動について、
コミュニティの形成・維持に役立つ、生活支援型の移動サービスを、民間事業者や住民

主体で提供できるように、道路運送法の緩和と財政支援、及び帰還準備のためのバスや

乗合タクシー等への財政支援などの制度を整えることを提案します。

　避難先では、以前のような徒歩や家族の送迎による買い物や通院が困難となっていま

す。買い物を支援するバス等も運行されていますが、家族による送迎のような、担い手

もまた住民である生活支援型の移動サービスが必要です。このようなサービスにより、

生活支援を拡充し、避難住民の安心感、精神的なケアを実現し、コミュニティの形成・

維持に大きな役割が期待できます。また、今後見込まれる避難指示解除準備区域への一

時帰宅や本格帰還のための準備、墓参り等においても精神的なケアも含めた生活支援型

移動サービスが不可欠です。

　しかし現状では、住民参加による移動サービスであっても道路運送法などの規制が厳

しく、しかも財政的に実施継続が難しい状況にあります。

　このような事態を改善するため、住民参加の生活支援型移動サービスを登録して行う

ための要件を緩和し手続きを簡素化、もしくは登録等を不要とする規制緩和が必要です。

さらに、生活支援型移動サービスの車両の確保や運転者の確保、運営のために、財政的

な支援も重要です。また、帰還準備のために避難先と避難指示解除準備区域内を結ぶバ

スや乗合タクシーに対しても財政的な支援が必要になります。

具体的な提案

３－１　広域分散避難コミュニティのための移動の権利を守る包括支援策

３－２　道路運送法の緩和特例の実施

３－３　生活支援移動サービス事業の要件緩和

提言４　分散する仮設住宅や様々な施設をネットワークで繋ぐ情報システムを拡充する

ための支援制度を提案します。

　現在、浪江町では避難先の町民に情報端末を貸与し､行政サービスや市民活動に関する
様々なお知らせを逐次送信し常時それらに触れることができるようになっています。こ

のような最低限の情報サービスに加えて、住民からの様々な要望や疑問、情報交換の要

望などに対応し、双方向の情報のやりとりと集約・公開などを進めることが、分散居住

を強いられている住民にとって様々な活動交流の機会を得て生活の質を向上するために

欠かすことができません。また、見守りサービスを質高く維持し､移動サービスを円滑に

運営するためにも欠かすことができません。

　現在、「まちづくり NPO 新町なみえ」では、システムとコンテンツの検討を小規模な

社会実験により進め、システム開発を急いでいますが､これにあわせて、情報端末の広範

囲への貸与、無料のWi-Fi 拠点の整備などが必要です。

具体的な提案

４－１　情報端末の希望者への貸与制度および研修制度

４－２　仮設住宅団地内、及び復興拠点での無料Wi-Fi の設置

提言５　被災者と避難先自治体・市民が協働して復興拠点を整備する「協働復興街区」

のための特例措置を提案します。

　原発事故で避難を余儀なくされている被災者で、地域コミュニティや特定の商圏に依
存していた商業者の事業再開が極めて困難な事態にあります。しかし避難先での個別商

店の再開は、地元の商業秩序の混乱を招くなどの危惧があります。受け入れ地域と被災

地の商業者が協働して、ある特定の地域で共存する協働復興コミュニティを形成すると

ともに、復興公営住宅や福祉・介護施設、生活支援センターなどを集積させ、避難して

いる商業者や福祉事業者と､避難先の事業者や地権者が協働してコミュニティ復興の拠点

を形成することは､双方に大きなメリットがあります。

　特に、早期の商業の再開や福祉施設の整備、また高齢者が歩いて暮らせる町としてこ

のような拠点を整備することは、分散して暮らす避難者のコミュニティの拠点を形成す

るためにも、極めて重要です。

　しかし、通常の経済活動として自主的にこのような拠点を形成するためには多くの困

難があります。このような、「協働復興コミュニティ拠点」を迅速に、かつ円滑に進める

ための支援制度と特定措置を整備することを提案します。

具体的な提案

５－１　復興公営住宅と商業施設、公共施設などの合築を一括して支援する特例制度

５－２　協働復興コミュニティ拠点の整備のための長期にわたる強力な財政支援措置

５－３　グループ補助金制度を「協働復興コミュニティ拠点」形成に使用する特例

５－４　専門家が集中して支援できるような特段の専門家派遣制度

提言６　帰還の拠点としての「町内の仮の町」を実現のための支援制度、例えば一時居

住を可能にする法的対応を提案します。

　例えば浪江町の海沿いの北東に位置する台地は、放射能の空間線量が低く、気候も温
暖で高齢者の居住には優れた条件があります。ここに、浪江町の帰還のための拠点として、

避難指示解除以前に一時居住の施設を望む高齢者や関係者の声が聞かれています。

　現時点では、避難指示解除準備区域であっても最低で 5 年間は夜間に滞在する事がで

きず、日帰りの一時帰宅だけが認められています。このような場所に、避難指示解除以

前に高齢者が短期滞在、ショートステイできる施設を早急に整備し、将来的には、これ

を恒久的な居住が可能とする施設にしたいと考えます。避難指示解除準備区域内に、一

時居住ができる高齢者の帰還準備施設の立地を可能にする特例が認められればこれらを

実現することができます。

　このような対応により、浪江町のまちなかに短期滞在型の仮の町の建設が早急に開始

できる様に制度を整えるとともに、このような施設を公的支援のもとで整備することを

提案します。

具体的な提案

６－１　避難指示解除準備地域における十分な帰還準備活動のための制度改革

６－２　避難指示解除後の円滑な帰還のために建設される復興公営住宅の柔軟な使用の

　　　　ための規制緩和

６－３　円滑な帰還準備のための先行的な復興公営住宅の建設

提言７　特に大きな精神的・心理的・肉体的な影響を受けている高齢者、子ども達に対

して、福祉制度の枠を超えた施策、例えば、放射線の影響のない安全な場所に短期居住

が可能な健康増進施設の設置制度を提案します。

　原発被災地ではふるさとでの居住が制限され、長期にわたる分散居住が強いられてい
ます。このことで、高齢者や学童・生徒に対する健康、精神面での負担が極度に大きくなっ

ています。 例えば、ショートステイ・デイケアセンターと、ケア付きの高齢者施設・特

別養護老人ホーム等との中間的な施設を可能にして、温泉や緑豊かな自然の中、放射線

量の低い「故郷（ふるさと）の地」等で、短期間、ゆったり過ごす場を交代で利用でき

るようにするなどにより、精神的・肉体的なストレスの緩和に大いに役立つはずです。

　ふるさとを奪われた高齢者には、短期の滞在によりふるさとでの生活を思い出し、本

格帰還のための準備や先祖の墓参り、自宅の庭や住まいの手入れ、あるいは町や公共施設・

農地の環境の維持のために貢献したいと願っている人が少なくありません。このような

活動の拠点として短期滞在が可能な帰還準備・健康増進施設を低線量のふるさとの町に

準備できるよう、仕組みを整えることを提案します。

　上記のことは、児童・生徒にも同様で、短期の集団疎開学校を設け、低線量地域から

一時的に離れることは、児童・学童・生徒のあらゆる面での健康維持にとって極めて大

きな効果があります。これを可能にするため、 放射線量の全く心配のない地域の、利用

されてない学校施設を、受け入れ自治体・市民とともに活用し、 短期の集団移住 ( 疎開 )

支援制度を設けることを提案します。（特に浪江町の若年層は事故直後の情報開示の不徹

底により、ヨウ素による被爆を受けている恐れがあり､特にこのような施設が重要です。

具体的な提案

７－１　短中期滞在型健康増進高齢者施設の設置、及び制度化

７－２　短中期一括集団移転学校の設置支援、及び制度化

７－３　上記を含んだ長期広域避難者への包括的福祉事業の特例制度

提言８　安定した避難生活と円滑な避難者支援ための正副・二重住民登録制度の特例と

しての実現を提案します。

　浪江町民は避難先での長期にわたる生活を継続的安定的に続けなければなりません。
住民登録や納税は元の浪江町が行いながら行政サービスの多くを避難先の自治体に頼ら

ざるを得ません。全く想定していなかった事態に直面しています。このような状態では､

避難している町民が行政・公共サービスを十分に受けることができないばかりでなく､避

難先自治体にも様々な負担がかかり、このような状況を解決する手立てとして、正副二

重の住民登録を行って､これらの関係を整理することが必要です。

　このことの必要性は様々に指摘されていますが、具体像は見えてきません。国は地元

町村と避難民、受け入れ自治体と十分議論をしつつ､暫定的、時限的な特定として早急に

法制度整備を進めることを強く提案します。

具体的な提案

８－１　二重の住民登録制度により行政サービスの選択性を確保する支援制度

８－２　ふるさと納税のインセンティヴ制度

８－３　介護保険における住所特例制度的な仕組みの拡充

提言９　原発被災地の補償対象となった土地 ( 宅地・農地・山林 ) を、復興まちづくり・

地域再生に有効に活用できるよう、まちづくり会社や公的機関による買い上げ、あるい

は民事信託等で集約させる強制力のある制度の創設を提案します。

　原発被災地も避難指示解除準備区域が解除された後に、使用できる宅地の絶対量が不
足して、特に海岸に近い高台などで地価の上昇や乱開発が起こりかねません。これらを

未然に防止するために、土地を集約し公共的な目的のために有効に活用できる体制をと

ることが、強く求められます。

　また、避難指示解除準備区域での効果的な一括除染とその後の市街地復興のためには、

公的主体の元で土地を一括管理して、除染と基盤整備、市街地復興を統括的に進めるこ

とが望まれます。

　そのための、補償の対象となった全ての土地の個別の処分を制限し、まちづくり会社（あ

るいは、土地管理のための特定目的会社、土地公社）等に売却・信託することを義務づ

ける法制化をします。

具体的な提案

９－１　公的機関による被災地の土地集約のための特別措置法の制定

９－２　町による土地公社などの設立、あるいは受け皿となるまちづくり会社を共同出

　　　　資して設立する

９－３　町に対する賠償などを公的に活用するための受け皿の仕組みの整備

提言１０　浪江町協働復興まちづくり条例の制定を提案します。

　浪江町の長期にわたる復旧・復興まちづくりは行政任せでは達成できるものではなく
市民の政府としての浪江町の自治体を中核として､町民や様々な組織、民間企業さらには

NPO 等の非営利社会貢献法人などが連帯し､協働して進めてゆくことが求められていま

す。しかし現在の地方自治法や様々なまちづくりに関する法制度では、このような多様

な主体の役割をまちづくりに位置づけることが十分ではありません。

　町民や自治組織、NPO 法人、さらには企業や産業組織、まちづくり会社などを適切に

法及び条例上に位置づけ、地域の総力を復旧・復興に向けて最大限に発揮できるよう、

協働復興まちづくり条例を制定するよう､提言します。

　昨年 8 月に発表した 24 のプロジェクトを含め、協働復興まちづくりを実現するため
には、現在の法制度や支援の仕組みなどでは、全く不十分です。2万人を超える浪江民が、

住む場所と生活の基盤を奪われ、役場や公共機関と共に故郷の外に長期にわたり避難す

るという事態は全く想定されてもいないし、現在でもまだきちんとその意味が認識され

ていないのが現実です。2012 年 8 月に続き、本報告書で示しているような、生活と浪

江町民が故郷を再建するために最低限必要と考えるビジョンやプロジェクトを実現する

ために、国や県、そして浪江町が法制度、条例や支援の仕組みを整えることが肝要です。 

それらを取りまとめた 10 項目をここでは暫定的な案として提言いたします。関係機関

にはこれを参考に早急な実施に向けて検討をお願いいたします。

提言１　避難先自治体に避難者が安定して暮らすことのできる「町外コミュニティ」を

実現するために、多様な復興公営住宅建設を可能にする支援制度、特例処置を求めます。

　被災自治体が中通り地域などに復興公営住宅を整備するのは県営住宅として供給され
ることが現状で進められています。これに加え、より地域の実情に適合したきめの細か

い復興住宅の建設のためには、被災自治体自らが避難先で復興公営住宅を建設すること

が求められています。( あるいは、将来の住宅の移管も含めて、避難先自治体と協働で

の建設もあり得ます。) しかし、建設時の 8 分の１負担や、帰還後の長期的な維持管理

に関する課題も多くあります。これに対処するため、まちづくり会社や地元建設業、 都

市再生機構の参画などで事業代行することなど、推進・誘導する支援制度を設けること

が必要です。

　長期にわたる広域避難は多様な生活スタイル、広い意味での家族の在り方、暮らし方

の多様性が求められます。もともと、豊かな生活を享受していた沿岸部の避難住民は公

営住宅の枠にとらわれない居住条件と、この事態に家族や親しい人たちが支え合って暮

らす生活の姿を必要としています。このような多様な暮らしを可能とするように例えば、

職住、商業やサービス機能・公共施設が一体となった公営住宅や、複数の家族が一緒に

暮らす「コレクティブハウス型公営住宅」、3 世代居住・複数世帯の近接居住を復興公営

住宅の枠を超えて必要とされています。また、県内での低線量汚染を危惧する幼児を持っ

た親にとっては、県外の放射線量の全く心配のない地域に仮の町・町外コミュニティを

望んでいます。

　このように、長期にわたり広域に分散居住を余儀なくされている現状に対処するため、

特例処置、あるいは制度改正、そして多様な支援制度が緊急に必要とされており、これ

らを早急に整備することを提案します。

具体的な提案

１－１　公営住宅の行政域外建設の特例と支援制度の確立

１－２　多様な暮らし方を可能とする公営住宅計画・供給方法を自治体の判断に委ねる

　　　　抜本的な緩和処置

１－３　公営住宅をまちづくり会社などと共同建設・共同運営する仕組みの創設
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提言２　当面使用し続けることになる仮設住宅団地を、周辺未利用地などの活用により、

抜本的な生活・居住環境の整備を早急に進めることを提案します。

　現在の仮設住宅用地で、継続的に利用できるものと、3 年程度の期限で返還するもの
を早急に区分して、長期に使用できる仮設住宅用地及びその周辺の未利用地を活用し、

復興公営住宅、高齢者施設を立地させ、一体で循環型の土地利用をしながら住環境の整

備を実現することが必要です。

　同時に、性能の良い継続使用の可能な仮設住宅は、設備の改善、増築、間取りの格調・

改善を早急に進めることが必要です。

　こうして、一団地の復興公営住宅の建設と共に、帰還までの安定した居住を可能にす

る仮設団地拡充型町外コミュニティを整備するため、避難先自治体、浪江町、福島県等

が緊密な連携のもとで、仮設住宅自治会、地元の住民組織等と協力して、具体的で明確

な計画を早急に立案することを提案します。

具体的な提案

２－１　桑折仮設団地及びその周辺等、先進モデルケース整備の早期着手

２－２　浪江町は、桑折町と交わしたような協定を受け入れ自治体と取り交わし、おの

　　　　おのの仮設住宅団地と周辺整備に関する具体的な計画の立案

２－３　県と地元自治体、避難自治体が協議会をつくり､具体的な計画を立案し､事業化

　　　　すること

提言３　町外・町内コミュニティを統合する多様な移動サービスのための規制緩和と支

援制度の実現を提案します。

　日常生活に不可欠な買い物や通院、仮設住宅間の往来、今後の帰還等の移動について、
コミュニティの形成・維持に役立つ、生活支援型の移動サービスを、民間事業者や住民

主体で提供できるように、道路運送法の緩和と財政支援、及び帰還準備のためのバスや

乗合タクシー等への財政支援などの制度を整えることを提案します。

　避難先では、以前のような徒歩や家族の送迎による買い物や通院が困難となっていま

す。買い物を支援するバス等も運行されていますが、家族による送迎のような、担い手

もまた住民である生活支援型の移動サービスが必要です。このようなサービスにより、

生活支援を拡充し、避難住民の安心感、精神的なケアを実現し、コミュニティの形成・

維持に大きな役割が期待できます。また、今後見込まれる避難指示解除準備区域への一

時帰宅や本格帰還のための準備、墓参り等においても精神的なケアも含めた生活支援型

移動サービスが不可欠です。

　しかし現状では、住民参加による移動サービスであっても道路運送法などの規制が厳

しく、しかも財政的に実施継続が難しい状況にあります。

　このような事態を改善するため、住民参加の生活支援型移動サービスを登録して行う

ための要件を緩和し手続きを簡素化、もしくは登録等を不要とする規制緩和が必要です。

さらに、生活支援型移動サービスの車両の確保や運転者の確保、運営のために、財政的

な支援も重要です。また、帰還準備のために避難先と避難指示解除準備区域内を結ぶバ

スや乗合タクシーに対しても財政的な支援が必要になります。

具体的な提案

３－１　広域分散避難コミュニティのための移動の権利を守る包括支援策

３－２　道路運送法の緩和特例の実施

３－３　生活支援移動サービス事業の要件緩和

提言４　分散する仮設住宅や様々な施設をネットワークで繋ぐ情報システムを拡充する

ための支援制度を提案します。

　現在、浪江町では避難先の町民に情報端末を貸与し､行政サービスや市民活動に関する
様々なお知らせを逐次送信し常時それらに触れることができるようになっています。こ

のような最低限の情報サービスに加えて、住民からの様々な要望や疑問、情報交換の要

望などに対応し、双方向の情報のやりとりと集約・公開などを進めることが、分散居住

を強いられている住民にとって様々な活動交流の機会を得て生活の質を向上するために

欠かすことができません。また、見守りサービスを質高く維持し､移動サービスを円滑に

運営するためにも欠かすことができません。

　現在、「まちづくり NPO 新町なみえ」では、システムとコンテンツの検討を小規模な

社会実験により進め、システム開発を急いでいますが､これにあわせて、情報端末の広範

囲への貸与、無料のWi-Fi 拠点の整備などが必要です。

具体的な提案

４－１　情報端末の希望者への貸与制度および研修制度

４－２　仮設住宅団地内、及び復興拠点での無料Wi-Fi の設置

提言５　被災者と避難先自治体・市民が協働して復興拠点を整備する「協働復興街区」

のための特例措置を提案します。

　原発事故で避難を余儀なくされている被災者で、地域コミュニティや特定の商圏に依
存していた商業者の事業再開が極めて困難な事態にあります。しかし避難先での個別商

店の再開は、地元の商業秩序の混乱を招くなどの危惧があります。受け入れ地域と被災

地の商業者が協働して、ある特定の地域で共存する協働復興コミュニティを形成すると

ともに、復興公営住宅や福祉・介護施設、生活支援センターなどを集積させ、避難して

いる商業者や福祉事業者と､避難先の事業者や地権者が協働してコミュニティ復興の拠点

を形成することは､双方に大きなメリットがあります。

　特に、早期の商業の再開や福祉施設の整備、また高齢者が歩いて暮らせる町としてこ

のような拠点を整備することは、分散して暮らす避難者のコミュニティの拠点を形成す

るためにも、極めて重要です。

　しかし、通常の経済活動として自主的にこのような拠点を形成するためには多くの困

難があります。このような、「協働復興コミュニティ拠点」を迅速に、かつ円滑に進める

ための支援制度と特定措置を整備することを提案します。

具体的な提案

５－１　復興公営住宅と商業施設、公共施設などの合築を一括して支援する特例制度

５－２　協働復興コミュニティ拠点の整備のための長期にわたる強力な財政支援措置

５－３　グループ補助金制度を「協働復興コミュニティ拠点」形成に使用する特例

５－４　専門家が集中して支援できるような特段の専門家派遣制度

提言６　帰還の拠点としての「町内の仮の町」を実現のための支援制度、例えば一時居

住を可能にする法的対応を提案します。

　例えば浪江町の海沿いの北東に位置する台地は、放射能の空間線量が低く、気候も温
暖で高齢者の居住には優れた条件があります。ここに、浪江町の帰還のための拠点として、

避難指示解除以前に一時居住の施設を望む高齢者や関係者の声が聞かれています。

　現時点では、避難指示解除準備区域であっても最低で 5 年間は夜間に滞在する事がで

きず、日帰りの一時帰宅だけが認められています。このような場所に、避難指示解除以

前に高齢者が短期滞在、ショートステイできる施設を早急に整備し、将来的には、これ

を恒久的な居住が可能とする施設にしたいと考えます。避難指示解除準備区域内に、一

時居住ができる高齢者の帰還準備施設の立地を可能にする特例が認められればこれらを

実現することができます。

　このような対応により、浪江町のまちなかに短期滞在型の仮の町の建設が早急に開始

できる様に制度を整えるとともに、このような施設を公的支援のもとで整備することを

提案します。

具体的な提案

６－１　避難指示解除準備地域における十分な帰還準備活動のための制度改革

６－２　避難指示解除後の円滑な帰還のために建設される復興公営住宅の柔軟な使用の

　　　　ための規制緩和

６－３　円滑な帰還準備のための先行的な復興公営住宅の建設

提言７　特に大きな精神的・心理的・肉体的な影響を受けている高齢者、子ども達に対

して、福祉制度の枠を超えた施策、例えば、放射線の影響のない安全な場所に短期居住

が可能な健康増進施設の設置制度を提案します。

　原発被災地ではふるさとでの居住が制限され、長期にわたる分散居住が強いられてい
ます。このことで、高齢者や学童・生徒に対する健康、精神面での負担が極度に大きくなっ

ています。 例えば、ショートステイ・デイケアセンターと、ケア付きの高齢者施設・特

別養護老人ホーム等との中間的な施設を可能にして、温泉や緑豊かな自然の中、放射線

量の低い「故郷（ふるさと）の地」等で、短期間、ゆったり過ごす場を交代で利用でき

るようにするなどにより、精神的・肉体的なストレスの緩和に大いに役立つはずです。

　ふるさとを奪われた高齢者には、短期の滞在によりふるさとでの生活を思い出し、本

格帰還のための準備や先祖の墓参り、自宅の庭や住まいの手入れ、あるいは町や公共施設・

農地の環境の維持のために貢献したいと願っている人が少なくありません。このような

活動の拠点として短期滞在が可能な帰還準備・健康増進施設を低線量のふるさとの町に

準備できるよう、仕組みを整えることを提案します。

　上記のことは、児童・生徒にも同様で、短期の集団疎開学校を設け、低線量地域から

一時的に離れることは、児童・学童・生徒のあらゆる面での健康維持にとって極めて大

きな効果があります。これを可能にするため、 放射線量の全く心配のない地域の、利用

されてない学校施設を、受け入れ自治体・市民とともに活用し、 短期の集団移住 ( 疎開 )

支援制度を設けることを提案します。（特に浪江町の若年層は事故直後の情報開示の不徹

底により、ヨウ素による被爆を受けている恐れがあり､特にこのような施設が重要です。

具体的な提案

７－１　短中期滞在型健康増進高齢者施設の設置、及び制度化

７－２　短中期一括集団移転学校の設置支援、及び制度化

７－３　上記を含んだ長期広域避難者への包括的福祉事業の特例制度

提言８　安定した避難生活と円滑な避難者支援ための正副・二重住民登録制度の特例と

しての実現を提案します。

　浪江町民は避難先での長期にわたる生活を継続的安定的に続けなければなりません。
住民登録や納税は元の浪江町が行いながら行政サービスの多くを避難先の自治体に頼ら

ざるを得ません。全く想定していなかった事態に直面しています。このような状態では､

避難している町民が行政・公共サービスを十分に受けることができないばかりでなく､避

難先自治体にも様々な負担がかかり、このような状況を解決する手立てとして、正副二

重の住民登録を行って､これらの関係を整理することが必要です。

　このことの必要性は様々に指摘されていますが、具体像は見えてきません。国は地元

町村と避難民、受け入れ自治体と十分議論をしつつ､暫定的、時限的な特定として早急に

法制度整備を進めることを強く提案します。

具体的な提案

８－１　二重の住民登録制度により行政サービスの選択性を確保する支援制度

８－２　ふるさと納税のインセンティヴ制度

８－３　介護保険における住所特例制度的な仕組みの拡充

提言９　原発被災地の補償対象となった土地 ( 宅地・農地・山林 ) を、復興まちづくり・

地域再生に有効に活用できるよう、まちづくり会社や公的機関による買い上げ、あるい

は民事信託等で集約させる強制力のある制度の創設を提案します。

　原発被災地も避難指示解除準備区域が解除された後に、使用できる宅地の絶対量が不
足して、特に海岸に近い高台などで地価の上昇や乱開発が起こりかねません。これらを

未然に防止するために、土地を集約し公共的な目的のために有効に活用できる体制をと

ることが、強く求められます。

　また、避難指示解除準備区域での効果的な一括除染とその後の市街地復興のためには、

公的主体の元で土地を一括管理して、除染と基盤整備、市街地復興を統括的に進めるこ

とが望まれます。

　そのための、補償の対象となった全ての土地の個別の処分を制限し、まちづくり会社（あ

るいは、土地管理のための特定目的会社、土地公社）等に売却・信託することを義務づ

ける法制化をします。

具体的な提案

９－１　公的機関による被災地の土地集約のための特別措置法の制定

９－２　町による土地公社などの設立、あるいは受け皿となるまちづくり会社を共同出

　　　　資して設立する

９－３　町に対する賠償などを公的に活用するための受け皿の仕組みの整備

提言１０　浪江町協働復興まちづくり条例の制定を提案します。

　浪江町の長期にわたる復旧・復興まちづくりは行政任せでは達成できるものではなく
市民の政府としての浪江町の自治体を中核として､町民や様々な組織、民間企業さらには

NPO 等の非営利社会貢献法人などが連帯し､協働して進めてゆくことが求められていま

す。しかし現在の地方自治法や様々なまちづくりに関する法制度では、このような多様

な主体の役割をまちづくりに位置づけることが十分ではありません。

　町民や自治組織、NPO 法人、さらには企業や産業組織、まちづくり会社などを適切に

法及び条例上に位置づけ、地域の総力を復旧・復興に向けて最大限に発揮できるよう、

協働復興まちづくり条例を制定するよう､提言します。

　昨年 8 月に発表した 24 のプロジェクトを含め、協働復興まちづくりを実現するため
には、現在の法制度や支援の仕組みなどでは、全く不十分です。2万人を超える浪江民が、

住む場所と生活の基盤を奪われ、役場や公共機関と共に故郷の外に長期にわたり避難す

るという事態は全く想定されてもいないし、現在でもまだきちんとその意味が認識され

ていないのが現実です。2012 年 8 月に続き、本報告書で示しているような、生活と浪

江町民が故郷を再建するために最低限必要と考えるビジョンやプロジェクトを実現する

ために、国や県、そして浪江町が法制度、条例や支援の仕組みを整えることが肝要です。 

それらを取りまとめた 10 項目をここでは暫定的な案として提言いたします。関係機関

にはこれを参考に早急な実施に向けて検討をお願いいたします。

提言１　避難先自治体に避難者が安定して暮らすことのできる「町外コミュニティ」を

実現するために、多様な復興公営住宅建設を可能にする支援制度、特例処置を求めます。

　被災自治体が中通り地域などに復興公営住宅を整備するのは県営住宅として供給され
ることが現状で進められています。これに加え、より地域の実情に適合したきめの細か

い復興住宅の建設のためには、被災自治体自らが避難先で復興公営住宅を建設すること

が求められています。( あるいは、将来の住宅の移管も含めて、避難先自治体と協働で

の建設もあり得ます。) しかし、建設時の 8 分の１負担や、帰還後の長期的な維持管理

に関する課題も多くあります。これに対処するため、まちづくり会社や地元建設業、 都

市再生機構の参画などで事業代行することなど、推進・誘導する支援制度を設けること

が必要です。

　長期にわたる広域避難は多様な生活スタイル、広い意味での家族の在り方、暮らし方

の多様性が求められます。もともと、豊かな生活を享受していた沿岸部の避難住民は公

営住宅の枠にとらわれない居住条件と、この事態に家族や親しい人たちが支え合って暮

らす生活の姿を必要としています。このような多様な暮らしを可能とするように例えば、

職住、商業やサービス機能・公共施設が一体となった公営住宅や、複数の家族が一緒に

暮らす「コレクティブハウス型公営住宅」、3 世代居住・複数世帯の近接居住を復興公営

住宅の枠を超えて必要とされています。また、県内での低線量汚染を危惧する幼児を持っ

た親にとっては、県外の放射線量の全く心配のない地域に仮の町・町外コミュニティを

望んでいます。

　このように、長期にわたり広域に分散居住を余儀なくされている現状に対処するため、

特例処置、あるいは制度改正、そして多様な支援制度が緊急に必要とされており、これ

らを早急に整備することを提案します。

具体的な提案

１－１　公営住宅の行政域外建設の特例と支援制度の確立

１－２　多様な暮らし方を可能とする公営住宅計画・供給方法を自治体の判断に委ねる

　　　　抜本的な緩和処置

１－３　公営住宅をまちづくり会社などと共同建設・共同運営する仕組みの創設
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提言２　当面使用し続けることになる仮設住宅団地を、周辺未利用地などの活用により、

抜本的な生活・居住環境の整備を早急に進めることを提案します。

　現在の仮設住宅用地で、継続的に利用できるものと、3 年程度の期限で返還するもの
を早急に区分して、長期に使用できる仮設住宅用地及びその周辺の未利用地を活用し、

復興公営住宅、高齢者施設を立地させ、一体で循環型の土地利用をしながら住環境の整

備を実現することが必要です。

　同時に、性能の良い継続使用の可能な仮設住宅は、設備の改善、増築、間取りの格調・

改善を早急に進めることが必要です。

　こうして、一団地の復興公営住宅の建設と共に、帰還までの安定した居住を可能にす

る仮設団地拡充型町外コミュニティを整備するため、避難先自治体、浪江町、福島県等

が緊密な連携のもとで、仮設住宅自治会、地元の住民組織等と協力して、具体的で明確

な計画を早急に立案することを提案します。

具体的な提案

２－１　桑折仮設団地及びその周辺等、先進モデルケース整備の早期着手

２－２　浪江町は、桑折町と交わしたような協定を受け入れ自治体と取り交わし、おの

　　　　おのの仮設住宅団地と周辺整備に関する具体的な計画の立案

２－３　県と地元自治体、避難自治体が協議会をつくり､具体的な計画を立案し､事業化

　　　　すること

提言３　町外・町内コミュニティを統合する多様な移動サービスのための規制緩和と支

援制度の実現を提案します。

　日常生活に不可欠な買い物や通院、仮設住宅間の往来、今後の帰還等の移動について、
コミュニティの形成・維持に役立つ、生活支援型の移動サービスを、民間事業者や住民

主体で提供できるように、道路運送法の緩和と財政支援、及び帰還準備のためのバスや

乗合タクシー等への財政支援などの制度を整えることを提案します。

　避難先では、以前のような徒歩や家族の送迎による買い物や通院が困難となっていま

す。買い物を支援するバス等も運行されていますが、家族による送迎のような、担い手

もまた住民である生活支援型の移動サービスが必要です。このようなサービスにより、

生活支援を拡充し、避難住民の安心感、精神的なケアを実現し、コミュニティの形成・

維持に大きな役割が期待できます。また、今後見込まれる避難指示解除準備区域への一

時帰宅や本格帰還のための準備、墓参り等においても精神的なケアも含めた生活支援型

移動サービスが不可欠です。

　しかし現状では、住民参加による移動サービスであっても道路運送法などの規制が厳

しく、しかも財政的に実施継続が難しい状況にあります。

　このような事態を改善するため、住民参加の生活支援型移動サービスを登録して行う

ための要件を緩和し手続きを簡素化、もしくは登録等を不要とする規制緩和が必要です。

さらに、生活支援型移動サービスの車両の確保や運転者の確保、運営のために、財政的

な支援も重要です。また、帰還準備のために避難先と避難指示解除準備区域内を結ぶバ

スや乗合タクシーに対しても財政的な支援が必要になります。

具体的な提案

３－１　広域分散避難コミュニティのための移動の権利を守る包括支援策

３－２　道路運送法の緩和特例の実施

３－３　生活支援移動サービス事業の要件緩和

提言４　分散する仮設住宅や様々な施設をネットワークで繋ぐ情報システムを拡充する

ための支援制度を提案します。

　現在、浪江町では避難先の町民に情報端末を貸与し､行政サービスや市民活動に関する
様々なお知らせを逐次送信し常時それらに触れることができるようになっています。こ

のような最低限の情報サービスに加えて、住民からの様々な要望や疑問、情報交換の要

望などに対応し、双方向の情報のやりとりと集約・公開などを進めることが、分散居住

を強いられている住民にとって様々な活動交流の機会を得て生活の質を向上するために

欠かすことができません。また、見守りサービスを質高く維持し､移動サービスを円滑に

運営するためにも欠かすことができません。

　現在、「まちづくり NPO 新町なみえ」では、システムとコンテンツの検討を小規模な

社会実験により進め、システム開発を急いでいますが､これにあわせて、情報端末の広範

囲への貸与、無料のWi-Fi 拠点の整備などが必要です。

具体的な提案

４－１　情報端末の希望者への貸与制度および研修制度

４－２　仮設住宅団地内、及び復興拠点での無料Wi-Fi の設置

提言５　被災者と避難先自治体・市民が協働して復興拠点を整備する「協働復興街区」

のための特例措置を提案します。

　原発事故で避難を余儀なくされている被災者で、地域コミュニティや特定の商圏に依
存していた商業者の事業再開が極めて困難な事態にあります。しかし避難先での個別商

店の再開は、地元の商業秩序の混乱を招くなどの危惧があります。受け入れ地域と被災

地の商業者が協働して、ある特定の地域で共存する協働復興コミュニティを形成すると

ともに、復興公営住宅や福祉・介護施設、生活支援センターなどを集積させ、避難して

いる商業者や福祉事業者と､避難先の事業者や地権者が協働してコミュニティ復興の拠点

を形成することは､双方に大きなメリットがあります。

　特に、早期の商業の再開や福祉施設の整備、また高齢者が歩いて暮らせる町としてこ

のような拠点を整備することは、分散して暮らす避難者のコミュニティの拠点を形成す

るためにも、極めて重要です。

　しかし、通常の経済活動として自主的にこのような拠点を形成するためには多くの困

難があります。このような、「協働復興コミュニティ拠点」を迅速に、かつ円滑に進める

ための支援制度と特定措置を整備することを提案します。

具体的な提案

５－１　復興公営住宅と商業施設、公共施設などの合築を一括して支援する特例制度

５－２　協働復興コミュニティ拠点の整備のための長期にわたる強力な財政支援措置

５－３　グループ補助金制度を「協働復興コミュニティ拠点」形成に使用する特例

５－４　専門家が集中して支援できるような特段の専門家派遣制度

提言６　帰還の拠点としての「町内の仮の町」を実現のための支援制度、例えば一時居

住を可能にする法的対応を提案します。

　例えば浪江町の海沿いの北東に位置する台地は、放射能の空間線量が低く、気候も温
暖で高齢者の居住には優れた条件があります。ここに、浪江町の帰還のための拠点として、

避難指示解除以前に一時居住の施設を望む高齢者や関係者の声が聞かれています。

　現時点では、避難指示解除準備区域であっても最低で 5 年間は夜間に滞在する事がで

きず、日帰りの一時帰宅だけが認められています。このような場所に、避難指示解除以

前に高齢者が短期滞在、ショートステイできる施設を早急に整備し、将来的には、これ

を恒久的な居住が可能とする施設にしたいと考えます。避難指示解除準備区域内に、一

時居住ができる高齢者の帰還準備施設の立地を可能にする特例が認められればこれらを

実現することができます。

　このような対応により、浪江町のまちなかに短期滞在型の仮の町の建設が早急に開始

できる様に制度を整えるとともに、このような施設を公的支援のもとで整備することを

提案します。

具体的な提案

６－１　避難指示解除準備地域における十分な帰還準備活動のための制度改革

６－２　避難指示解除後の円滑な帰還のために建設される復興公営住宅の柔軟な使用の

　　　　ための規制緩和

６－３　円滑な帰還準備のための先行的な復興公営住宅の建設

提言７　特に大きな精神的・心理的・肉体的な影響を受けている高齢者、子ども達に対

して、福祉制度の枠を超えた施策、例えば、放射線の影響のない安全な場所に短期居住

が可能な健康増進施設の設置制度を提案します。

　原発被災地ではふるさとでの居住が制限され、長期にわたる分散居住が強いられてい
ます。このことで、高齢者や学童・生徒に対する健康、精神面での負担が極度に大きくなっ

ています。 例えば、ショートステイ・デイケアセンターと、ケア付きの高齢者施設・特

別養護老人ホーム等との中間的な施設を可能にして、温泉や緑豊かな自然の中、放射線

量の低い「故郷（ふるさと）の地」等で、短期間、ゆったり過ごす場を交代で利用でき

るようにするなどにより、精神的・肉体的なストレスの緩和に大いに役立つはずです。

　ふるさとを奪われた高齢者には、短期の滞在によりふるさとでの生活を思い出し、本

格帰還のための準備や先祖の墓参り、自宅の庭や住まいの手入れ、あるいは町や公共施設・

農地の環境の維持のために貢献したいと願っている人が少なくありません。このような

活動の拠点として短期滞在が可能な帰還準備・健康増進施設を低線量のふるさとの町に

準備できるよう、仕組みを整えることを提案します。

　上記のことは、児童・生徒にも同様で、短期の集団疎開学校を設け、低線量地域から

一時的に離れることは、児童・学童・生徒のあらゆる面での健康維持にとって極めて大

きな効果があります。これを可能にするため、 放射線量の全く心配のない地域の、利用

されてない学校施設を、受け入れ自治体・市民とともに活用し、 短期の集団移住 ( 疎開 )

支援制度を設けることを提案します。（特に浪江町の若年層は事故直後の情報開示の不徹

底により、ヨウ素による被爆を受けている恐れがあり､特にこのような施設が重要です。

具体的な提案

７－１　短中期滞在型健康増進高齢者施設の設置、及び制度化

７－２　短中期一括集団移転学校の設置支援、及び制度化

７－３　上記を含んだ長期広域避難者への包括的福祉事業の特例制度

提言８　安定した避難生活と円滑な避難者支援ための正副・二重住民登録制度の特例と

しての実現を提案します。

　浪江町民は避難先での長期にわたる生活を継続的安定的に続けなければなりません。
住民登録や納税は元の浪江町が行いながら行政サービスの多くを避難先の自治体に頼ら

ざるを得ません。全く想定していなかった事態に直面しています。このような状態では､

避難している町民が行政・公共サービスを十分に受けることができないばかりでなく､避

難先自治体にも様々な負担がかかり、このような状況を解決する手立てとして、正副二

重の住民登録を行って､これらの関係を整理することが必要です。

　このことの必要性は様々に指摘されていますが、具体像は見えてきません。国は地元

町村と避難民、受け入れ自治体と十分議論をしつつ､暫定的、時限的な特定として早急に

法制度整備を進めることを強く提案します。

具体的な提案

８－１　二重の住民登録制度により行政サービスの選択性を確保する支援制度

８－２　ふるさと納税のインセンティヴ制度

８－３　介護保険における住所特例制度的な仕組みの拡充

提言９　原発被災地の補償対象となった土地 ( 宅地・農地・山林 ) を、復興まちづくり・

地域再生に有効に活用できるよう、まちづくり会社や公的機関による買い上げ、あるい

は民事信託等で集約させる強制力のある制度の創設を提案します。

　原発被災地も避難指示解除準備区域が解除された後に、使用できる宅地の絶対量が不
足して、特に海岸に近い高台などで地価の上昇や乱開発が起こりかねません。これらを

未然に防止するために、土地を集約し公共的な目的のために有効に活用できる体制をと

ることが、強く求められます。

　また、避難指示解除準備区域での効果的な一括除染とその後の市街地復興のためには、

公的主体の元で土地を一括管理して、除染と基盤整備、市街地復興を統括的に進めるこ

とが望まれます。

　そのための、補償の対象となった全ての土地の個別の処分を制限し、まちづくり会社（あ

るいは、土地管理のための特定目的会社、土地公社）等に売却・信託することを義務づ

ける法制化をします。

具体的な提案

９－１　公的機関による被災地の土地集約のための特別措置法の制定

９－２　町による土地公社などの設立、あるいは受け皿となるまちづくり会社を共同出

　　　　資して設立する

９－３　町に対する賠償などを公的に活用するための受け皿の仕組みの整備

提言１０　浪江町協働復興まちづくり条例の制定を提案します。

　浪江町の長期にわたる復旧・復興まちづくりは行政任せでは達成できるものではなく
市民の政府としての浪江町の自治体を中核として､町民や様々な組織、民間企業さらには

NPO 等の非営利社会貢献法人などが連帯し､協働して進めてゆくことが求められていま

す。しかし現在の地方自治法や様々なまちづくりに関する法制度では、このような多様

な主体の役割をまちづくりに位置づけることが十分ではありません。

　町民や自治組織、NPO 法人、さらには企業や産業組織、まちづくり会社などを適切に

法及び条例上に位置づけ、地域の総力を復旧・復興に向けて最大限に発揮できるよう、

協働復興まちづくり条例を制定するよう､提言します。

　昨年 8 月に発表した 24 のプロジェクトを含め、協働復興まちづくりを実現するため
には、現在の法制度や支援の仕組みなどでは、全く不十分です。2万人を超える浪江民が、

住む場所と生活の基盤を奪われ、役場や公共機関と共に故郷の外に長期にわたり避難す

るという事態は全く想定されてもいないし、現在でもまだきちんとその意味が認識され

ていないのが現実です。2012 年 8 月に続き、本報告書で示しているような、生活と浪

江町民が故郷を再建するために最低限必要と考えるビジョンやプロジェクトを実現する

ために、国や県、そして浪江町が法制度、条例や支援の仕組みを整えることが肝要です。 

それらを取りまとめた 10 項目をここでは暫定的な案として提言いたします。関係機関

にはこれを参考に早急な実施に向けて検討をお願いいたします。

提言１　避難先自治体に避難者が安定して暮らすことのできる「町外コミュニティ」を

実現するために、多様な復興公営住宅建設を可能にする支援制度、特例処置を求めます。

　被災自治体が中通り地域などに復興公営住宅を整備するのは県営住宅として供給され
ることが現状で進められています。これに加え、より地域の実情に適合したきめの細か

い復興住宅の建設のためには、被災自治体自らが避難先で復興公営住宅を建設すること

が求められています。( あるいは、将来の住宅の移管も含めて、避難先自治体と協働で

の建設もあり得ます。) しかし、建設時の 8 分の１負担や、帰還後の長期的な維持管理

に関する課題も多くあります。これに対処するため、まちづくり会社や地元建設業、 都

市再生機構の参画などで事業代行することなど、推進・誘導する支援制度を設けること

が必要です。

　長期にわたる広域避難は多様な生活スタイル、広い意味での家族の在り方、暮らし方

の多様性が求められます。もともと、豊かな生活を享受していた沿岸部の避難住民は公

営住宅の枠にとらわれない居住条件と、この事態に家族や親しい人たちが支え合って暮

らす生活の姿を必要としています。このような多様な暮らしを可能とするように例えば、

職住、商業やサービス機能・公共施設が一体となった公営住宅や、複数の家族が一緒に

暮らす「コレクティブハウス型公営住宅」、3 世代居住・複数世帯の近接居住を復興公営

住宅の枠を超えて必要とされています。また、県内での低線量汚染を危惧する幼児を持っ

た親にとっては、県外の放射線量の全く心配のない地域に仮の町・町外コミュニティを

望んでいます。

　このように、長期にわたり広域に分散居住を余儀なくされている現状に対処するため、

特例処置、あるいは制度改正、そして多様な支援制度が緊急に必要とされており、これ

らを早急に整備することを提案します。

具体的な提案

１－１　公営住宅の行政域外建設の特例と支援制度の確立

１－２　多様な暮らし方を可能とする公営住宅計画・供給方法を自治体の判断に委ねる

　　　　抜本的な緩和処置

１－３　公営住宅をまちづくり会社などと共同建設・共同運営する仕組みの創設

- 36 -
Copyright©2013 なみえ復興塾、まちづくりNPO新町なみえ、早稲田大学都市・地域研究所＋都市計画佐藤滋研究室＋交通計画浅野光行研究室 All Rights Reserved.



提言２　当面使用し続けることになる仮設住宅団地を、周辺未利用地などの活用により、

抜本的な生活・居住環境の整備を早急に進めることを提案します。

　現在の仮設住宅用地で、継続的に利用できるものと、3 年程度の期限で返還するもの
を早急に区分して、長期に使用できる仮設住宅用地及びその周辺の未利用地を活用し、

復興公営住宅、高齢者施設を立地させ、一体で循環型の土地利用をしながら住環境の整

備を実現することが必要です。

　同時に、性能の良い継続使用の可能な仮設住宅は、設備の改善、増築、間取りの格調・

改善を早急に進めることが必要です。

　こうして、一団地の復興公営住宅の建設と共に、帰還までの安定した居住を可能にす

る仮設団地拡充型町外コミュニティを整備するため、避難先自治体、浪江町、福島県等

が緊密な連携のもとで、仮設住宅自治会、地元の住民組織等と協力して、具体的で明確

な計画を早急に立案することを提案します。

具体的な提案

２－１　桑折仮設団地及びその周辺等、先進モデルケース整備の早期着手

２－２　浪江町は、桑折町と交わしたような協定を受け入れ自治体と取り交わし、おの

　　　　おのの仮設住宅団地と周辺整備に関する具体的な計画の立案

２－３　県と地元自治体、避難自治体が協議会をつくり､具体的な計画を立案し､事業化

　　　　すること

提言３　町外・町内コミュニティを統合する多様な移動サービスのための規制緩和と支

援制度の実現を提案します。

　日常生活に不可欠な買い物や通院、仮設住宅間の往来、今後の帰還等の移動について、
コミュニティの形成・維持に役立つ、生活支援型の移動サービスを、民間事業者や住民

主体で提供できるように、道路運送法の緩和と財政支援、及び帰還準備のためのバスや

乗合タクシー等への財政支援などの制度を整えることを提案します。

　避難先では、以前のような徒歩や家族の送迎による買い物や通院が困難となっていま

す。買い物を支援するバス等も運行されていますが、家族による送迎のような、担い手

もまた住民である生活支援型の移動サービスが必要です。このようなサービスにより、

生活支援を拡充し、避難住民の安心感、精神的なケアを実現し、コミュニティの形成・

維持に大きな役割が期待できます。また、今後見込まれる避難指示解除準備区域への一

時帰宅や本格帰還のための準備、墓参り等においても精神的なケアも含めた生活支援型

移動サービスが不可欠です。

　しかし現状では、住民参加による移動サービスであっても道路運送法などの規制が厳

しく、しかも財政的に実施継続が難しい状況にあります。

　このような事態を改善するため、住民参加の生活支援型移動サービスを登録して行う

ための要件を緩和し手続きを簡素化、もしくは登録等を不要とする規制緩和が必要です。

さらに、生活支援型移動サービスの車両の確保や運転者の確保、運営のために、財政的

な支援も重要です。また、帰還準備のために避難先と避難指示解除準備区域内を結ぶバ

スや乗合タクシーに対しても財政的な支援が必要になります。

具体的な提案

３－１　広域分散避難コミュニティのための移動の権利を守る包括支援策

３－２　道路運送法の緩和特例の実施

３－３　生活支援移動サービス事業の要件緩和

提言４　分散する仮設住宅や様々な施設をネットワークで繋ぐ情報システムを拡充する

ための支援制度を提案します。

　現在、浪江町では避難先の町民に情報端末を貸与し､行政サービスや市民活動に関する
様々なお知らせを逐次送信し常時それらに触れることができるようになっています。こ

のような最低限の情報サービスに加えて、住民からの様々な要望や疑問、情報交換の要

望などに対応し、双方向の情報のやりとりと集約・公開などを進めることが、分散居住

を強いられている住民にとって様々な活動交流の機会を得て生活の質を向上するために

欠かすことができません。また、見守りサービスを質高く維持し､移動サービスを円滑に

運営するためにも欠かすことができません。

　現在、「まちづくり NPO 新町なみえ」では、システムとコンテンツの検討を小規模な

社会実験により進め、システム開発を急いでいますが､これにあわせて、情報端末の広範

囲への貸与、無料のWi-Fi 拠点の整備などが必要です。

具体的な提案

４－１　情報端末の希望者への貸与制度および研修制度

４－２　仮設住宅団地内、及び復興拠点での無料Wi-Fi の設置

提言５　被災者と避難先自治体・市民が協働して復興拠点を整備する「協働復興街区」

のための特例措置を提案します。

　原発事故で避難を余儀なくされている被災者で、地域コミュニティや特定の商圏に依
存していた商業者の事業再開が極めて困難な事態にあります。しかし避難先での個別商

店の再開は、地元の商業秩序の混乱を招くなどの危惧があります。受け入れ地域と被災

地の商業者が協働して、ある特定の地域で共存する協働復興コミュニティを形成すると

ともに、復興公営住宅や福祉・介護施設、生活支援センターなどを集積させ、避難して

いる商業者や福祉事業者と､避難先の事業者や地権者が協働してコミュニティ復興の拠点

を形成することは､双方に大きなメリットがあります。

　特に、早期の商業の再開や福祉施設の整備、また高齢者が歩いて暮らせる町としてこ

のような拠点を整備することは、分散して暮らす避難者のコミュニティの拠点を形成す

るためにも、極めて重要です。

　しかし、通常の経済活動として自主的にこのような拠点を形成するためには多くの困

難があります。このような、「協働復興コミュニティ拠点」を迅速に、かつ円滑に進める

ための支援制度と特定措置を整備することを提案します。

具体的な提案

５－１　復興公営住宅と商業施設、公共施設などの合築を一括して支援する特例制度

５－２　協働復興コミュニティ拠点の整備のための長期にわたる強力な財政支援措置

５－３　グループ補助金制度を「協働復興コミュニティ拠点」形成に使用する特例

５－４　専門家が集中して支援できるような特段の専門家派遣制度

提言６　帰還の拠点としての「町内の仮の町」を実現のための支援制度、例えば一時居

住を可能にする法的対応を提案します。

　例えば浪江町の海沿いの北東に位置する台地は、放射能の空間線量が低く、気候も温
暖で高齢者の居住には優れた条件があります。ここに、浪江町の帰還のための拠点として、

避難指示解除以前に一時居住の施設を望む高齢者や関係者の声が聞かれています。

　現時点では、避難指示解除準備区域であっても最低で 5 年間は夜間に滞在する事がで

きず、日帰りの一時帰宅だけが認められています。このような場所に、避難指示解除以

前に高齢者が短期滞在、ショートステイできる施設を早急に整備し、将来的には、これ

を恒久的な居住が可能とする施設にしたいと考えます。避難指示解除準備区域内に、一

時居住ができる高齢者の帰還準備施設の立地を可能にする特例が認められればこれらを

実現することができます。

　このような対応により、浪江町のまちなかに短期滞在型の仮の町の建設が早急に開始

できる様に制度を整えるとともに、このような施設を公的支援のもとで整備することを

提案します。

具体的な提案

６－１　避難指示解除準備地域における十分な帰還準備活動のための制度改革

６－２　避難指示解除後の円滑な帰還のために建設される復興公営住宅の柔軟な使用の

　　　　ための規制緩和

６－３　円滑な帰還準備のための先行的な復興公営住宅の建設

提言７　特に大きな精神的・心理的・肉体的な影響を受けている高齢者、子ども達に対

して、福祉制度の枠を超えた施策、例えば、放射線の影響のない安全な場所に短期居住

が可能な健康増進施設の設置制度を提案します。

　原発被災地ではふるさとでの居住が制限され、長期にわたる分散居住が強いられてい
ます。このことで、高齢者や学童・生徒に対する健康、精神面での負担が極度に大きくなっ

ています。 例えば、ショートステイ・デイケアセンターと、ケア付きの高齢者施設・特

別養護老人ホーム等との中間的な施設を可能にして、温泉や緑豊かな自然の中、放射線

量の低い「故郷（ふるさと）の地」等で、短期間、ゆったり過ごす場を交代で利用でき

るようにするなどにより、精神的・肉体的なストレスの緩和に大いに役立つはずです。

　ふるさとを奪われた高齢者には、短期の滞在によりふるさとでの生活を思い出し、本

格帰還のための準備や先祖の墓参り、自宅の庭や住まいの手入れ、あるいは町や公共施設・

農地の環境の維持のために貢献したいと願っている人が少なくありません。このような

活動の拠点として短期滞在が可能な帰還準備・健康増進施設を低線量のふるさとの町に

準備できるよう、仕組みを整えることを提案します。

　上記のことは、児童・生徒にも同様で、短期の集団疎開学校を設け、低線量地域から

一時的に離れることは、児童・学童・生徒のあらゆる面での健康維持にとって極めて大

きな効果があります。これを可能にするため、 放射線量の全く心配のない地域の、利用

されてない学校施設を、受け入れ自治体・市民とともに活用し、 短期の集団移住 ( 疎開 )

支援制度を設けることを提案します。（特に浪江町の若年層は事故直後の情報開示の不徹

底により、ヨウ素による被爆を受けている恐れがあり､特にこのような施設が重要です。

具体的な提案

７－１　短中期滞在型健康増進高齢者施設の設置、及び制度化

７－２　短中期一括集団移転学校の設置支援、及び制度化

７－３　上記を含んだ長期広域避難者への包括的福祉事業の特例制度

提言８　安定した避難生活と円滑な避難者支援ための正副・二重住民登録制度の特例と

しての実現を提案します。

　浪江町民は避難先での長期にわたる生活を継続的安定的に続けなければなりません。
住民登録や納税は元の浪江町が行いながら行政サービスの多くを避難先の自治体に頼ら

ざるを得ません。全く想定していなかった事態に直面しています。このような状態では､

避難している町民が行政・公共サービスを十分に受けることができないばかりでなく､避

難先自治体にも様々な負担がかかり、このような状況を解決する手立てとして、正副二

重の住民登録を行って､これらの関係を整理することが必要です。

　このことの必要性は様々に指摘されていますが、具体像は見えてきません。国は地元

町村と避難民、受け入れ自治体と十分議論をしつつ､暫定的、時限的な特定として早急に

法制度整備を進めることを強く提案します。

具体的な提案

８－１　二重の住民登録制度により行政サービスの選択性を確保する支援制度

８－２　ふるさと納税のインセンティヴ制度

８－３　介護保険における住所特例制度的な仕組みの拡充

提言９　原発被災地の補償対象となった土地 ( 宅地・農地・山林 ) を、復興まちづくり・

地域再生に有効に活用できるよう、まちづくり会社や公的機関による買い上げ、あるい

は民事信託等で集約させる強制力のある制度の創設を提案します。

　原発被災地も避難指示解除準備区域が解除された後に、使用できる宅地の絶対量が不
足して、特に海岸に近い高台などで地価の上昇や乱開発が起こりかねません。これらを

未然に防止するために、土地を集約し公共的な目的のために有効に活用できる体制をと

ることが、強く求められます。

　また、避難指示解除準備区域での効果的な一括除染とその後の市街地復興のためには、

公的主体の元で土地を一括管理して、除染と基盤整備、市街地復興を統括的に進めるこ

とが望まれます。

　そのための、補償の対象となった全ての土地の個別の処分を制限し、まちづくり会社（あ

るいは、土地管理のための特定目的会社、土地公社）等に売却・信託することを義務づ

ける法制化をします。

具体的な提案

９－１　公的機関による被災地の土地集約のための特別措置法の制定

９－２　町による土地公社などの設立、あるいは受け皿となるまちづくり会社を共同出

　　　　資して設立する

９－３　町に対する賠償などを公的に活用するための受け皿の仕組みの整備

提言１０　浪江町協働復興まちづくり条例の制定を提案します。

　浪江町の長期にわたる復旧・復興まちづくりは行政任せでは達成できるものではなく
市民の政府としての浪江町の自治体を中核として､町民や様々な組織、民間企業さらには

NPO 等の非営利社会貢献法人などが連帯し､協働して進めてゆくことが求められていま

す。しかし現在の地方自治法や様々なまちづくりに関する法制度では、このような多様

な主体の役割をまちづくりに位置づけることが十分ではありません。

　町民や自治組織、NPO 法人、さらには企業や産業組織、まちづくり会社などを適切に

法及び条例上に位置づけ、地域の総力を復旧・復興に向けて最大限に発揮できるよう、

協働復興まちづくり条例を制定するよう､提言します。

　昨年 8 月に発表した 24 のプロジェクトを含め、協働復興まちづくりを実現するため
には、現在の法制度や支援の仕組みなどでは、全く不十分です。2万人を超える浪江民が、

住む場所と生活の基盤を奪われ、役場や公共機関と共に故郷の外に長期にわたり避難す

るという事態は全く想定されてもいないし、現在でもまだきちんとその意味が認識され

ていないのが現実です。2012 年 8 月に続き、本報告書で示しているような、生活と浪

江町民が故郷を再建するために最低限必要と考えるビジョンやプロジェクトを実現する

ために、国や県、そして浪江町が法制度、条例や支援の仕組みを整えることが肝要です。 

それらを取りまとめた 10 項目をここでは暫定的な案として提言いたします。関係機関

にはこれを参考に早急な実施に向けて検討をお願いいたします。

提言１　避難先自治体に避難者が安定して暮らすことのできる「町外コミュニティ」を

実現するために、多様な復興公営住宅建設を可能にする支援制度、特例処置を求めます。

　被災自治体が中通り地域などに復興公営住宅を整備するのは県営住宅として供給され
ることが現状で進められています。これに加え、より地域の実情に適合したきめの細か

い復興住宅の建設のためには、被災自治体自らが避難先で復興公営住宅を建設すること

が求められています。( あるいは、将来の住宅の移管も含めて、避難先自治体と協働で

の建設もあり得ます。) しかし、建設時の 8 分の１負担や、帰還後の長期的な維持管理

に関する課題も多くあります。これに対処するため、まちづくり会社や地元建設業、 都

市再生機構の参画などで事業代行することなど、推進・誘導する支援制度を設けること

が必要です。

　長期にわたる広域避難は多様な生活スタイル、広い意味での家族の在り方、暮らし方

の多様性が求められます。もともと、豊かな生活を享受していた沿岸部の避難住民は公

営住宅の枠にとらわれない居住条件と、この事態に家族や親しい人たちが支え合って暮

らす生活の姿を必要としています。このような多様な暮らしを可能とするように例えば、

職住、商業やサービス機能・公共施設が一体となった公営住宅や、複数の家族が一緒に

暮らす「コレクティブハウス型公営住宅」、3 世代居住・複数世帯の近接居住を復興公営

住宅の枠を超えて必要とされています。また、県内での低線量汚染を危惧する幼児を持っ

た親にとっては、県外の放射線量の全く心配のない地域に仮の町・町外コミュニティを

望んでいます。

　このように、長期にわたり広域に分散居住を余儀なくされている現状に対処するため、

特例処置、あるいは制度改正、そして多様な支援制度が緊急に必要とされており、これ

らを早急に整備することを提案します。

具体的な提案

１－１　公営住宅の行政域外建設の特例と支援制度の確立

１－２　多様な暮らし方を可能とする公営住宅計画・供給方法を自治体の判断に委ねる

　　　　抜本的な緩和処置

１－３　公営住宅をまちづくり会社などと共同建設・共同運営する仕組みの創設
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①ロールプレイ

2012年度 第一期　長期のシナリオとプロジェクトの検討

3月

①～③：なみえ復興塾の復興シナリオ検討WSのツール等
③旗さし

④模型やツールを用いた復興シナリオ検討WSの様子

●なみえ復興塾 第2回幹事会 4/14
◇浪江町復興ビジョン策定 4/19
●『原子力発電所事故災害からの地域再生試論』季刊まちづくり34号

●なみえ復興塾 第１回幹事会 3/3
◇復興検討委員会が町に浪江町復興ビジョン提言 3/27

●浪江町避難者ヒアリング調査 4/30-5/5
●なみえ復興塾 復興シナリオ検討 二本松WS 5/12

●なみえ復興塾 復興シナリオ検討WS
　二本松 5/12, 南相馬 6/9, 東雲 6/23
●なみえ復興塾 成果報告会 6/16

●『浪江町復興への道筋と24のプロジェクト』 8/16
●浪江町協働復興シンポジウム開催 8/18

◇復興検討委員会が町に浪江町復興計画提言
　 9/28

2012年3月から取組んできた原発被災地復興支援のプロセスは、他の震災復興支援から蓄積された「まちづくりデザイ
ンゲーム」を用いて、一つの被災自治体とそこからの避難住民、各受入れ自治体の状況を考慮し進められた。

②周辺環境の設定

ヒアリング調査に基づいて設定
した仮想の人を演じる為のツー
ル。仮想の人として客観的な意
見を話すうちに個人の想いが出
てくる。

地図に描かれた放射線量を考慮
しつつ実現させたい取組みが描
かれた旗を挿して意見を整理し
参加者全員で共有した。

4月 6月5月 ８月 ９月

①のロールプレイでは、模型や
パネルを使い被災後の重要な周
辺環境の変化（復興公営住宅の
完成など）を示し、参加者の発
言を促した。

なみえ復興塾を中心とした検討の流れ

24のプロジェクト

浪江町－復興への道筋と24のプロジェクト

なみえ復興塾

まちづくりNPO新町なみえ

協力：浪江町

早稲田大学都市・地域研究所＋都市計画佐藤滋研究室

2012年 8月16日
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会場では、模型と①～③のツールを使用して参加者に状況を説明して意見を取りまとめ今後の暮らしの場を中心としたコミュニ
ティの模型をCCDカメラを通して投影し議論した。原発被災地の復興シナリオを検討する際には、公式データやヒアリング調査
を基に、現状の放射線量（使用する地形模型に記載）、町のインフラや公共施設整備の目処、除染・復旧状況、開催地の避難者
の状況を反映した。①のロールプレイや③で整理した個々のプロジェクトをどこでどのように組み合わせて復興シナリオを実現
するのかを検討・共有した。この積重ねによって、一人一人が自分のシナリオを考え、他のシナリオと比較しながら議論するよ
うになり、第二期の検討に至っている。
凡例： ◇浪江町の動き、●なみえ復興塾、まちづくりNPO新町なみえ、早稲田大学都市・地域研究所等との協働の活動。『』著書。
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凡例：◇浪江町の動き、●早稲田大学都市地域研究所+佐藤滋研究室がまちづくりNPO新町なみえと浪江町との協働で実施した活動（協力：芝浦工業大学志村研究室）。『』著書。第二期　始動プロジェクトの具体化

◇浪江町復興計画第一次策定 10/12
●なみえ復興塾 第3回 10/7
●仮設住宅調査 10/13, 20-21

●なみえ復興塾・調査 11/3-5
　移動交通・町内・町外コミュニティWS
　多居住・分散型ネットワークコミュニティ全体会
　サポート拠点・仮設住宅避難者ヒアリング調査
●十日市にてなみえ復興塾報告会 11/23-24
　仮設住宅避難者ヒアリング・アンケート調査

10月 11月 2013年1月12月 2月 3月

●なみえ復興塾幹事会12/15-16
　事業実現に向けた事業スキーム検討

●『原発被災地浪江町はどのように復興できるか』季刊まちづくり37号
●杉内仮設にて事業実施検討会1/20-21
●法制度勉強会（黒田弁護士）1/29

◇浪江町と桑折町が災害公営住宅整備協定締結
●なみえ復興塾・浪江小WS2/8-14
　移動交通・町内・町外コミュニティWS
　将来暮らしたい夢のまちWS
　高齢者住宅・復興支援組織視察
●なみえ復興塾幹事会・浪江小WS2/22-23

●なみえ町復興への始動プロジェクト
 『浪江宣言』3/9
　①ヒアリング調査 ③アンケート調査

④模型やツールを用いた復興シナリオ検討WSの様子

②幹事会

岳下仮設住宅においてヒアリン
グ調査を実施し、その結果をも
とに、新ぐるりんこや町外コミ
ュニティでの提案を検討するた
めのWSを行った。

浪江町民の生活行動調査を主に
交通の視点から行った。現状の
移動手段や外出の機会、目的地
などを調査し、新ぐるりんこの
検討に活用した。

浪江宣言13・03

浪江宣言

協働復興まちづくりに向けた具体像と、実現へ向けた協働の仕組みの提案

なみえ復興塾

まちづくりNPO新町なみえ

協力：浪江町
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13・03

浪江町民全体のワークショップ
を行う前に、各職種のリーダー
に集まって頂き、具体的な事業
実現に向けた検討が行われた。

第二期では、新ぐるりんこ、町内の帰還拠点、まちなか型町外コミュニティ、郊外型町外コミュニティ、町内ニュータウン、の
五つのワークショップが並行に進められた。初期段階では、第一期でまとめられた内容を模型化し、これに対して、意見が交わ
された。その後、具体的な空間を実現していくための事業スキームについて検討が行われた。最終段階では、これらを踏まえ、
浪江町民の自由な発想で将来の空間像を描いてもらうワークショップが行われた。積み木や貼り絵などを用いることで、お互い
のイメージが形にされていった。第一期より、大人を中心に話し合いが進められて来たが、第二期では、浪江小学校でのWSを同
時に行うことで、町の将来を担っていく子どもたちとも将来像の検討を行うことが出来た。



復興公営住宅の建設も含め、それぞれの特性に応じた町外コミュニティの
基盤を整備し、避難生活の安定を図る

第一段階　復旧・復興にむけて起点事業を開始する(復旧始動期)
（２０１３年－２０１８年）

01. P.6

浪江町役場とその周辺を、除染活動や復旧作業・復興事業を統括する前線
基地として整備する

02. P.8

幾世橋小学校とその周辺を、復旧・復興事業に携わる人や、町民のための
宿泊施設、交流の場、一時帰宅センターとして整備・活用する

03. P.9

津波に耐えたマリンパークを美しい沿岸地域の象徴とし、除染・修復を行
い、ふるさと浪江への思いを紡ぐ場として活用を始める

04. P.10

山林と河川の放射能汚染を軽減し、あるいは平野や海に影響を及ぼさない
ための除染技術の開発・実装実験を行う

05. P.11

農地の維持と農業の技術を活かすために米作などを行い、再生エネルギー
活用と連携した事業を始める

06. P.12

海への美しい眺望を持つ大平山を、震災により失われた多くの人々の魂を
鎮める森として、町営墓地を含め整備する

07. P.13

大平山や幾世橋～北棚塩地区にかけての高台に眠る埋蔵文化財の発掘・保
全を進め、適地で遺跡公園などの整備を行う

08. P.14

　浪江の復興は息の長いプロセスを進むことになるが、その道筋を進むために今、なるべく早く取り
かかるべきことがある。先行きの見えない避難生活を送る中、ふるさと浪江への帰還を願う町民の、「希
望」を紡ぎ始めるプロジェクトの始動である。
　除染活動や帰還準備のためのセンターや、一時帰還の際に町民が利用できる短期滞在や交流の場を
整備し、ふるさと浪江との繋がりを徐々に回復する施設や仕組みを整えるさまざまな事業を始める。

Ⅱ 復興基盤形成期Ⅰ 復旧始動期 Ⅲ 定住環境整備期 Ⅳ 本格的な帰還を進める時期

浪江町復興への道筋と24のプロジェクトの想定

（2012年8月の報告書より）

- 42 -
Copyright©2013 なみえ復興塾、まちづくりNPO新町なみえ、早稲田大学都市・地域研究所＋都市計画佐藤滋研究室＋交通計画浅野光行研究室 All Rights Reserved.



1km0 2km 5km0.5kmN

除染活動や復旧作業・復興
事業を統括する前線基地02

宿泊施設・交流の場・
一時帰宅センター03

ふるさと浪江への思い
を紡ぐ沿岸地域の象徴04

鎮魂の森 (町営の墓地など )07

町外コミュニティの基盤整備01

避難先と協働して・連携して
・まちなか協働復興街区
・まちなか型町外コミュニティ
・郊外型町外コミュニティ
の建設を進める

新たな提案 埋蔵文化財の調査08
除染技術の開発・実装実験05

農地の除染・維持06

浪江町役場

幾世橋小学校

マリンパークなみえ

町外コミュニティ 地域全体で行うもの

「帰還のための前線基地・町内
仮の町建設の着手」
「新ぐるりんこの拠点」

新たな提案

介護老人保健施設
貴布祢

浪江町復興への道筋と24のプロジェクトの想定

（2012年8月の報告書より）
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農地と農業の継続の為に、農業法人を設立して、まとまった土地で農作物
を生産しながら、エネルギー自律都市を目指す

13. P.22
幾世橋～北棚塩の高台の南斜面に、早期帰還を望む高齢者等のために、多
様な居住様式の復興公営住宅等を建設する

14. P.23

　一時帰宅、短期滞在の活発化にあわせた本格的な復興に向けて、その基盤となる道路や住宅などの
整備を進める時期である。なるべく早く浪江に戻って過ごしたいと、多くの住民が願っている。その
実現のため、長期的な復興を展望し、それに耐えうるビジョンのもとで、美しい浪江の自然風土の回
復、道路や上下水道、安全な生活のための嵩上げ道路などの復興の基盤となる施設整備をする。
　あわせて、放射線の影響の心配の少ない沿岸地域を中心に、一時帰還、短期滞在・暫定居住のため
に、新しい構想に基づく住宅の建設を開始する。

第二段階　復興のための基盤を形成する（復興基盤形成期）
（２０１５年－２０２０年）

町外・町内コミュニティを長期の復興プロセスに耐えられるよう充実させ、
相互が連携する交通システム等を構築する

09. P.18

復旧事業や海上交通の物流拠点として、そして将来的な漁業再開のために
港湾を復旧し、さまざまな活用を可能にする

10. P.19

沿岸部で、地盤沈下により浸水している地域を海に戻し、干潟のある豊か
な自然を楽しむ場として整備する

11. P.20

沿岸部の南北幹線である254号線(新・浜街道)を自然豊かな嵩上げ道路
として整備し、山側の市街地や集落を守る

12. P.21 

国道6号線の全面復旧、中通りと沿岸部を結ぶ114号線の整備、常磐自動
車道の開通など、周辺地域との接続強化を図る

15. P.24

帰還を目指す町民・企業・農業者・町などが協力して、土地権利を一括し
て引き受けるまちづくり法人を立ち上げる

16. P.25

Ⅱ 復興基盤形成期Ⅰ 復旧始動期 Ⅲ 定住環境整備期 Ⅳ 本格的な帰還を進める時期

浪江町復興への道筋と24のプロジェクトの想定

（2012年8月の報告書より）
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浪江町復興への道筋と24のプロジェクトの想定

（2012年8月の報告書より）
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干潟のある豊かな
自然を楽しむ場

周辺地域との接続強化15

物流拠点・漁業再開
のための港湾復旧10

11

254 号線（新・浜街道）

6号線

114 号線

土地を管理するまちづくり法人立上げ16

地域全体で行うもの

自然豊かな
嵩上げ道路12

早期帰還のため
の復興公営住宅13農作物の利用14

デマンド交通などのシステム整備09

避難先と協働して・連携して
・まちなか協働復興街区
・まちなか型町外コミュニティ
・郊外型町外コミュニティ
の建設を進める

新たな提案

町外コミュニティ

帰還のための一時居住施設な
ども整備する拠点の建設

新たな提案
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第三段階　定住に向けて環境整備を進める時期（定住環境整備期）
（２０１８年－２０３０年）

　「滞在」ではなく「住む」こと、それが実現できてこそ、本格的なふるさと浪江の復興の幕開けである。
この時期には将来の本格的な町民の帰還に備え、復興公営住宅の建設をはじめとした定住環境の整備
を計画的・戦略的に進める。
　また、復興の要である農業再興、再生可能エネルギー施設整備などによる就業の場の創出など、定
住と帰還に向けた環境整備を本格的に進める。沿岸部では自然を楽しむレクリエーションのための施
設を充実させ、町民との絆を保ち続ける。

幾世橋～北棚塩の台地・南斜面に建設した復興住宅地を台地上及び小高
地区に拡張させる

豊かな環境を基盤に、再生可能エネルギー等の研究施設､産業施設を本格
的に沿岸部に立地させ、新しい産業での雇用を創出する

今も残る請戸川南側の防潮堤と河川堤防に町民参加で植樹を行い、自然
公園・海と連続性を保った「森の堤防」に再生する

17. P.28

18. P.29

19. P.30

P.31

沿岸部に、自然農法や海・干潟での生活を楽しむ簡易作業のための出小屋、
滞在施設を持つクラインガルテンを整備する

20.

Ⅱ 復興基盤形成期Ⅰ 復旧始動期 Ⅲ 定住環境整備期 Ⅳ 本格的な帰還を進める時期

浪江町復興への道筋と24のプロジェクトの想定

（2012年8月の報告書より）
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浪江町復興への道筋と24のプロジェクトの想定

（2012年8月の報告書より）

1km0 2km 5km0.5kmN

自然公園と一体の「森の堤防」17

復興住宅地の拡張18

再生可能エネルギー等に関する研究
施設・これらを活用する産業施設19

一時帰還やふるさとでの滞在を可
能にする施設や､高齢者住宅、復
興公営住宅など多様な住まいを
「町外仮の町」として整備する。

新たな提案

クラインガルテン20
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Ⅱ 復興基盤形成期Ⅰ 復旧始動期 Ⅲ 定住環境整備期 Ⅳ 本格的な帰還を進める時期

第四段階　条件の整った浪江町に本格的な帰還を進める時期
（２０２５年－２０５０年）

21.
賑わいの拠点、生活サービスの中心となる中心街の再生プロジェクトを、
まちづくり法人をプラットフォームにして計画的に進める

22.

P.34

常磐自動車道の東側地域を中心に、それぞれの地区の特性に合わせた復興
計画を作成、実行し、町全体のバランスの取れた再生を実現する

23.

P.35

新しい環境エネルギー産業や、地域の自然・文化を活かしたエコ・ツーリ
ズムなど、各種の新規産業を誘致・振興する

P.36 

24.
浪江町などの東日本大震災被災地を主催地に、オリンピックを開催する

P.37 

　これまでの持続的な取り組みが実って、浪江町への帰還が本格的に進むのがこの時期である。地域
全体に、かつての賑わいが徐々に戻りつつあるこの時期、希望溢れる未来に向かい、それぞれの地区
での復興まちづくりを推進する。浪江町を大震災と原発災害を克服した世界に誇れるまちに復興させ
るのである。帰還が本格化すれば、商業やサービス業も再開することができ、もとの中心商業地の新
町商店街や駅前地区の再生を目指したプロジェクトもまちづくり法人などを中核にして進めることが
できるようになる。

浪江町復興への道筋と24のプロジェクトの想定

（2012年8月の報告書より）
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浪江町復興への道筋と24のプロジェクトの想定

（2012年8月の報告書より）
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賑わいの拠点、生活サー
ビスの中心となる中心街21

次世代のシニア・エコタウン・モ
デル建設

新たな提案

オリンピックの開催24

地域全体で行うもの

新しい産業の誘致・振興23
地区の特性に合わせた復
興計画を地区ごとに作成22
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本報告書に記載されている内容は、「まちづくりNPO 新町なみえ」主催で開催された「なみえ
復興塾」におけるワークショップを経て、浪江町民の皆様の意見交換や提案をもとにとりまと
めたもので、2013 年 3 月に発行した「浪江宣言13・03　協働復興まちづくりに向けた具体像
と、実現へ向けた協働の仕組みの提案」に続くものです。この経緯は巻末にあるとおりです。

記載されているプロジェクトの実現可能性、技術的検討は未だ不十分であり、原発の収束状況
や除染進捗等に応じてさらなる検討が必要です。しかし、ここでは、現在の状況を踏まえたう
えで、浪江町復興への町民の思いをできる限り具体的なイメージとして描いたものです。

なみえ復興塾での模型を使ったワークショップや、プロジェクトのイメージについては、早稲
田大学都市・地域研究所＋佐藤滋研究室及び浅野光行研究室との協働で進めて参りました。こ
の長期的な被災地の復興を継続して成し遂げる為に、支援・協力する側の専門家を現場で育て
ることも重要です。学生や若手研究者が叱咤激励を頂きながら成長する貴重な学習の場となっ
ていることも、付記します。

また、これまでさまざまな地区において様々な提案がされており、それらを参考にさせていた
だいています。全ての先行提案等を、注記することはできていないかと思いますが、ここに記
して感謝の意を表します。

ここでの提案を今後の浪江町民の皆様の生活再建やコミュニティの復興に向けた検討や、浪江
町復興計画の策定などにおいて、参考にして頂ければ幸いです。
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2014年5月　浪江町復興まちづくり協議会　一同

　私たち浪江町民は、東日本大震災の地震・津波災害に加え、福島第1原子力発電所事故により､
考えてもみなかった悲惨な状況におかれています。中でも原子力発電所事故当初からの東京電力
と政府の対応に対しては憤りを禁じ得ません。事故とその後の町民を苦しめた対応に関して徹底
的な検証と、町民と町への正当な損害賠償、補償、そして苦痛に対する慰謝料などの支払いを求
めるものです。

　しかし、町外にバラバラに避難することを強いられている私たち浪江町民は、国や県による賠
償や復旧・復興事業を求めるだけではなく、浪江町行政と協働して、自ら復旧・復興のまちづく
りに取り組むことにより、このような人類の歴史上あり得ない災害を乗り越え、どこにも実現で
きていない歴史に残る素晴らしいまちづくり・地域づくりを目指さなければなりません。

　なみえ復興塾では2013年3月に、多くの町民の方々とのワークショップや議論を元に、「浪江
宣言13・03　協働復興まちづくりに向けた具体像と、実現へ向けた協働の仕組みの提案」を発
表し、今年度はこれを出発点にして、構想の実行を目的とした「浪江町復興まちづくり協議会」
を立ち上げました。

　2013年4月からは、浪江町と避難受け入れ地域の一つである二本松市の両市民が連携しての町
外コミュニティの検討に関する試みや、福島県全域を対象とした復興シンポジウム等の開催を通
じて、具体的な復興のあり方を検討してきました。これらの構想を広く町民の皆様に提言し、理
解をいただき、実行するため体制整備と具体的な動きを始めたいと考えています。

　今回発表する      「浪江宣言  14・05 福島 連携復興まちづくりと地域再生 」   はまさに、私
たち「浪江町復興まちづくり協議会」に結集した者達の決意であり、復興に取り組む宣言でもあ
ります。これらを元にして､国・県そして浪江町行政が推進する生活・産業基盤の復旧・復興と
連携し、避難先である二本松市や福島市をはじめとする自治体・市民・さまざまな組織とも連帯
して、私たち浪江町民や市民団体、NPO法人、福祉事業者や民間企業、産業団体などが協働し
て、復旧・復興まちづくりに取り組むことを宣言します。
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　被災以来3年が経過いたしました。この間、地域のコミュニティをこわされ避難を余
儀なくされた私達は、2次避難において各地のホテルやペンション等にお世話になり,現
在は主に桑折町、福島市、二本松市、本宮市、相馬市、南相馬市、川俣町、等の仮設住
宅や各地の借上げ住宅、さらには自宅を購入し暮らしております。

　私達は、被災から1年を経過した2012年3月、早稲田大学の佐藤滋教授と研究室の皆さ
んのご協力を頂き、故郷を考え、復興への道筋を、まだあらゆるものの道筋が見えない
中で考え、約半年間の検討の後の2013年8月16日、「浪江町―復興への道筋と24のプロ
ジェクト」にまとめ、発表致しました。これは、色々な条件が定まらない中、協働のま
ちづくりを探ったものとして多くの皆さんのご賛同をいただきました。

　私達は、この「浪江町－復興への道筋と24のプロジェクト」を具現化すべく次の段階
に取り掛かり、半年後の2013年3月9日、「浪江宣言」－協働復興まちづくりに向けた具
体像と、実現へ向けた協働の仕組みの提案―をまとめました。これは、私達の提唱して
いたコミュニティが分散を余儀なくされた時、いかにしてそれらを統合し、ネットワー
ク化を図りできるだけ「一つの浪江」という気持ちを維持し育む事が出来るかというこ
とを、浪江町で行なわれていた「ぐるりんこ」システムを導入して、浪江町民としての
アイデンティティを失わず帰還までの生活をより充実したものにしていくかを提案した
ものです。さらに「まちなか」でのコミュニティの在り方、郊外でのコミュニティの在
り方、さらにはそれらを作り上げ維持していく組織の在り方まで考察したものでした。

　ここで私達が明言したのは、浪江町への帰還までの長い期間私達が安心して暮らし、
浪江町の文化を伝え、浪江町でいた時と同じように普通に挨拶し、買い物をし、生きが
いを見いだせるものとしてコミュニティを考えていることです。私達は浪江町を捨てな
い。安心して帰れる状況が出来るまでの居場所が町外コミュニティです。



　仮設住宅も2年半が経過し、仮設住宅や借り上げ住宅から次の段階、すなわち復興公
営住宅の案が県、国から示されました。この案を見ますと、私達が考えていたコミュニ
ティと県、あるいは国が考えているコミュニティに相当の温度差がある事が解りました
。仮設住宅はあくまで仮設です。住んでいる人達には長期間の仮設避難生活による様々
な影響が出ております。今回の「浪江宣言」は、私達がこれ以上妥協できないギリギリ
の所での提案です。これらの提言には、各仮設に住んでいる多くの町民の方々の賛同の
署名も頂いております。
　ここにきて復興庁から、「産業復興に関する施策」が発表され、これまで私達が訴え
てきたものの一部が認められる（商業集積・商店街再生加速化パッケージ）ようになり
ましたが、まだまだ私達が直面している諸問題に対して応えているとは思えません。

　町外コミュニティに対して県、あるいは国から提示される案に対して私達が望むコミ
ュニティを求めていくには、私たち自身が自分達が望むコミュニティにしっかりとした
イメージを持っていなければなりません。
　ここにきて、それぞれに自らの人生を選択し、それぞれの土地に居を構える人達が増
えてきました。事態は一刻の猶予もないように思われます。今回の「浪江宣言」は、緊
急宣言です！

4



安定して継続的な生活を実現する
多様な町外コミュニティ形成のための８つの緊急要請 

　私たち浪江町民は福島第 1 原子力発電所事故以来、ふるさとを追われ、家族や地域社会
をバラバラにされて、今 3 年目の冬を被災地で過ごしております。この間、ふるさとへの
帰還を夢見て､過酷な仮設住宅や孤独な借り上げ住宅での生活を耐え、絆を保ちつつ今日
まできました。
　しかしこの時点になって明確になった現実は、ふるさとへの帰還は当面現実的ではなく、
避難先など、町外で生活を送らざるを得ないという事実です。
　長期にわたり、安定的な生活を継続的に送るためには、避難しているわれわれ町民が、
避難先の自治体行政や市民の皆さん、支援してくださるさまざまな団体の協力を得て、安
定して少しでもふるさとを守りながら生活する多様な地域での充実した「町外コミュニ
ティ」が是非とも必要です。これを実現するために私たちも努力を惜しみませんが、国、県、
市に対して以下の 8項目を喫緊に実現するように強く要請します。

県内避難先自治体との連携復興を実現するための具体的な連携協定の締結に
よる町外コミュニティの実現

仮設住宅団地を活用した安定的な町外コミュニティの建設

高齢化が進む被災者の実情に応じた多様な広い意味での復興公営住宅の建設

避難自治体と避難先自治体、両者の商工業者などが協働しての「まちなか型
町外コミュニティ」を形成するための支援

広域・長期避難住民が安定した生活を再建するための自律再建住宅建設のた
めの支援

広域に分散することを余儀なくされる町外コミュニティを結びつけ統合する
移動手段を整備するための支援

まちづくり会社や NPO、民間企業・福祉事業者の多様な復興住宅供給やま
ちづくりへの活用・支援

長期にわたる避難先自治体と、ふるさと浪江町の、二つの自治体の住民とし
て安定的な生活を送り､将来のふるさとへの帰還を可能とする制度の実現

要請１

要請２

要請３

要請４

要請５

要請６

要請７

要請８
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　　　　県内避難先自治体との連携復興を実現するための具体的な
　　　　連携協定の締結による町外コミュニティの実現

私たち町民は、県外を含め広域に分散避難を強いられていますが、避難先で受け入れ自治
体行政・市民・さまざまな団体の支援を受けて避難生活を送り､少しずつ生活を取り戻し
つつあります。多くの住民は､県内の避難先を基盤として安定的な生活を送ることを選択
肢と考え、それぞれの場を基盤に多様な「町外コミュニティ」を形成し、そこを中心に広
がりながらも安定した生活を送ることを望んでいます。そのためには、受け入れ自治体と
浪江町行政の強力な連携が必要であり、国・県の支援が必要です。多様な町外コミュニティ
を形成し、避難先での連携復興を実現するための強力な体制を緊急に立ち上げ、町外コミュ
ニティ整備計画を立案・実現することを強く要請します。そのためには､私たちは努力を
惜しみません。

（ご参考）
　すでに、桑折町、本宮市と浪江町は協定を結び、地元行政・市民の強力な支援のもとで、復興公営住宅な
ど計画が進んでいます。このようなことを前例として、二本松市、福島市、いわき市、南相馬市などとも早
急に協定を結ぶこと､国県に対しても、これらの協定の締結とその後の推進について支援を求めます。

　　　　仮設住宅団地を活用した安定的な町外コミュニティの建設

　条件が合致するいくつかの仮設住宅団地及びその隣接地の土地を、ここを中心に町外コ
ミュニティを実現するための基盤として、長期に公的な利用ができるように（長期の定期
借地契約、あるいは買い上げ）していただきたい。これらを、長期・安定的に使用して、
すでに育ちつつある仮設住宅団地でのコミュニティを充実させるために、仮設住宅を順次
本設復興公営住宅に建て替えし、被災者向け分譲住宅や、「要請３」で述べるような多様
な復興住宅を建設し、安定した町外コミュニティの形成に努めていただきたい。
　また、現在計画が進行中の県営の復興公営住宅も、条件の合致するものに関して同様な
町外コミュニティの核として育成することを進めていただきたい。

（ご参考）
　前日の協定に従い､桑折町では仮設住宅団地の隣接地に復興公営住宅や分譲住宅を建設する計画を推進し、
また本宮市でも仮設住宅住民の意向をふまえ公営住宅建設の計画を進めている。これらは町外コミュニティ
の前例であり､二本松市、福島市など、多くの町民が暮らす市・町においても、規模の大きな仮設住宅団地
を核にして、より充実した町外コミュニティを実現することが可能と考えます。

　　　　高齢化が進む被災者の実情に応じた
　　　　多様な広い意味での復興公営住宅の建設

　ふるさとを離れて長期に安定した生活を営むためには、これまでの公営住宅の様な均一
的な住宅では十分ではありません。家族と別れて生活しなければならない高齢者が集まっ
て生活したり､大家族が一緒に生活したり、ふるさとに近い環境での生活を実現するため
に、例えば以下のような公営住宅の建設を、県営公営住宅も含めて進めていただきたい。

［３-１］介護サービス付きの高齢者住宅等、多様な復興住宅の供給
　介護サービスを必要としている、あるいは、生活の支援を必要としている高齢者 ( 特に
後期高齢者 ) に対して、サービスつき、あるいは介護サービスが併設された公営の高齢者
住宅の整備を是非、早急に進めることを、要請します。
　上記の様な避難者は、通常の標準タイプの公営住宅では孤立してしまい、安心して生活
することができません。また、高齢者住宅が整備されなければ、病院への社会的入院がま
すます増えてしまいます。さらに、限られた数の復興公営住宅を家族で必要としている避
難者に有効に供給するためにも、高齢者が集まって安心して暮らせる介護サービス付き高
齢者住宅を、特に生活に便利な中心市街地近くに供給することを強く要望いたします。
　また、上記のような高齢者住宅を民間で整備、運営する際の、建設補助や運営補助に関
する特別な支援を要望します。

［３-２］ふるさとの暮らしを取り戻すための木造低層タイプの復興公営住宅の供給
　沿岸部の被災者は大家族で生活していた方々が多く、現在ではそれらの家族がバラバラ
に生活していて、早く一緒に住みたいと願っている方々が大勢います。これらの方々が一
緒にひとつの家庭として暮らせるような、十分の広さと間取りを備えた庭付き戸建て住宅、
テラスハウスなど、特に、もとの沿岸部での暮らしに少しでも近づける木造公営住宅の建
設を強く要望します。
　またこのような住宅は、被災者が帰還した後の払い下げなども可能な良質な住宅ストッ
クの形成につながり、将来の公的負担の軽減につながります。
（参考）これらは、すでに桑折町で計画されているほか､津波被災地においても多数建設さ
れ､被災者の人気の的になっています。

　　　　避難自治体と避難先自治体、両者の商工業者などが
　　　　協働しての「まちなか型町外コミュニティ」
　　　　を形成するための支援

　受け入れ自治体の中心市街地では、空き地や空き家等を活用した「中心活性化計画」な
どが進められています。これらに、浪江などの被災地の商工業者、福祉事業者などが参画
して協働して事業を興し、活力ある中心市街地を形成することは､両者にとって大きなメ
リットがあります。また、ここに､公的主体ばかりでなく、民間の事業者による借り上げ、
あるいは買い上げ公営住宅の建設を推進し､さらには、要請３で述べたような多様な復興
公営住宅を建設すれば、浪江町民にとって「まちなか型町外コミュニティ」とすることが
できます。
　さらにこれを中心に、既存の仮設住宅団地や、借り上げ仮設住宅などに避難者が集積す
るまちなかの商店街などと関連づけて、多様な復興公営住宅を立地させることにより、避
難者と受け入れ側の市民が協力してまちづくりを進める道が開かれます。

　　　　広域・長期避難住民が安定した生活を再建するための
　　　　自律再建住宅建設のための支援

　多くの避難住民は元々ふるさとで十分な敷地と質の高い住宅を所有して安定した生活を
営んできた。そして、帰還困難地域だけではなく、現在も立ち入りが制限されている地域
の避難住民の多くは、当面もとの町にまとまって帰還することは不可能と認識し、避難地
で安心して生活を営むことを望み、自ら住宅を建設し、取得することをはじめています。
　避難住民が安定した元の生活に近い暮らしを回復し、生活が営めるように、元の住宅と
同等の住宅の取得が避難地域で可能なように、国・県・町は以下のことを、早急に実施す
るように要請します。

［５-１］多くの避難住民が望んでいる避難先での住宅（特に、戸建て、あるいは庭付き
低層住宅）を自主再建ができるような支援
　避難先で以前と変わらない住環境を確保することができるような、財物賠償と、強制移
転（法的に強制されているか否かに関わらず、政府が基準とする年間１ミリシーベルト以
下の被爆という基準が満たされている場合においても、住民が帰還困難と考え自主避難し
ている場合は強制された移転とする。）に対する補償を十分に行い、（ふるさとにおける価
格ではなく、もとの住まいの質と同等のものが避難地で確保できるような代替地・代替住
宅の補償）これを確実に遂行できるような施策を実施すること。

［５-２］まちづくり会社や任意組織によるグループでの住宅の自主再建に対する特別支
援処置
　工場や商業、農漁業の再建のために、新たな事業を協同で行おうとする組合やグループ
に対する「グループ補助金制度」は、大きな支援となって様々な産業復興の梃子になって
いるが、純粋に住宅の自主再建を行おうとしたとき、個人の財産形成に直接補助ができな
いという原則によって、住宅の自主再建に対して十分な支援がなされていない。避難地域
で住宅の自主再建を目指す住民の中には、頼りになる友人やもとの近隣同士、親戚や家族、
あるいは共通の生活目標を有する家族に対し、まちづくり会社や専門家・行政などが組織
化の支援をすることによって、任意の組織（例えば、気心の知れた仲間）で住宅を自主再
建できるように、「( 仮称 ) 住宅自主再建グループ補助金制度」を早急に整備されたい。

［５-３］避難住民の宅地・住宅需要により受け入れ地域で地価の高騰を招かないような
土地利用の特別処置、及びそれを可能とする自治体への支援策
　避難先で住宅の自主再建を目指して、住宅や十分な宅地を確保しようとしても、急な需
要に対して宅地の供給量が少なく、かつ地価が大幅に上昇して自主再建が進まない状況に
ある。またこのことは、避難先住民にとっても新たな住宅の確保を困難にするなど、大き
な負担となっている。市街化区域隣接地での宅地化など、切迫した宅地供給の緩和をはか
るための土地利用規制の変更および、都市基盤整備の負担増大に対する受け入れ自治体へ
の交付金措置の大幅な増加など、緊急措置をとられたい。

　　　　広域に分散することを余儀なくされる町外コミュニティを
　　　　結びつけ統合する移動手段を整備するための支援

　現状では町外コミュニティは、県内に分散立地せざるを得ないと考えています。これら
を結びつけ、郊外の町外コミュニティの利便性を高めるためには、利用しやすい移動手段
や、情報の伝達手段が必要です。受け入れ自治体とも協力・連携して地元の市民と浪江の
避難住民が双方で利用できる「コミュニティバス」など、オンデマンドの移動手段の実現
を要請します。

（参考）これについては、独立行政法人 科学技術振興機構の支援を受けて、二本松市杉内仮設住宅において
オンデマンドバスの実装実験を進めています。また、浪江町では町の支援を受けて商工会がまちづくり会社
を設立して、全国の先進モデルとして注目され町民の足として活用されていたオンデマンドバス・タクシー
システム「ぐるりんこ」の運営実績があります。これらを基礎に、民間バス事業者、タクシー事業者などと
協力して「新ぐるりんこ」システムを立ち上げることは、高齢社会に対応した地域活性化施策としても重要
であり､現実的と考えます。

　　　　まちづくり会社やNPO、民間企業・福祉事業者の
　　　　多様な復興住宅供給やまちづくりへの活用・支援

　復興公営住宅や町外コミュニティの建設のためには、受け入れ自治体のまちづくりと
一体となった計画にもとづき、民間事業者やまちづくり会社などと協働することにより、
様々な可能性が生まれてきます。例えば、民間事業者やまちづくり会社が地元の地権者
と協働で建設する共同住宅を借り上げ復興公営住宅とすることや、福祉事業者の高齢者
介護サービス付き住宅建設を公的な支援をすることで、まちづくりと一体となった復興
が可能になります。また、このようなことで被災者の生活再建を早めるばかりではなく、
地元産業の振興と雇用の創出にも大きく貢献します。
　まちづくり会社や、志（こころざし）のある民間事業者（建設会社、福祉事業者、商
工業者）、NPO 法人などが、この連携復興まちづくりに参画し､多様な需要を吸い上げ、
地元雇用の場を創出することが可能になるように、制度的な支援を強く要請します。
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　　　　県内避難先自治体との連携復興を実現するための具体的な
　　　　連携協定の締結による町外コミュニティの実現

私たち町民は、県外を含め広域に分散避難を強いられていますが、避難先で受け入れ自治
体行政・市民・さまざまな団体の支援を受けて避難生活を送り､少しずつ生活を取り戻し
つつあります。多くの住民は､県内の避難先を基盤として安定的な生活を送ることを選択
肢と考え、それぞれの場を基盤に多様な「町外コミュニティ」を形成し、そこを中心に広
がりながらも安定した生活を送ることを望んでいます。そのためには、受け入れ自治体と
浪江町行政の強力な連携が必要であり、国・県の支援が必要です。多様な町外コミュニティ
を形成し、避難先での連携復興を実現するための強力な体制を緊急に立ち上げ、町外コミュ
ニティ整備計画を立案・実現することを強く要請します。そのためには､私たちは努力を
惜しみません。

（ご参考）
　すでに、桑折町、本宮市と浪江町は協定を結び、地元行政・市民の強力な支援のもとで、復興公営住宅な
ど計画が進んでいます。このようなことを前例として、二本松市、福島市、いわき市、南相馬市などとも早
急に協定を結ぶこと､国県に対しても、これらの協定の締結とその後の推進について支援を求めます。

　　　　仮設住宅団地を活用した安定的な町外コミュニティの建設

　条件が合致するいくつかの仮設住宅団地及びその隣接地の土地を、ここを中心に町外コ
ミュニティを実現するための基盤として、長期に公的な利用ができるように（長期の定期
借地契約、あるいは買い上げ）していただきたい。これらを、長期・安定的に使用して、
すでに育ちつつある仮設住宅団地でのコミュニティを充実させるために、仮設住宅を順次
本設復興公営住宅に建て替えし、被災者向け分譲住宅や、「要請３」で述べるような多様
な復興住宅を建設し、安定した町外コミュニティの形成に努めていただきたい。
　また、現在計画が進行中の県営の復興公営住宅も、条件の合致するものに関して同様な
町外コミュニティの核として育成することを進めていただきたい。

（ご参考）
　前日の協定に従い､桑折町では仮設住宅団地の隣接地に復興公営住宅や分譲住宅を建設する計画を推進し、
また本宮市でも仮設住宅住民の意向をふまえ公営住宅建設の計画を進めている。これらは町外コミュニティ
の前例であり､二本松市、福島市など、多くの町民が暮らす市・町においても、規模の大きな仮設住宅団地
を核にして、より充実した町外コミュニティを実現することが可能と考えます。

　　　　高齢化が進む被災者の実情に応じた
　　　　多様な広い意味での復興公営住宅の建設

　ふるさとを離れて長期に安定した生活を営むためには、これまでの公営住宅の様な均一
的な住宅では十分ではありません。家族と別れて生活しなければならない高齢者が集まっ
て生活したり､大家族が一緒に生活したり、ふるさとに近い環境での生活を実現するため
に、例えば以下のような公営住宅の建設を、県営公営住宅も含めて進めていただきたい。

［３-１］介護サービス付きの高齢者住宅等、多様な復興住宅の供給
　介護サービスを必要としている、あるいは、生活の支援を必要としている高齢者 ( 特に
後期高齢者 ) に対して、サービスつき、あるいは介護サービスが併設された公営の高齢者
住宅の整備を是非、早急に進めることを、要請します。
　上記の様な避難者は、通常の標準タイプの公営住宅では孤立してしまい、安心して生活
することができません。また、高齢者住宅が整備されなければ、病院への社会的入院がま
すます増えてしまいます。さらに、限られた数の復興公営住宅を家族で必要としている避
難者に有効に供給するためにも、高齢者が集まって安心して暮らせる介護サービス付き高
齢者住宅を、特に生活に便利な中心市街地近くに供給することを強く要望いたします。
　また、上記のような高齢者住宅を民間で整備、運営する際の、建設補助や運営補助に関
する特別な支援を要望します。

［３-２］ふるさとの暮らしを取り戻すための木造低層タイプの復興公営住宅の供給
　沿岸部の被災者は大家族で生活していた方々が多く、現在ではそれらの家族がバラバラ
に生活していて、早く一緒に住みたいと願っている方々が大勢います。これらの方々が一
緒にひとつの家庭として暮らせるような、十分の広さと間取りを備えた庭付き戸建て住宅、
テラスハウスなど、特に、もとの沿岸部での暮らしに少しでも近づける木造公営住宅の建
設を強く要望します。
　またこのような住宅は、被災者が帰還した後の払い下げなども可能な良質な住宅ストッ
クの形成につながり、将来の公的負担の軽減につながります。
（参考）これらは、すでに桑折町で計画されているほか､津波被災地においても多数建設さ
れ､被災者の人気の的になっています。

　　　　避難自治体と避難先自治体、両者の商工業者などが
　　　　協働しての「まちなか型町外コミュニティ」
　　　　を形成するための支援

　受け入れ自治体の中心市街地では、空き地や空き家等を活用した「中心活性化計画」な
どが進められています。これらに、浪江などの被災地の商工業者、福祉事業者などが参画
して協働して事業を興し、活力ある中心市街地を形成することは､両者にとって大きなメ
リットがあります。また、ここに､公的主体ばかりでなく、民間の事業者による借り上げ、
あるいは買い上げ公営住宅の建設を推進し､さらには、要請３で述べたような多様な復興
公営住宅を建設すれば、浪江町民にとって「まちなか型町外コミュニティ」とすることが
できます。
　さらにこれを中心に、既存の仮設住宅団地や、借り上げ仮設住宅などに避難者が集積す
るまちなかの商店街などと関連づけて、多様な復興公営住宅を立地させることにより、避
難者と受け入れ側の市民が協力してまちづくりを進める道が開かれます。

　　　　広域・長期避難住民が安定した生活を再建するための
　　　　自律再建住宅建設のための支援

　多くの避難住民は元々ふるさとで十分な敷地と質の高い住宅を所有して安定した生活を
営んできた。そして、帰還困難地域だけではなく、現在も立ち入りが制限されている地域
の避難住民の多くは、当面もとの町にまとまって帰還することは不可能と認識し、避難地
で安心して生活を営むことを望み、自ら住宅を建設し、取得することをはじめています。
　避難住民が安定した元の生活に近い暮らしを回復し、生活が営めるように、元の住宅と
同等の住宅の取得が避難地域で可能なように、国・県・町は以下のことを、早急に実施す
るように要請します。

［５-１］多くの避難住民が望んでいる避難先での住宅（特に、戸建て、あるいは庭付き
低層住宅）を自主再建ができるような支援
　避難先で以前と変わらない住環境を確保することができるような、財物賠償と、強制移
転（法的に強制されているか否かに関わらず、政府が基準とする年間１ミリシーベルト以
下の被爆という基準が満たされている場合においても、住民が帰還困難と考え自主避難し
ている場合は強制された移転とする。）に対する補償を十分に行い、（ふるさとにおける価
格ではなく、もとの住まいの質と同等のものが避難地で確保できるような代替地・代替住
宅の補償）これを確実に遂行できるような施策を実施すること。

［５-２］まちづくり会社や任意組織によるグループでの住宅の自主再建に対する特別支
援処置
　工場や商業、農漁業の再建のために、新たな事業を協同で行おうとする組合やグループ
に対する「グループ補助金制度」は、大きな支援となって様々な産業復興の梃子になって
いるが、純粋に住宅の自主再建を行おうとしたとき、個人の財産形成に直接補助ができな
いという原則によって、住宅の自主再建に対して十分な支援がなされていない。避難地域
で住宅の自主再建を目指す住民の中には、頼りになる友人やもとの近隣同士、親戚や家族、
あるいは共通の生活目標を有する家族に対し、まちづくり会社や専門家・行政などが組織
化の支援をすることによって、任意の組織（例えば、気心の知れた仲間）で住宅を自主再
建できるように、「( 仮称 ) 住宅自主再建グループ補助金制度」を早急に整備されたい。

［５-３］避難住民の宅地・住宅需要により受け入れ地域で地価の高騰を招かないような
土地利用の特別処置、及びそれを可能とする自治体への支援策
　避難先で住宅の自主再建を目指して、住宅や十分な宅地を確保しようとしても、急な需
要に対して宅地の供給量が少なく、かつ地価が大幅に上昇して自主再建が進まない状況に
ある。またこのことは、避難先住民にとっても新たな住宅の確保を困難にするなど、大き
な負担となっている。市街化区域隣接地での宅地化など、切迫した宅地供給の緩和をはか
るための土地利用規制の変更および、都市基盤整備の負担増大に対する受け入れ自治体へ
の交付金措置の大幅な増加など、緊急措置をとられたい。

　　　　広域に分散することを余儀なくされる町外コミュニティを
　　　　結びつけ統合する移動手段を整備するための支援

　現状では町外コミュニティは、県内に分散立地せざるを得ないと考えています。これら
を結びつけ、郊外の町外コミュニティの利便性を高めるためには、利用しやすい移動手段
や、情報の伝達手段が必要です。受け入れ自治体とも協力・連携して地元の市民と浪江の
避難住民が双方で利用できる「コミュニティバス」など、オンデマンドの移動手段の実現
を要請します。

（参考）これについては、独立行政法人 科学技術振興機構の支援を受けて、二本松市杉内仮設住宅において
オンデマンドバスの実装実験を進めています。また、浪江町では町の支援を受けて商工会がまちづくり会社
を設立して、全国の先進モデルとして注目され町民の足として活用されていたオンデマンドバス・タクシー
システム「ぐるりんこ」の運営実績があります。これらを基礎に、民間バス事業者、タクシー事業者などと
協力して「新ぐるりんこ」システムを立ち上げることは、高齢社会に対応した地域活性化施策としても重要
であり､現実的と考えます。

　　　　まちづくり会社やNPO、民間企業・福祉事業者の
　　　　多様な復興住宅供給やまちづくりへの活用・支援

　復興公営住宅や町外コミュニティの建設のためには、受け入れ自治体のまちづくりと
一体となった計画にもとづき、民間事業者やまちづくり会社などと協働することにより、
様々な可能性が生まれてきます。例えば、民間事業者やまちづくり会社が地元の地権者
と協働で建設する共同住宅を借り上げ復興公営住宅とすることや、福祉事業者の高齢者
介護サービス付き住宅建設を公的な支援をすることで、まちづくりと一体となった復興
が可能になります。また、このようなことで被災者の生活再建を早めるばかりではなく、
地元産業の振興と雇用の創出にも大きく貢献します。
　まちづくり会社や、志（こころざし）のある民間事業者（建設会社、福祉事業者、商
工業者）、NPO 法人などが、この連携復興まちづくりに参画し､多様な需要を吸い上げ、
地元雇用の場を創出することが可能になるように、制度的な支援を強く要請します。
 

要請３
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　　　　県内避難先自治体との連携復興を実現するための具体的な
　　　　連携協定の締結による町外コミュニティの実現

私たち町民は、県外を含め広域に分散避難を強いられていますが、避難先で受け入れ自治
体行政・市民・さまざまな団体の支援を受けて避難生活を送り､少しずつ生活を取り戻し
つつあります。多くの住民は､県内の避難先を基盤として安定的な生活を送ることを選択
肢と考え、それぞれの場を基盤に多様な「町外コミュニティ」を形成し、そこを中心に広
がりながらも安定した生活を送ることを望んでいます。そのためには、受け入れ自治体と
浪江町行政の強力な連携が必要であり、国・県の支援が必要です。多様な町外コミュニティ
を形成し、避難先での連携復興を実現するための強力な体制を緊急に立ち上げ、町外コミュ
ニティ整備計画を立案・実現することを強く要請します。そのためには､私たちは努力を
惜しみません。

（ご参考）
　すでに、桑折町、本宮市と浪江町は協定を結び、地元行政・市民の強力な支援のもとで、復興公営住宅な
ど計画が進んでいます。このようなことを前例として、二本松市、福島市、いわき市、南相馬市などとも早
急に協定を結ぶこと､国県に対しても、これらの協定の締結とその後の推進について支援を求めます。

　　　　仮設住宅団地を活用した安定的な町外コミュニティの建設

　条件が合致するいくつかの仮設住宅団地及びその隣接地の土地を、ここを中心に町外コ
ミュニティを実現するための基盤として、長期に公的な利用ができるように（長期の定期
借地契約、あるいは買い上げ）していただきたい。これらを、長期・安定的に使用して、
すでに育ちつつある仮設住宅団地でのコミュニティを充実させるために、仮設住宅を順次
本設復興公営住宅に建て替えし、被災者向け分譲住宅や、「要請３」で述べるような多様
な復興住宅を建設し、安定した町外コミュニティの形成に努めていただきたい。
　また、現在計画が進行中の県営の復興公営住宅も、条件の合致するものに関して同様な
町外コミュニティの核として育成することを進めていただきたい。

（ご参考）
　前日の協定に従い､桑折町では仮設住宅団地の隣接地に復興公営住宅や分譲住宅を建設する計画を推進し、
また本宮市でも仮設住宅住民の意向をふまえ公営住宅建設の計画を進めている。これらは町外コミュニティ
の前例であり､二本松市、福島市など、多くの町民が暮らす市・町においても、規模の大きな仮設住宅団地
を核にして、より充実した町外コミュニティを実現することが可能と考えます。

　　　　高齢化が進む被災者の実情に応じた
　　　　多様な広い意味での復興公営住宅の建設

　ふるさとを離れて長期に安定した生活を営むためには、これまでの公営住宅の様な均一
的な住宅では十分ではありません。家族と別れて生活しなければならない高齢者が集まっ
て生活したり､大家族が一緒に生活したり、ふるさとに近い環境での生活を実現するため
に、例えば以下のような公営住宅の建設を、県営公営住宅も含めて進めていただきたい。

［３-１］介護サービス付きの高齢者住宅等、多様な復興住宅の供給
　介護サービスを必要としている、あるいは、生活の支援を必要としている高齢者 ( 特に
後期高齢者 ) に対して、サービスつき、あるいは介護サービスが併設された公営の高齢者
住宅の整備を是非、早急に進めることを、要請します。
　上記の様な避難者は、通常の標準タイプの公営住宅では孤立してしまい、安心して生活
することができません。また、高齢者住宅が整備されなければ、病院への社会的入院がま
すます増えてしまいます。さらに、限られた数の復興公営住宅を家族で必要としている避
難者に有効に供給するためにも、高齢者が集まって安心して暮らせる介護サービス付き高
齢者住宅を、特に生活に便利な中心市街地近くに供給することを強く要望いたします。
　また、上記のような高齢者住宅を民間で整備、運営する際の、建設補助や運営補助に関
する特別な支援を要望します。

［３-２］ふるさとの暮らしを取り戻すための木造低層タイプの復興公営住宅の供給
　沿岸部の被災者は大家族で生活していた方々が多く、現在ではそれらの家族がバラバラ
に生活していて、早く一緒に住みたいと願っている方々が大勢います。これらの方々が一
緒にひとつの家庭として暮らせるような、十分の広さと間取りを備えた庭付き戸建て住宅、
テラスハウスなど、特に、もとの沿岸部での暮らしに少しでも近づける木造公営住宅の建
設を強く要望します。
　またこのような住宅は、被災者が帰還した後の払い下げなども可能な良質な住宅ストッ
クの形成につながり、将来の公的負担の軽減につながります。
（参考）これらは、すでに桑折町で計画されているほか､津波被災地においても多数建設さ
れ､被災者の人気の的になっています。

　　　　避難自治体と避難先自治体、両者の商工業者などが
　　　　協働しての「まちなか型町外コミュニティ」
　　　　を形成するための支援

　受け入れ自治体の中心市街地では、空き地や空き家等を活用した「中心活性化計画」な
どが進められています。これらに、浪江などの被災地の商工業者、福祉事業者などが参画
して協働して事業を興し、活力ある中心市街地を形成することは､両者にとって大きなメ
リットがあります。また、ここに､公的主体ばかりでなく、民間の事業者による借り上げ、
あるいは買い上げ公営住宅の建設を推進し､さらには、要請３で述べたような多様な復興
公営住宅を建設すれば、浪江町民にとって「まちなか型町外コミュニティ」とすることが
できます。
　さらにこれを中心に、既存の仮設住宅団地や、借り上げ仮設住宅などに避難者が集積す
るまちなかの商店街などと関連づけて、多様な復興公営住宅を立地させることにより、避
難者と受け入れ側の市民が協力してまちづくりを進める道が開かれます。

　　　　広域・長期避難住民が安定した生活を再建するための
　　　　自律再建住宅建設のための支援

　多くの避難住民は元々ふるさとで十分な敷地と質の高い住宅を所有して安定した生活を
営んできた。そして、帰還困難地域だけではなく、現在も立ち入りが制限されている地域
の避難住民の多くは、当面もとの町にまとまって帰還することは不可能と認識し、避難地
で安心して生活を営むことを望み、自ら住宅を建設し、取得することをはじめています。
　避難住民が安定した元の生活に近い暮らしを回復し、生活が営めるように、元の住宅と
同等の住宅の取得が避難地域で可能なように、国・県・町は以下のことを、早急に実施す
るように要請します。

［５-１］多くの避難住民が望んでいる避難先での住宅（特に、戸建て、あるいは庭付き
低層住宅）を自主再建ができるような支援
　避難先で以前と変わらない住環境を確保することができるような、財物賠償と、強制移
転（法的に強制されているか否かに関わらず、政府が基準とする年間１ミリシーベルト以
下の被爆という基準が満たされている場合においても、住民が帰還困難と考え自主避難し
ている場合は強制された移転とする。）に対する補償を十分に行い、（ふるさとにおける価
格ではなく、もとの住まいの質と同等のものが避難地で確保できるような代替地・代替住
宅の補償）これを確実に遂行できるような施策を実施すること。

［５-２］まちづくり会社や任意組織によるグループでの住宅の自主再建に対する特別支
援処置
　工場や商業、農漁業の再建のために、新たな事業を協同で行おうとする組合やグループ
に対する「グループ補助金制度」は、大きな支援となって様々な産業復興の梃子になって
いるが、純粋に住宅の自主再建を行おうとしたとき、個人の財産形成に直接補助ができな
いという原則によって、住宅の自主再建に対して十分な支援がなされていない。避難地域
で住宅の自主再建を目指す住民の中には、頼りになる友人やもとの近隣同士、親戚や家族、
あるいは共通の生活目標を有する家族に対し、まちづくり会社や専門家・行政などが組織
化の支援をすることによって、任意の組織（例えば、気心の知れた仲間）で住宅を自主再
建できるように、「( 仮称 ) 住宅自主再建グループ補助金制度」を早急に整備されたい。

［５-３］避難住民の宅地・住宅需要により受け入れ地域で地価の高騰を招かないような
土地利用の特別処置、及びそれを可能とする自治体への支援策
　避難先で住宅の自主再建を目指して、住宅や十分な宅地を確保しようとしても、急な需
要に対して宅地の供給量が少なく、かつ地価が大幅に上昇して自主再建が進まない状況に
ある。またこのことは、避難先住民にとっても新たな住宅の確保を困難にするなど、大き
な負担となっている。市街化区域隣接地での宅地化など、切迫した宅地供給の緩和をはか
るための土地利用規制の変更および、都市基盤整備の負担増大に対する受け入れ自治体へ
の交付金措置の大幅な増加など、緊急措置をとられたい。

　　　　広域に分散することを余儀なくされる町外コミュニティを
　　　　結びつけ統合する移動手段を整備するための支援

　現状では町外コミュニティは、県内に分散立地せざるを得ないと考えています。これら
を結びつけ、郊外の町外コミュニティの利便性を高めるためには、利用しやすい移動手段
や、情報の伝達手段が必要です。受け入れ自治体とも協力・連携して地元の市民と浪江の
避難住民が双方で利用できる「コミュニティバス」など、オンデマンドの移動手段の実現
を要請します。

（参考）これについては、独立行政法人 科学技術振興機構の支援を受けて、二本松市杉内仮設住宅において
オンデマンドバスの実装実験を進めています。また、浪江町では町の支援を受けて商工会がまちづくり会社
を設立して、全国の先進モデルとして注目され町民の足として活用されていたオンデマンドバス・タクシー
システム「ぐるりんこ」の運営実績があります。これらを基礎に、民間バス事業者、タクシー事業者などと
協力して「新ぐるりんこ」システムを立ち上げることは、高齢社会に対応した地域活性化施策としても重要
であり､現実的と考えます。

　　　　まちづくり会社やNPO、民間企業・福祉事業者の
　　　　多様な復興住宅供給やまちづくりへの活用・支援

　復興公営住宅や町外コミュニティの建設のためには、受け入れ自治体のまちづくりと
一体となった計画にもとづき、民間事業者やまちづくり会社などと協働することにより、
様々な可能性が生まれてきます。例えば、民間事業者やまちづくり会社が地元の地権者
と協働で建設する共同住宅を借り上げ復興公営住宅とすることや、福祉事業者の高齢者
介護サービス付き住宅建設を公的な支援をすることで、まちづくりと一体となった復興
が可能になります。また、このようなことで被災者の生活再建を早めるばかりではなく、
地元産業の振興と雇用の創出にも大きく貢献します。
　まちづくり会社や、志（こころざし）のある民間事業者（建設会社、福祉事業者、商
工業者）、NPO 法人などが、この連携復興まちづくりに参画し､多様な需要を吸い上げ、
地元雇用の場を創出することが可能になるように、制度的な支援を強く要請します。
 

要請４

要請５
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　　　　県内避難先自治体との連携復興を実現するための具体的な
　　　　連携協定の締結による町外コミュニティの実現

私たち町民は、県外を含め広域に分散避難を強いられていますが、避難先で受け入れ自治
体行政・市民・さまざまな団体の支援を受けて避難生活を送り､少しずつ生活を取り戻し
つつあります。多くの住民は､県内の避難先を基盤として安定的な生活を送ることを選択
肢と考え、それぞれの場を基盤に多様な「町外コミュニティ」を形成し、そこを中心に広
がりながらも安定した生活を送ることを望んでいます。そのためには、受け入れ自治体と
浪江町行政の強力な連携が必要であり、国・県の支援が必要です。多様な町外コミュニティ
を形成し、避難先での連携復興を実現するための強力な体制を緊急に立ち上げ、町外コミュ
ニティ整備計画を立案・実現することを強く要請します。そのためには､私たちは努力を
惜しみません。

（ご参考）
　すでに、桑折町、本宮市と浪江町は協定を結び、地元行政・市民の強力な支援のもとで、復興公営住宅な
ど計画が進んでいます。このようなことを前例として、二本松市、福島市、いわき市、南相馬市などとも早
急に協定を結ぶこと､国県に対しても、これらの協定の締結とその後の推進について支援を求めます。

　　　　仮設住宅団地を活用した安定的な町外コミュニティの建設

　条件が合致するいくつかの仮設住宅団地及びその隣接地の土地を、ここを中心に町外コ
ミュニティを実現するための基盤として、長期に公的な利用ができるように（長期の定期
借地契約、あるいは買い上げ）していただきたい。これらを、長期・安定的に使用して、
すでに育ちつつある仮設住宅団地でのコミュニティを充実させるために、仮設住宅を順次
本設復興公営住宅に建て替えし、被災者向け分譲住宅や、「要請３」で述べるような多様
な復興住宅を建設し、安定した町外コミュニティの形成に努めていただきたい。
　また、現在計画が進行中の県営の復興公営住宅も、条件の合致するものに関して同様な
町外コミュニティの核として育成することを進めていただきたい。

（ご参考）
　前日の協定に従い､桑折町では仮設住宅団地の隣接地に復興公営住宅や分譲住宅を建設する計画を推進し、
また本宮市でも仮設住宅住民の意向をふまえ公営住宅建設の計画を進めている。これらは町外コミュニティ
の前例であり､二本松市、福島市など、多くの町民が暮らす市・町においても、規模の大きな仮設住宅団地
を核にして、より充実した町外コミュニティを実現することが可能と考えます。

　　　　高齢化が進む被災者の実情に応じた
　　　　多様な広い意味での復興公営住宅の建設

　ふるさとを離れて長期に安定した生活を営むためには、これまでの公営住宅の様な均一
的な住宅では十分ではありません。家族と別れて生活しなければならない高齢者が集まっ
て生活したり､大家族が一緒に生活したり、ふるさとに近い環境での生活を実現するため
に、例えば以下のような公営住宅の建設を、県営公営住宅も含めて進めていただきたい。

［３-１］介護サービス付きの高齢者住宅等、多様な復興住宅の供給
　介護サービスを必要としている、あるいは、生活の支援を必要としている高齢者 ( 特に
後期高齢者 ) に対して、サービスつき、あるいは介護サービスが併設された公営の高齢者
住宅の整備を是非、早急に進めることを、要請します。
　上記の様な避難者は、通常の標準タイプの公営住宅では孤立してしまい、安心して生活
することができません。また、高齢者住宅が整備されなければ、病院への社会的入院がま
すます増えてしまいます。さらに、限られた数の復興公営住宅を家族で必要としている避
難者に有効に供給するためにも、高齢者が集まって安心して暮らせる介護サービス付き高
齢者住宅を、特に生活に便利な中心市街地近くに供給することを強く要望いたします。
　また、上記のような高齢者住宅を民間で整備、運営する際の、建設補助や運営補助に関
する特別な支援を要望します。

［３-２］ふるさとの暮らしを取り戻すための木造低層タイプの復興公営住宅の供給
　沿岸部の被災者は大家族で生活していた方々が多く、現在ではそれらの家族がバラバラ
に生活していて、早く一緒に住みたいと願っている方々が大勢います。これらの方々が一
緒にひとつの家庭として暮らせるような、十分の広さと間取りを備えた庭付き戸建て住宅、
テラスハウスなど、特に、もとの沿岸部での暮らしに少しでも近づける木造公営住宅の建
設を強く要望します。
　またこのような住宅は、被災者が帰還した後の払い下げなども可能な良質な住宅ストッ
クの形成につながり、将来の公的負担の軽減につながります。
（参考）これらは、すでに桑折町で計画されているほか､津波被災地においても多数建設さ
れ､被災者の人気の的になっています。

　　　　避難自治体と避難先自治体、両者の商工業者などが
　　　　協働しての「まちなか型町外コミュニティ」
　　　　を形成するための支援

　受け入れ自治体の中心市街地では、空き地や空き家等を活用した「中心活性化計画」な
どが進められています。これらに、浪江などの被災地の商工業者、福祉事業者などが参画
して協働して事業を興し、活力ある中心市街地を形成することは､両者にとって大きなメ
リットがあります。また、ここに､公的主体ばかりでなく、民間の事業者による借り上げ、
あるいは買い上げ公営住宅の建設を推進し､さらには、要請３で述べたような多様な復興
公営住宅を建設すれば、浪江町民にとって「まちなか型町外コミュニティ」とすることが
できます。
　さらにこれを中心に、既存の仮設住宅団地や、借り上げ仮設住宅などに避難者が集積す
るまちなかの商店街などと関連づけて、多様な復興公営住宅を立地させることにより、避
難者と受け入れ側の市民が協力してまちづくりを進める道が開かれます。

　　　　広域・長期避難住民が安定した生活を再建するための
　　　　自律再建住宅建設のための支援

　多くの避難住民は元々ふるさとで十分な敷地と質の高い住宅を所有して安定した生活を
営んできた。そして、帰還困難地域だけではなく、現在も立ち入りが制限されている地域
の避難住民の多くは、当面もとの町にまとまって帰還することは不可能と認識し、避難地
で安心して生活を営むことを望み、自ら住宅を建設し、取得することをはじめています。
　避難住民が安定した元の生活に近い暮らしを回復し、生活が営めるように、元の住宅と
同等の住宅の取得が避難地域で可能なように、国・県・町は以下のことを、早急に実施す
るように要請します。

［５-１］多くの避難住民が望んでいる避難先での住宅（特に、戸建て、あるいは庭付き
低層住宅）を自主再建ができるような支援
　避難先で以前と変わらない住環境を確保することができるような、財物賠償と、強制移
転（法的に強制されているか否かに関わらず、政府が基準とする年間１ミリシーベルト以
下の被爆という基準が満たされている場合においても、住民が帰還困難と考え自主避難し
ている場合は強制された移転とする。）に対する補償を十分に行い、（ふるさとにおける価
格ではなく、もとの住まいの質と同等のものが避難地で確保できるような代替地・代替住
宅の補償）これを確実に遂行できるような施策を実施すること。

［５-２］まちづくり会社や任意組織によるグループでの住宅の自主再建に対する特別支
援処置
　工場や商業、農漁業の再建のために、新たな事業を協同で行おうとする組合やグループ
に対する「グループ補助金制度」は、大きな支援となって様々な産業復興の梃子になって
いるが、純粋に住宅の自主再建を行おうとしたとき、個人の財産形成に直接補助ができな
いという原則によって、住宅の自主再建に対して十分な支援がなされていない。避難地域
で住宅の自主再建を目指す住民の中には、頼りになる友人やもとの近隣同士、親戚や家族、
あるいは共通の生活目標を有する家族に対し、まちづくり会社や専門家・行政などが組織
化の支援をすることによって、任意の組織（例えば、気心の知れた仲間）で住宅を自主再
建できるように、「( 仮称 ) 住宅自主再建グループ補助金制度」を早急に整備されたい。

［５-３］避難住民の宅地・住宅需要により受け入れ地域で地価の高騰を招かないような
土地利用の特別処置、及びそれを可能とする自治体への支援策
　避難先で住宅の自主再建を目指して、住宅や十分な宅地を確保しようとしても、急な需
要に対して宅地の供給量が少なく、かつ地価が大幅に上昇して自主再建が進まない状況に
ある。またこのことは、避難先住民にとっても新たな住宅の確保を困難にするなど、大き
な負担となっている。市街化区域隣接地での宅地化など、切迫した宅地供給の緩和をはか
るための土地利用規制の変更および、都市基盤整備の負担増大に対する受け入れ自治体へ
の交付金措置の大幅な増加など、緊急措置をとられたい。

　　　　広域に分散することを余儀なくされる町外コミュニティを
　　　　結びつけ統合する移動手段を整備するための支援

　現状では町外コミュニティは、県内に分散立地せざるを得ないと考えています。これら
を結びつけ、郊外の町外コミュニティの利便性を高めるためには、利用しやすい移動手段
や、情報の伝達手段が必要です。受け入れ自治体とも協力・連携して地元の市民と浪江の
避難住民が双方で利用できる「コミュニティバス」など、オンデマンドの移動手段の実現
を要請します。

（参考）これについては、独立行政法人 科学技術振興機構の支援を受けて、二本松市杉内仮設住宅において
オンデマンドバスの実装実験を進めています。また、浪江町では町の支援を受けて商工会がまちづくり会社
を設立して、全国の先進モデルとして注目され町民の足として活用されていたオンデマンドバス・タクシー
システム「ぐるりんこ」の運営実績があります。これらを基礎に、民間バス事業者、タクシー事業者などと
協力して「新ぐるりんこ」システムを立ち上げることは、高齢社会に対応した地域活性化施策としても重要
であり､現実的と考えます。

　　　　まちづくり会社やNPO、民間企業・福祉事業者の
　　　　多様な復興住宅供給やまちづくりへの活用・支援

　復興公営住宅や町外コミュニティの建設のためには、受け入れ自治体のまちづくりと
一体となった計画にもとづき、民間事業者やまちづくり会社などと協働することにより、
様々な可能性が生まれてきます。例えば、民間事業者やまちづくり会社が地元の地権者
と協働で建設する共同住宅を借り上げ復興公営住宅とすることや、福祉事業者の高齢者
介護サービス付き住宅建設を公的な支援をすることで、まちづくりと一体となった復興
が可能になります。また、このようなことで被災者の生活再建を早めるばかりではなく、
地元産業の振興と雇用の創出にも大きく貢献します。
　まちづくり会社や、志（こころざし）のある民間事業者（建設会社、福祉事業者、商
工業者）、NPO 法人などが、この連携復興まちづくりに参画し､多様な需要を吸い上げ、
地元雇用の場を創出することが可能になるように、制度的な支援を強く要請します。
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　　　　県内避難先自治体との連携復興を実現するための具体的な
　　　　連携協定の締結による町外コミュニティの実現

私たち町民は、県外を含め広域に分散避難を強いられていますが、避難先で受け入れ自治
体行政・市民・さまざまな団体の支援を受けて避難生活を送り､少しずつ生活を取り戻し
つつあります。多くの住民は､県内の避難先を基盤として安定的な生活を送ることを選択
肢と考え、それぞれの場を基盤に多様な「町外コミュニティ」を形成し、そこを中心に広
がりながらも安定した生活を送ることを望んでいます。そのためには、受け入れ自治体と
浪江町行政の強力な連携が必要であり、国・県の支援が必要です。多様な町外コミュニティ
を形成し、避難先での連携復興を実現するための強力な体制を緊急に立ち上げ、町外コミュ
ニティ整備計画を立案・実現することを強く要請します。そのためには､私たちは努力を
惜しみません。

（ご参考）
　すでに、桑折町、本宮市と浪江町は協定を結び、地元行政・市民の強力な支援のもとで、復興公営住宅な
ど計画が進んでいます。このようなことを前例として、二本松市、福島市、いわき市、南相馬市などとも早
急に協定を結ぶこと､国県に対しても、これらの協定の締結とその後の推進について支援を求めます。

　　　　仮設住宅団地を活用した安定的な町外コミュニティの建設

　条件が合致するいくつかの仮設住宅団地及びその隣接地の土地を、ここを中心に町外コ
ミュニティを実現するための基盤として、長期に公的な利用ができるように（長期の定期
借地契約、あるいは買い上げ）していただきたい。これらを、長期・安定的に使用して、
すでに育ちつつある仮設住宅団地でのコミュニティを充実させるために、仮設住宅を順次
本設復興公営住宅に建て替えし、被災者向け分譲住宅や、「要請３」で述べるような多様
な復興住宅を建設し、安定した町外コミュニティの形成に努めていただきたい。
　また、現在計画が進行中の県営の復興公営住宅も、条件の合致するものに関して同様な
町外コミュニティの核として育成することを進めていただきたい。

（ご参考）
　前日の協定に従い､桑折町では仮設住宅団地の隣接地に復興公営住宅や分譲住宅を建設する計画を推進し、
また本宮市でも仮設住宅住民の意向をふまえ公営住宅建設の計画を進めている。これらは町外コミュニティ
の前例であり､二本松市、福島市など、多くの町民が暮らす市・町においても、規模の大きな仮設住宅団地
を核にして、より充実した町外コミュニティを実現することが可能と考えます。

　　　　高齢化が進む被災者の実情に応じた
　　　　多様な広い意味での復興公営住宅の建設

　ふるさとを離れて長期に安定した生活を営むためには、これまでの公営住宅の様な均一
的な住宅では十分ではありません。家族と別れて生活しなければならない高齢者が集まっ
て生活したり､大家族が一緒に生活したり、ふるさとに近い環境での生活を実現するため
に、例えば以下のような公営住宅の建設を、県営公営住宅も含めて進めていただきたい。

［３-１］介護サービス付きの高齢者住宅等、多様な復興住宅の供給
　介護サービスを必要としている、あるいは、生活の支援を必要としている高齢者 ( 特に
後期高齢者 ) に対して、サービスつき、あるいは介護サービスが併設された公営の高齢者
住宅の整備を是非、早急に進めることを、要請します。
　上記の様な避難者は、通常の標準タイプの公営住宅では孤立してしまい、安心して生活
することができません。また、高齢者住宅が整備されなければ、病院への社会的入院がま
すます増えてしまいます。さらに、限られた数の復興公営住宅を家族で必要としている避
難者に有効に供給するためにも、高齢者が集まって安心して暮らせる介護サービス付き高
齢者住宅を、特に生活に便利な中心市街地近くに供給することを強く要望いたします。
　また、上記のような高齢者住宅を民間で整備、運営する際の、建設補助や運営補助に関
する特別な支援を要望します。

［３-２］ふるさとの暮らしを取り戻すための木造低層タイプの復興公営住宅の供給
　沿岸部の被災者は大家族で生活していた方々が多く、現在ではそれらの家族がバラバラ
に生活していて、早く一緒に住みたいと願っている方々が大勢います。これらの方々が一
緒にひとつの家庭として暮らせるような、十分の広さと間取りを備えた庭付き戸建て住宅、
テラスハウスなど、特に、もとの沿岸部での暮らしに少しでも近づける木造公営住宅の建
設を強く要望します。
　またこのような住宅は、被災者が帰還した後の払い下げなども可能な良質な住宅ストッ
クの形成につながり、将来の公的負担の軽減につながります。
（参考）これらは、すでに桑折町で計画されているほか､津波被災地においても多数建設さ
れ､被災者の人気の的になっています。

　　　　避難自治体と避難先自治体、両者の商工業者などが
　　　　協働しての「まちなか型町外コミュニティ」
　　　　を形成するための支援

　受け入れ自治体の中心市街地では、空き地や空き家等を活用した「中心活性化計画」な
どが進められています。これらに、浪江などの被災地の商工業者、福祉事業者などが参画
して協働して事業を興し、活力ある中心市街地を形成することは､両者にとって大きなメ
リットがあります。また、ここに､公的主体ばかりでなく、民間の事業者による借り上げ、
あるいは買い上げ公営住宅の建設を推進し､さらには、要請３で述べたような多様な復興
公営住宅を建設すれば、浪江町民にとって「まちなか型町外コミュニティ」とすることが
できます。
　さらにこれを中心に、既存の仮設住宅団地や、借り上げ仮設住宅などに避難者が集積す
るまちなかの商店街などと関連づけて、多様な復興公営住宅を立地させることにより、避
難者と受け入れ側の市民が協力してまちづくりを進める道が開かれます。

　　　　広域・長期避難住民が安定した生活を再建するための
　　　　自律再建住宅建設のための支援

　多くの避難住民は元々ふるさとで十分な敷地と質の高い住宅を所有して安定した生活を
営んできた。そして、帰還困難地域だけではなく、現在も立ち入りが制限されている地域
の避難住民の多くは、当面もとの町にまとまって帰還することは不可能と認識し、避難地
で安心して生活を営むことを望み、自ら住宅を建設し、取得することをはじめています。
　避難住民が安定した元の生活に近い暮らしを回復し、生活が営めるように、元の住宅と
同等の住宅の取得が避難地域で可能なように、国・県・町は以下のことを、早急に実施す
るように要請します。

［５-１］多くの避難住民が望んでいる避難先での住宅（特に、戸建て、あるいは庭付き
低層住宅）を自主再建ができるような支援
　避難先で以前と変わらない住環境を確保することができるような、財物賠償と、強制移
転（法的に強制されているか否かに関わらず、政府が基準とする年間１ミリシーベルト以
下の被爆という基準が満たされている場合においても、住民が帰還困難と考え自主避難し
ている場合は強制された移転とする。）に対する補償を十分に行い、（ふるさとにおける価
格ではなく、もとの住まいの質と同等のものが避難地で確保できるような代替地・代替住
宅の補償）これを確実に遂行できるような施策を実施すること。

［５-２］まちづくり会社や任意組織によるグループでの住宅の自主再建に対する特別支
援処置
　工場や商業、農漁業の再建のために、新たな事業を協同で行おうとする組合やグループ
に対する「グループ補助金制度」は、大きな支援となって様々な産業復興の梃子になって
いるが、純粋に住宅の自主再建を行おうとしたとき、個人の財産形成に直接補助ができな
いという原則によって、住宅の自主再建に対して十分な支援がなされていない。避難地域
で住宅の自主再建を目指す住民の中には、頼りになる友人やもとの近隣同士、親戚や家族、
あるいは共通の生活目標を有する家族に対し、まちづくり会社や専門家・行政などが組織
化の支援をすることによって、任意の組織（例えば、気心の知れた仲間）で住宅を自主再
建できるように、「( 仮称 ) 住宅自主再建グループ補助金制度」を早急に整備されたい。

［５-３］避難住民の宅地・住宅需要により受け入れ地域で地価の高騰を招かないような
土地利用の特別処置、及びそれを可能とする自治体への支援策
　避難先で住宅の自主再建を目指して、住宅や十分な宅地を確保しようとしても、急な需
要に対して宅地の供給量が少なく、かつ地価が大幅に上昇して自主再建が進まない状況に
ある。またこのことは、避難先住民にとっても新たな住宅の確保を困難にするなど、大き
な負担となっている。市街化区域隣接地での宅地化など、切迫した宅地供給の緩和をはか
るための土地利用規制の変更および、都市基盤整備の負担増大に対する受け入れ自治体へ
の交付金措置の大幅な増加など、緊急措置をとられたい。

　　　　広域に分散することを余儀なくされる町外コミュニティを
　　　　結びつけ統合する移動手段を整備するための支援

　現状では町外コミュニティは、県内に分散立地せざるを得ないと考えています。これら
を結びつけ、郊外の町外コミュニティの利便性を高めるためには、利用しやすい移動手段
や、情報の伝達手段が必要です。受け入れ自治体とも協力・連携して地元の市民と浪江の
避難住民が双方で利用できる「コミュニティバス」など、オンデマンドの移動手段の実現
を要請します。

（参考）これについては、独立行政法人 科学技術振興機構の支援を受けて、二本松市杉内仮設住宅において
オンデマンドバスの実装実験を進めています。また、浪江町では町の支援を受けて商工会がまちづくり会社
を設立して、全国の先進モデルとして注目され町民の足として活用されていたオンデマンドバス・タクシー
システム「ぐるりんこ」の運営実績があります。これらを基礎に、民間バス事業者、タクシー事業者などと
協力して「新ぐるりんこ」システムを立ち上げることは、高齢社会に対応した地域活性化施策としても重要
であり､現実的と考えます。

　　　　まちづくり会社やNPO、民間企業・福祉事業者の
　　　　多様な復興住宅供給やまちづくりへの活用・支援

　復興公営住宅や町外コミュニティの建設のためには、受け入れ自治体のまちづくりと
一体となった計画にもとづき、民間事業者やまちづくり会社などと協働することにより、
様々な可能性が生まれてきます。例えば、民間事業者やまちづくり会社が地元の地権者
と協働で建設する共同住宅を借り上げ復興公営住宅とすることや、福祉事業者の高齢者
介護サービス付き住宅建設を公的な支援をすることで、まちづくりと一体となった復興
が可能になります。また、このようなことで被災者の生活再建を早めるばかりではなく、
地元産業の振興と雇用の創出にも大きく貢献します。
　まちづくり会社や、志（こころざし）のある民間事業者（建設会社、福祉事業者、商
工業者）、NPO 法人などが、この連携復興まちづくりに参画し､多様な需要を吸い上げ、
地元雇用の場を創出することが可能になるように、制度的な支援を強く要請します。
 

要請７

要請８
　　　　長期にわたる避難先自治体と、ふるさと浪江町の、　
　　　　二つの自治体の住民として安定的な生活を送り､
　　　　将来のふるさとへの帰還を可能とする制度の実現

　私たち浪江町民の多くは、ふるさとから追われましたが、避難先自治体で安定した生活
を当面の間過ごすこととしても、ふるさとを捨てることは決してありません。個人により
差はありますが､ふるさとを守り､いずれはふるさとへの帰還を強く望んでいます。
　一部の住民は、避難先での生活の安定のため住民登録を移す動きもありますが、今後、
土地建物の財物保障などがあっても、ふるさとへの帰還と住民としての権利・義務そして
文化を継承し、又避難先自治体で生活を安定させるために、現行の支援策に加えてに二重
住民票制度の創設を､強く要請します。

10



要請を実現する為の具体的な提案
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要請を実現するための具体的な提案の全体像

ネットワーク（包括的生活サポートシステム・統合型移動システム・人的交流と情報）

新ぐるりんこ
（移動）

福島県外

福島県内

 30 年後の浪江町内

町内ニュータウン
（原発事故収束を前提）

３

２

周辺市町村の
中心市街地

まちなか型 町外コミュニティ
（避難先の中心市街地）

借上仮設住宅

仮設住宅などのコミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した

町外コミュニティ
仮設住宅団地を活用した

町外コミュニティ

1 避難元・先のまちが協働しての「連携復興まちづくり」

6

木造低層タイプの
復興公営住宅5

介護サービス付きの
高齢者用復興住宅4

包括的福祉・生活
サポートセンター7

地域の歴史的な
資源を改修・活用

8

衰退した温泉施設を
福祉ケア施設へ転用
9
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集合住宅

商業施設公共スペース

多様な復興住宅・町外コミュニティ

まちづくり会社

市町村

企業

商業者

福祉
事業者

復興交付金
グループ補助金等

事業主体

NPO

公的支援

避難住民入居／施設利用

福島県 公営住宅として買上げ

施設運営

出店

運営

地元地権者

避難先住民施設利用

介護サービス付き住宅

福祉施設

建設 商工会出資

避難元・先の自治体市民、まちづくり会社やNPOなど
が協働しての「連携復興まちづくり」を支える体制

　被災者・被災自治体と、自らも被災者であ
りながら沿岸部からの被災者・被災自治体を
受け入れている側が､官民を超えた多側面で
協力し､連携して支え合うことで、様々な地
域の復興を果たそうとする「連携復興まちづ
くり」の取り組みが県内各地で始っています。
　復興公営住宅や町外コミュニティの建設の
ためには、受け入れ自治体のまちづくりと一
体となった計画にもとづき、民間事業者やま
ちづくり会社などと協働することにより、
様々な可能性が生まれてきます。

　まちづくり会社や、志のある民間事業者（建
設会社、福祉事業者、商工業者）、NPO 法人
などが、この連携復興まちづくりに参画し､
多様な需要を吸い上げ、地元雇用の場を創出
していくことは、避難元・先の両地域にとっ
て大きな利益となります。
　これを可能とする支援制度や、公的なサ
ポートのしくみを策定し、連携復興まちづく
りの体制を整えることで、避難者と受け入れ
側の市民がが協力して、被災地ふくしまの再
生に取り組む道が開かれます。

< 要請１・要請７に関する提案 >

1
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新ぐるりんこ／
ぐるりんこ広場

中庭を囲んで集う商店・住宅

介護サービス付き
高齢者住宅

こども園・体育館 みんなで集まって住む協働住宅

緑の散歩道
復興公営住宅

避難先まちなかのまちづくりと連動した
　　　　　　　「まちなか型町外コミュニティ」の整備

　受け入れ自治体の中心市街地では、空き地
や空き家等を活用した「中心市街地活性化計
画」などが進められています。これらに、浪
江などの被災地の商工業者、福祉事業者など
が参画し、協働して事業を興し、活力ある中
心市街地を形成することは､両者にとって大
きなメリットがあります。
　「まちなか型町外コミュニティ」はこうし
た避難先地域の既存のまちづくりと連動した
形で、町外コミュニティの整備を進めるため

の提案です。病院、学校、商店街や駅などが
集積したまちなかの遊休地等に、復興公営住
宅や公共機能を集積していくことで、高齢者
や子どもにも配慮した、質の高い住環境が形
成されます。
　公的主体ばかりでなく、民間の事業者によ
る借り上げ、あるいは買い上げ公営住宅の整
備を推進し､まちなかの居住希望者が安定し
て生活していける環境を整えていきます。

商 店 街

空き地

空き地
空店舗空店舗

借上仮設
住宅

借上仮設
住宅

借上仮設
住宅

借上仮設
住宅

パティオ

高齢者
住宅

介護施設復興公営
住宅

こども園
体育館

ぐるりんこ
広場

コーポラティブ
ハウス

商 店 街

緑の散歩道
借上仮設
住宅

借上仮設
住宅借上仮設

住宅

空店舗
利用

空店舗
利用

現状の中心市街地 まちなか型町外コミュニティ形成

< 要請４に関する提案 >

2
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ぐるりんこ広場

商店への転用

仮設住宅の増築

高齢者が安心して暮らせる
デイケアセンターとグループホーム

農地を囲った協働住宅

こども園／
子育て世帯向け集合住宅

仮設住宅の隣地に建つ復興公営住宅

自然豊かなとんぼ池

戸建て住宅

仮設住宅の増築
みんなで集まって住む
協働住宅

1.現状 仮設住宅 2.区画整理・住宅建設 3.公共拠点等整備

→ 将来的な地元行政・市民への払下も可能

仮設住宅団地を活用した安定的な町外コミュニティの建設

　事故から３年が経過し、仮設住宅団地の中
には自治会による自治がいきとどき、良質の
コミュニティが形成されているものが多くあ
ります。仮設住宅から復興公営住宅へ避難者
が再編される中で、避難現状の住民関係や住
み慣れた暮らしを重視し、現状の仮設住宅団
地を活用した安定的な町外コミュニティを形
成するための提案です。
　まず、条件が合致するいくつかの仮設住宅
団地、及びそこに隣接した土地を、ここを中
心に町外コミュニティを形成するための基盤
として、公的な利用ができるよう、県や国が

買い上げ（あるいは、長期の定期借地契約）
を行います。
　仮設住宅を順次本設復興公営住宅に建て替
え、被災者向け分譲住宅や、様々なタイプの
復興住宅を建設し、安定して居住できる町外
コミュニティの核とします。
　また、桑折町の計画のように、仮設住宅に
隣接して復興公営住宅や分譲宅地を整備する
ことで、現在仮設のある敷地を長期・安定的
に使用して、すでに育ちつつあるコミュニ
ティを充実させる形での、町外コミュニティ
整備をめざします。

< 要請２に関する提案 >

3
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介護サービス付きの高齢者用復興住宅の供給整備

　介護サービスを必要としている、あるいは、
生活の支援を必要としている高齢者（特に後
期高齢者）に対応した、ケアつき、あるいは
介護サービスが併設された高齢者向け復興公
営住宅を、特に生活に便利な中心市街地に近
接して整備する提案です。
　上記の様な避難者は、通常の標準タイプの
公営住宅では孤立してしまい、安心して暮ら
していくことはできません。また、現在は健

康で自立している高齢者の、今後の数十年を
見据えた住環境整備に取り組んでいく上で、
広く地域社会のストックとなりうる「サービ
ス付き高齢者復興公営住宅」を提案します。
　こうした住宅を整備することで高齢者の病
院への社会的入院を減らすことができ、さら
に、限られた数の公営住宅を家族で必要とし
ている避難者に対し、通常の復興公営住宅を
有効に供給することができます。

< 要請３に関する提案 >

4
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ふるさとの暮らしを取り戻す
　　　　　木造低層タイプの復興公営住宅の供給整備

　沿岸部の被災者は戸建て住宅に大家族で生
活していた方が多く、現在ではそれらの家族
がバラバラに生活していて、早く一緒に住み
たいと願っている避難者が多数います。
　これらの方々が一緒にひとつの家庭として
暮らせるような、庭付き戸建て型、テラスハ
ウス型の復興公営住宅の提案です。十分な広
さと間取りを備えた住宅を、沿岸部での暮ら
しに少しでも近づけるよう木造で建設し、家

族で復興住宅に入りたい避難者に対応した、
住環境を整備します。
　こうした公営住宅は被災者が帰還した後
も、払い下げなどが可能な良質な住宅ストッ
クとなり、将来の公的負担の軽減につながり
ます。
　これらは、すでに桑折町で計画されている
ほか､津波被災地においても多数建設され､被
災者の人気の的になってます。

< 要請３に関する提案 >

5
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http://www.nsci.or.jp/index.html）（浪江町商工会H.P.より

二本松中心市街地

二本松駅

安達駅

杉田住民センター（33戸）

浪江小学校

小澤工業団地

岳下住民センター（64戸）

郭内公園（100戸）
安達運動場（244戸）

大平農村広場（66戸）

建設技術学院跡（30戸）

杉田農村広場（64戸）
杉内多目的運動広場（234戸）

塩沢農村広場（98戸）

旧平石小学校（82戸）

永田農村広場（54戸）

杉田駅

二二二二二本松本松本松本松本松駅駅駅

共同農場

分散する仮設住宅と
市街地を結ぶ移動交通

な
生活サービス

かよし号 買い物や通院といった日常生活における外出をサポートする。

らい号

帰還支援

み 浪江町への一時帰宅といった浪江町民ならではの外出をサポートする。宿泊可
能な段階では町内で、なかよし号のような生活サービスを行う。

んじょい号

イベント

え 温泉や旅館、劇場などの娯楽施設への移動をサポートする。移動自体も楽しめ
るように移動中にもお茶会やカラオケなどを開催し、外出の楽しさを提供する。

広域に分散することを余儀なくされる町外コミュニティを
結びつけ統合する移動交通サービス「新ぐるりんこ」

　避難の現状からの再編を考えた時、町外コ
ミュニティは県内に分散立地せざるを得ない
状況です。これらを結びつけ、郊外の町外コ
ミュニティの利便性を高めるためには、利用
しやすい移動手段や、情報の伝達手段が必要
です。
　「新ぐるりんこ」は避難を受け入れている
自治体とも協力・連携して、地元市民と浪江

町などの避難住民が双方で利用できる「コ
ミュニティバス」などの、オンデマンドの移
動交通システムの提案です。
　買い物や通院といった日常生活のサポート
だけではなく、避難元の自宅と現在の居住地
の行き来といった帰還支援、旅行や観光と
いった娯楽・レクリエーション機能も備えた、
総合型の移動サービスとなります。

< 要請６に関する提案 >

6
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自治体を問わず、町外コミュニティの生活支援拠点となる
包括的福祉・生活サポートセンターの建設

サポートセンターのイメージ
複合施設
役場の出張所
福祉サービスの提供
サービス付き高齢者住宅など

→避難先地域の雇用創出

福祉及び行政サービスを受ける

既存の福祉施設

借上げ仮設住宅から
包括支援センターに移住

借上げ仮設住宅に永住する

包括支援センターで

包括
支援

既存の福祉施設と連携する

　各避難先の地域には、仮設住宅でまとまっ
て避難生活をされている方だけではなく、見
なし仮設住宅で孤立して生活している方や、
会津若松市における浪江町避難者の様に、地
域内の同じ自治体避難者が少数のために役場
の出張所が近くに整備されず、充分な行政
サービスが受けられない方が多くいます。
　このような状況において、避難先自治体で
医療・福祉などのケアや行政サービスが受け
られるコミュニティの拠点が必要です。包括
支援センターは、避難している複数の自治体

が連合して整備することで、全ての自治体市
民が利用可能となる、生活支援拠点の提案で
す。
　少数派の避難者も、漏れのないケアを受け
られる安定した町外コミュニティでの生活環
境が実現し、これらが核となり、情報システ
ムや交通システムで連携することによって、
ネットワークコミュニティは実現します。
　また、これにより被災者の生活再建を早め
るばかりではなく、地元産業の振興と雇用の
創出にも大きく貢献します。

< 要請４に関する提案 >

7

19



連携復興をきっかけに整備される文化拠点と地域の再生

　福島県内に多くのこっている、蔵や古民家といった歴史的な建物を、町
外コミュニティの整備を切っ掛けに改修し、活用していくための提案です。  
蔵の外装はそのままに、ミニホールや地域資料館、ゲストハウス、お店と
して利用されます。  文化施設、避難元・先の事業者が連携し共同の事業体
をつくって事業を行ないます。避難先のまちづくりの活動と連動し、復興
公営住宅などの整備と平行してまちの文化的な価値を創っていく提案で す。

震災で被害を受けた
　　　　避難受け入れ地域の歴史的な資源を改修・活用

< 要請７に関する提案 >

8
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二本松市内岳温泉で廃業した旅館

<http://n-seikei.jp/2011/03/post-2507.html>より引用<http://fukushima.e-hotel-yoyaku.com/>より引用

ホテル安達屋 松渓苑

温泉旅館転用の事例

福島各地の衰退した温泉旅館を
　　　　　　　　　高齢者のための福祉ケア施設へ転用

　原発事故で避難を強いられてる避難者の中
には、高齢のため生活や介護のサービスを必
要としている方も多数います。加えて、若い
世代や小さな子どもをもつ比較的若年の親世
代が県外に避難をしている場合も多く、福島
県内の高齢化率は高まっている状況です。
　町外コミュニティの整備と関連して、福島
各地の衰退した温泉街や旅館を、福祉施設と

して改修し、転用して利用していくことを提
案します。避難受け入れ地域の病院や福祉施
設、今後建設される多様な町外コミュニティ
と移動交通システムでつなぎ合わされ、連携
し、高齢者を支えていく基盤となります。
　また、温泉街の再活性化に伴い様々な雇用
が生まれ、避難を受け入れている地域の再生
にもつながります。

< 事例 >廃業した温泉旅館を高齢者専用賃貸住宅へと転用するプロジェクト。社会福祉法人「とやの福 祉会」が旅館 2 件の土地と建

物を取得し、運営を行う。高専賃 60 戸と定員 20 名の学童保育を併設する。国土交通省による「高齢者等居住安定化推進事業」の対象。

< 要請７に関する提案 >

9
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周辺市町村
福島県外

避難元地域
帰還前線拠点
浪江、広野など

ぐるりんこ広場

商店への転用

仮設住宅の増築

高齢者が安心して暮らせる
デイケアセンターとグループホーム

農地を囲った協働住宅

こども園／
子育て世帯向け集合住宅

仮設住宅の隣地に建つ復興公営住宅

自然豊かなとんぼ池

戸建て住宅

仮設住宅の増築
みんなで集まって住む
協働住宅

新ぐるりんこ／
ぐるりんこ広場

中庭を囲んで集う商店・住宅

介護サービス付き
高齢者住宅

こども園・体育館 みんなで集まって住む協働住宅

緑の散歩道
復興公営住宅

避難先地域のまちづくりと連動した
まちなか型町外コミュニティ整備

既存の仮設住宅団地を活用した
安定的な町外コミュニティ整備

仮設団地の復興住区への建替

避難先まちなかに整備する多様な復興住宅

町外コミュニティを結ぶ
移動交通・情報システム

仮設に隣接した復興住宅整備

基盤となる多様な町外コミュニティの整備とそれらの
統合による「ネットワーク・コミュニティ」の形成

< 提案を組合せることで出来上がるコミュニティのイメージ >

　原発事故の被災者は県外を含め広域に分散避難を強いられ、家族や地縁組織を含む、地域コミュ
ニティは散り散りとなっています。避難が長期化する中で、それぞれの場所を基盤とした多様な
「町外コミュニティ」を形成し、そこを中心に広がりながら安定した生活環境を築くことが求め
られています。
　「ネットワーク・コミュニティ」はそれぞれの場所に応じて、多様な形で形成される町外コミュ
ニティを、交通や情報のシステムでつなぎ合わせることでネットワークした、新しい形の共同体
の提案です。
　避難先地域のまちづくりと連動して整備される「まちなか型町外コミュニティ」や、原発事故
後から３年が経過し、仮設住宅で育まれている新たな自治組織や近隣関係を重視し、これを拡充
する形で形成される「仮設住宅団地を活用した町外コミュニティ」といった、様々なコミュニティ
が統合型移動交通サービスや情報のシステムで統合、ネットワークしていくことで形成されます。
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資料編資料編
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343

185

2347

338

105

270

会津若松市
会津美里町

南会津

会津

福島県外

6455

3026 2654

8977

4961098

福島第一原発事故による広域分散避難の実態
(避難者数 100 人以上の自治体のみ掲載 )

移転中の公共機能

主な役場機能

副次的な役場機能

仮設診療所

仮設教育施設
（2013年 11月　1日時点）

（2013年 11月　7日時点）

（2013年 10月 31日時点）

（2013年 11月　1日時点）

（2013年 11月　5日時点）

（2013年 11月　1日時点）

（2013年 11月　1日時点）

（2013年　9月　9日時点）

（2013年 10月 17日時点）

富岡町

避難自治体

浪江町

大熊町

双葉町

楢葉町

南相馬市

川内村

飯舘村

葛尾村

楢葉町以外：各自治体ウェブサイトに公開されている住民の避難状況を基に作成
楢葉町：役場提供資料を基に作成

<出典 >

避難者数（人）

10,000
5,000
1,000
500
100

　福島原発事故による広域分散避難の実態を示した
ものです。地図上で色が付いている自治体は事故に
より、避難を強いられいている主な地域です。色が
対応している各々の円が、各自治体市民の避難先と
人口を示しています。役場や教育機関、診療所といっ
た公共機能も、分散して移転しているのが現状です。
　 双葉町のようにまとまって埼玉県に避難した自治
体から、浪江町のように広域へのバラバラな避難と
なってしまった自治体まで、避難の実態は市町村ご
とに多様であることが分かります。
　そして、この避難の実態により、それぞれの避難
自治体が抱える個別の課題には差があり、必要とさ
れる施策も各々に異なるものとなります。これを理
解した上で、それぞれの自治体は連携して、こうし
た課題への対処を進めていく必要があります。
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3612

1695

2377

298

125

488

2463
1158

116

751

387

108

158

301

122
853

419

185

3055

5635

118

149

102

301

414

1249

377

137

557

416

102

760

1664

254

143

910

3911

194

227227

102

1484

571

709

1601

135

127

306

11535

3791
434

372

576

552

127

105

5733

山元町

亘理町七ヶ宿町高
畠
町

新地町

浪江町浪江町

双葉町双葉町

大熊町大熊町

富岡町富岡町

楢葉町楢葉町

広野町

小
野
町

飯舘村

葛尾村

川内村川内村

角田市
白石市

広野町

三春町

川俣町
飯舘村

葛尾村

田村市

相馬市

南相馬市南相馬市

桑折町

二本松市

郡山市
会津若松市

いわき市

福島市

伊達市

本宮市

大玉村

須賀川市

白河市

西郷村

いわき県南

県中

県北

相双

98

4445

405496

10km
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主な受け入れ自治体における避難実態の比較

桑折町

会津若松市二本松市

一対一型

本宮市

文

文

文

0 1 2km

二本松駅 文

文

0 1 2 3km

桑折駅

浪江町サポートセンター桑折
浪江町桑折出張所

1km0

本宮駅

本宮出張所

浪江町サポートセンター本宮

グループホーム虹の家
0 1 2km

富岡町浪江町 南相馬市 広野町葛尾村

大熊町双葉町 飯館村 楢葉町川内村
その他

中心市街地

浪江町サポートセンター杉内

浪江町仮役場

大熊町連絡事務所

コーヒータイム

浪江小学校

至浪江中学校

浪江町サポートセンター安達
浪江町仮設診療所

アクセスホームさくら

NPO新町なみえ

至大熊小学校

中心市街地

大熊町役場出張所

大熊中学校

大熊中学校（分館）

つながっぺセンター

中心市街地

中心市街地

　町外コミュニティを考える上で、主な避難受け入れ地域の実態を比較します。二本松市や会津若松市の様
に、一つの自治体に対しほぼ一つの市町村の市民が避難して来ている地域もあれば、福島市や三春町のよう
に、複数の自治体を受けれいている場所もあります。さらに、いわき市や郡山市には非常に多くの自治体が移
転し、仮設住宅や借上住宅に混在的に、暮らしている状態です。
　こうした中で、二本松-浪江の関係は、避難自治体と受け入れ自治体が一対一で対応し、水平支援が可能と
いう点で、多くの受け入れ地域の中でも比較的簡易な状況下にある。この意味で、今後の避難元・先の連携し
た復興を考えた際、二本松と浪江が協働してのまちづくりの試みは、他地域でも汎用可能なモデルとなります。

一つの自治体に対しほぼ一つの市町村の市民や公共機能が避難し、避難元・先が一対一の関係にある地域

各避難自治体の仮設住宅
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一対複数型

混在型

福島市

郡山市いわき市

三春町

5km0
飯舘村出張所

浪江町出張所

サポートセンターあづまっぺ

飯館中学校

浪江サポートセンター
ふくしま

文
飯館小学校文

文

富岡町「花見処さくら」

富岡町役場三春出張所
葛尾村役場三春出張所

葛尾村立葛尾小学校三春校

富岡町立小中学校三春校
富岡町立幼稚園

葛尾村立葛尾幼稚園三春分園

葛尾村「三春の里みどり荘」

0 3km

0 3km

川内村あさかの杜ゆふね

富岡町役場郡山事務所

0 3km

N中心市街地

鉄道駅
鉄道路線サポートセンター

河川NPO

仮役場・支所・連絡事務所

文 仮設小・中学校・幼稚園

仮設診療所・福祉施設 幹線道路

中心市街地

双葉町役場福島支所

富岡町おだがいさまセンター

双葉町仮役場

浪江町役場いわき出張所

楢葉町役場いわき出張所

サポートセンター
ひろの

大熊町いわき連絡事務所
おおくまサポートセンター

双葉町サポートセンター
ひだまり

富岡町役場いわき支所
サポートセンター笑顔

一つの自治体に対し複数市町村の市民や公共機能が避難し避難元・先が一対複数の関係にある地域

一つの自治体に対し、多くの市町村の市民や公共機能が混在的に避難してきている地域

文
文

文

サポートセンターならは
サポートセンター空き家
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安達駅

二本松駅

中心市街地

杉田駅

二本松市における避難の実態

郭内公園

塩沢農村広場

安達運動場

岳下住民センター

旧平石小学校

建設技術学院跡

杉田住民センター

杉内多目的運動広場

永田農村広場

杉田農村広場

主な借上住宅の居住人口（人）

仮設住宅団地（人）・移転中の公共施設の分布

大平農村広場

58

876 127 64 59 40 35 25 23 3 2 2

190

124

498

115

125

40

57
287

119

118

浪江町仮役場

浪江小学校

至浪江中学校
大熊町連絡事務所

浪江町サポートセンター安達
浪江町仮設診療所

浪江町サポートセンター杉内

文

文

コーヒータイム

アクセスホームさくら

新町なみえ

油井字根柄山70戸

　市内11ヶ所に設けられた仮設住宅団地と、借上仮
設住宅等を合わせて、約3,000人が生活しています。
主な避難自治体は浪江町で、すべての仮設住宅が浪
江町民によって利用されている他、借上げ住宅にも
900人近い人口が暮らしています。

　浪江町が、行政機能の拠点となる仮役場、仮設の
診療所、サテライトの小中学校、サポートセンターな
どを設置しています。福祉事業者やNPOも二本松に
て事業を再開しているものがあります。市内、油井地
区に県営の復興住宅70戸が計画されています。

富岡町

浪江町

南相馬市

大熊町

双葉町

飯館村 楢葉町

広野町

葛尾村
川内村

その他

仮設

借上

仮役場・支所・連絡事務所

文 仮設小・中学校・幼稚園

凡
例

浪江町 飯舘村 大熊町 楢葉町 富岡町川内村 双葉町南相馬市 福島市 葛尾村 田村市

0 1 2 3km

<出典 > 復興庁HP「長期避難者の生活拠点の形成に向けた取組方針 (平成２５年９月２０日時点）」及び、福島県HP「復興公営住宅整備事業の進捗状況図」を基に作成
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会津若松市における避難の現状

主な借上住宅の居住人口（人）

仮設住宅団地（人）・移転中の公共施設の分布

古川町地区20戸

至 門田町地区70戸

中心市街地

松長近隣公園

松長５号公園

扇町５号公園

一箕町長原地区

河東学園

河東町金道地区

扇町一号地区

亀公園

みどり公園

第２中学校西

東部公園

城北小学校北

広野町

22

飯館村

15
田村市

10

いわき市

8
川俣市

6

葛尾村

11
川内村

104041,590 140253 101127

297

31

23

194

101

30

144

41

23

30
12

65

85

大熊町役場出張所

大熊中学校

大熊中学校（分館）

至 大熊小学校文

文

文

つながっぺセンター

　市内12ヶ所に設けられた仮設住宅団地と、借上仮
設住宅等を合わせて、約3,800人が生活しています。
主な避難自治体は大熊町で、ほとんどの仮設住宅が
大熊町民によって利用されている他、借上げ住宅に
も1600人近い人口が暮らしています。

　大熊町が、行政機能の拠点となる仮役場、サテラ
イトの小中学校などを設置しています。　
　会津若松市市内の門田町に70戸、古川町に20戸
の計90戸の県営災害復興公営住宅の計画がすすめ
られています。

N中心市街地

鉄道駅

福島県営復興住宅計画

市・町・村営復興住宅計画
鉄道路線サポートセンター

河川NPO

仮設診療所・福祉施設 幹線道路

0 0.5 1 1.5 2km

浪江町大熊町 楢葉町富岡町 双葉町南相馬市

< 出典 > 復興庁HP「長期避難者の生活拠点の形成に向けた取組方針 (平成２５年９月２０日時点）」及び、福島県HP「復興公営住宅整備事業の進捗状況図」を基に作成
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仮設住宅団地（人）・移転中の公共施設の分布

富岡町

浪江町

南相馬市

大熊町

双葉町

飯館村 楢葉町

広野町

葛尾村
川内村

その他

仮設

借上

仮役場・支所・連絡事務所

文 仮設小・中学校・幼稚園

凡
例

　町内１ヶ所に設けられた仮設住宅団地と、借上仮
設住宅等を合わせて、約400人が生活しています。主
な避難自治体は浪江町で、町内唯一の仮設住宅も
浪江町民によって利用されている他、地震被害をうけ
てた数世帯の桑折町町民もここで生活しています。

　現在仮設住宅団地がある敷地に隣接して、桑折町
市民を対象とした桑折町町営の復興公営住宅47戸
が計画されています。
　浪江町と桑折町の協定によってこの中の一部に被
災した浪江町町民も入居することになっています。

主な借上住宅の居住人口（人）

中心市街地

桑折駅

桑折町における避難の現状

桑折駅前

南相馬市
15

川俣町
8

双葉村
５

浪江町
25

飯館村
2

楢葉町
１

富岡町
１

大熊町
１

351

21

浪江町サポートセンター桑折

浪江町桑折出張所

1km0 0.2 0.4 0.6 0.8

東段地区47戸

< 出典 > 復興庁HP「長期避難者の生活拠点の形成に向けた取組方針 (平成２５年９月２０日時点）」及び、福島県HP「復興公営住宅整備事業の進捗状況図」を基に作成
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仮設住宅団地（人）・移転中の公共施設の分布

N中心市街地

鉄道駅

福島県営復興住宅計画

市・町・村営復興住宅計画
鉄道路線サポートセンター

河川NPO

仮設診療所・福祉施設 幹線道路

　町内7ヶ所に設けられた仮設住宅団地と、借上仮
設住宅等を合わせて、約1,500人が生活しています。
主な避難自治体は浪江町で、すべての仮設住宅も浪
江町民によって利用されているほか、借り上げ仮設
住宅にも多くの方が暮らしています。

　浪江町と本宮市の協定によって、本宮市市内の3
カ所に、浪江町町民を対象とした、本宮市営の復興
公営住宅61戸が計画されています。
　この中の一部には、大熊町町民も数世帯入居する
こととなっています。

中心市街地

本宮駅

※数字は世帯数

本宮市における避難の現状

高木

栗木平

和田石上

石神第一
石神第二

小田部

恵向

84

27
18

57
5642

137

本宮出張所
浪江町サポートセンター本宮

グループホーム虹の家

和田字下田（約２０戸）

仁井田字吹上（約２０戸）

仁井田字桝形（約２０戸）

大熊町
27(11/1)

双葉町
58(11/5)

富岡町
38(11/1)

南相馬市
34(11/28)

楢葉町
3(10/17)

川内村
4(9/9)

浪江町
751(10/31)

飯館村
8(11/1)

葛尾村
12(11/1)

0 1 2km

主な借上住宅の居住人口（人）

< 出典 > 各避難自治体のHPを基に作成、福島県HP「復興公営住宅整備事業の進捗状況図」を基に作成
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主な借上住宅の居住人口（人）

仮設住宅団地（人）・移転中の公共施設の分布

飯館村

N

5km0 1 2 3 4

中心市街地

福島市における避難の現状

　市内15ヶ所に設けられた仮設住宅団地と、借上仮
設住宅等を合わせて、約9,500人が生活しています。
主な避難自治体は浪江町、飯館村、南相馬市で、市
内の仮設住宅に生活しているほか、借上げ住宅にも
多くの市民が暮らしています。

　飯館村が福島市と協定を結び、行政機能の拠点と
なる仮役場、サテライトの小中学校などを設置してい
ます。市内鎌田地区に24戸、笹谷地区に24戸の県営
の復興住宅、飯野町に23戸の飯館村営の復興住宅
の計画がすすめられています。

森合町

しのぶ台

北幹線第一,第二

南矢野目

笹谷東部
宮代第一,第二

旧松川小学校

旧佐原小学校

旧飯野小学校旧飯野小学校

さくら

松川工業団地第一,第二 旧明治小学校

323 213292

葛尾村
16

2,416
川俣市
260

広野町
20

相馬市
11

346

386

114

29

90

57

47

345

84

95
414

53

72

2,071 1,616

郡山市
3

須賀川市
2

田村市
3

新地町
1

楢葉町
44

川内村
20

いわき市
25

伊達市
45

飯舘村出張所

浪江町出張所

サポートセンターあづまっぺ

飯館中学校

浪江サポートセンターふくしま

文

飯館小学校
文

まごころサービス福島センター

ビーンズふくしま

笹谷字南田24戸
鎌田字児子池24戸

飯野町大久保23戸

富岡町

浪江町

南相馬市

大熊町

双葉町

飯館村 楢葉町

広野町

葛尾村
川内村

その他

仮設

借上

仮役場・支所・連絡事務所

文 仮設小・中学校・幼稚園

凡
例

浪江町 大熊町富岡町 双葉町南相馬市

< 出典 > 復興庁HP「長期避難者の生活拠点の形成に向けた取組方針 (平成２５年９月２０日時点）」及び、福島県HP「復興公営住宅整備事業の進捗状況図」を基に作成
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49

もみじ山

三春の里

平沢

熊耳

柴原萩久保
西方浮貝

斉藤場上田
狐田

旧中郷小学校

斉藤里内

鷹巣瀬山

中妻分館前

過足

貝山

沢石

101

86

27
47

71
40

209

195

113
41

127

32

46

35

文

文
文

文

富岡町「花見処さくら」

富岡町役場三春出張所

葛尾村役場三春出張所

葛尾村立葛尾小学校三春校

富岡町立小中学校三春校

富岡町立幼稚園

葛尾村立葛尾幼稚園三春分園

葛尾村「三春の里　みどり荘」

主な借上住宅の居住人口（人）

仮設住宅団地（人）・移転中の公共施設の分布

0 1 2 3km

田村市 南相馬市 川俣市 飯館村大熊町富岡町 浪江町 楢葉町葛尾村 川内村双葉町

95 18 18 817 95782 5 27

三春町における避難の現状

　市内15ヶ所に設けられた仮設住宅団地と、借上仮
設住宅等を合わせて、約1500人が生活しています。
主な避難自治体は葛尾村と富岡町で、町内の仮設住
宅に生活しているほか、借上げ住宅にも多くの市民
が暮らしています。

　葛尾村と富岡町が各々に、行政機能の拠点となる
仮役場、サテライトの小中学校、幼稚園などを設置し
ています。
　町内の恵下越地区に、葛尾村が整備主体となって
公営住宅124戸の計画がすすめられています。

N中心市街地

鉄道駅

福島県営復興住宅計画

市・町・村営復興住宅計画
鉄道路線サポートセンター

河川NPO

仮設診療所・福祉施設 幹線道路

恵下越地区 125戸

< 出典 > 復興庁HP「長期避難者の生活拠点の形成に向けた取組方針 (平成２５年９月２０日時点）」及び、福島県HP「復興公営住宅整備事業の進捗状況図」を基に作成
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仮設住宅団地（人）・移転中の公共施設の分布

南相馬市

　市内35ヶ所に設けられた仮設住宅団地と、借上仮
設住宅等を合わせて、約22,600人が生活しています
。主な避難自治体は楢葉町、富岡町、広野町、大熊町
浪江町などで、多くの自治体が仮設住宅、あるいは借
上住宅に混在して暮らしている状況です。

　楢葉町と双葉町が各々に、行政機能の拠点となる
仮役場を設置している他、浪江町、大熊町、富岡町も
行政機能の一部を移転させています。
　市内５カ所に福島県営の災害復興公営住宅が計
画されています。

いわき市における避難の現状

4,374 1,8082,373 6769263,198 2,032

好間工業団地第一～第三

内郷宮町

平下高久

泉

渡辺町昼野 小名浜上神白

南台

高久第二～第十

鹿島
常磐迎第一、第二

四倉町鬼越

飯野

四倉町細谷

内郷白水 上荒川

作町

林城八反田

小名浜大原

小名浜相子島

鹿島町下矢田第二

常磐銭田

好間

169

435

80

138

180

295

133

803

407

535

1205

48

四倉工業団地
188

73

510

84

125

135

478
128

78

240

68

39

366366

小名浜 200戸小名浜大原 約60戸

常磐上湯 50戸

小川町 約60戸

平字八幡 18戸

富岡町

浪江町

南相馬市

大熊町

双葉町

飯館村 楢葉町

広野町

葛尾村
川内村

その他

仮設

借上

仮役場・支所・連絡事務所

文 仮設小・中学校・幼稚園

凡
例

楢葉町 大熊町 広野町富岡町 浪江町 双葉町

主な借上住宅の居住人口（人）
川内村
217

田村市
28

川俣市
2

葛尾村
23

飯館村
12

0 1 2 3km

< 出典 > 復興庁HP「長期避難者の生活拠点の形成に向けた取組方針 (平成２５年９月２０日時点）」及び、福島県HP「復興公営住宅整備事業の進捗状況図」を基に作成

大熊町いわき連絡事務所

楢葉町役場いわき出張所

「サポートセンターひろの」

「サポートセンターならは いわき」
「サポートセンター　空き家」

大熊町「おおくまサポートセンター」

双葉町仮役場

双葉町「サポートセンターひだまり」

いわき支所

いわき出張所富岡町「サポートセンター笑顔」
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仮設住宅団地（人）・移転中の公共施設の分布

郡山市における避難の現状

　市内6ヶ所に設けられた仮設住宅団地と、借上仮
設住宅等を合わせて、約9,200人が生活しています。
主な避難自治体は富岡町、川内村、双葉町、浪江町
大熊町などで、多くの自治体が仮設住宅、あるいは借
上住宅に混在して暮らしている状況です。

　富岡町が主な、行政機能の拠点となる仮役場を設
置している他、双葉町も行政機能の一部を移転させ
ています。
　市内6カ所に福島県営の災害復興公営住宅が計
画されています。

22 日和田町高倉

喜久田町早稲原

富田町稲川原

緑ヶ丘東七丁目

南一丁目

84

159 409

101

273

195

286281

富岡町役場郡山事務所

双葉町役場福島支所

富岡町「おだがいさまセンター」

富田町若宮前

南相馬市大熊町富岡町 浪江町 川内村 双葉町
2,258 1,553 950 732 692 529

田村市 いわき市 川俣市飯館村楢葉町 広野町葛尾村
260 211 137 46 19 14 12

N中心市街地

鉄道駅

福島県営復興住宅計画

市・町・村営復興住宅計画
鉄道路線サポートセンター

河川NPO

仮設診療所・福祉施設 幹線道路

主な借上住宅の居住人口（人）

0 1 2 3km

川内村「あさかの杜　ゆふね」

喜久田町地区 85戸

富久山町地区 60戸

富田町地区 32戸

日和田町地区 20戸

富田町地区 120戸

安積町地区 3０戸

< 出典 > 復興庁HP「長期避難者の生活拠点の形成に向けた取組方針 (平成２５年９月２０日時点）」及び、福島県HP「復興公営住宅整備事業の進捗状況図」を基に作成
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 < 検討の為の参考イメージ > < 検討の為の参考イメージ >
ネットワーク・コミュニティ形成へのプログラム
- 二本松市をモデルとした避難現状の再編 -

「まちなか型町外コミュニティ」の形成

　現在市内には、2607人の
浪江町民が生活しており、内
仮設団地に1731人（871戸
）、借り上げ住宅に876人（
551戸）が暮らしています。
　郊外に分散した仮設住宅
では高齢者率が非常に高く、
震災から３年を経て長期化す
る避難生活の中で、多くの問
題が深刻化しています。
　また、まちなかの借り上げ
住宅に多くの町民が生活して
いますが、多世帯が集まって
いる仮設に比べると孤立しや
すく、コミュニティを形成しに
くかったり、様々な支援も受
けずらい状況下にあります。

　市内の中心市街地は、空き
地、空店舗が目立つ商店街で
すが、医療や福祉施設が集積
し、依然として高齢者や子ど
もには暮らしやすい住環境が
あります。
　既存の中心市街地活性化
計画や地元のまちづくりに、
浪江など被災地の商工業者、
福祉事業者らが参画し、協働
して事業を興します。
　まちなかの遊休地に多様
な復興住宅を整備し、中心市
街地を拡充する形での、まち
なか型町外コミュニティが形
成されます。

戸建て仕様の復興公営住宅

二本松市の避難の現状

中心市街地

県外

県内周辺市町村

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

郭内公園

塩沢農村広場

安達運動場

岳下住民センター

旧平石小学校

建設技術学院跡

杉内多目的運動広場

永田農村広場

杉田農村広場

大平農村広場

浪江町仮役場大熊町連絡事務所

サポートセンター杉内

アクセスホームさくら

杉田住民センター

コーヒータイム

サポートセンター安達

浪江町仮設診療所

新町なみえ

借上仮設住宅（浪江）

借上仮設住宅（浪江以外）

中心市街地

県外

県内周辺市町村

浪江町仮役場大熊町連絡事務所

アクセスホームさくら

創

コーヒータイム

新町なみえ

震災で破損した歴史的資源の蔵を
地域の新しい文化創造拠点へ再生

二本松市民の利用

二本松市民の利用

二本松のまちづくりと連携

比較的質の高い借上住宅を
借上(買上)復興公として永住

行政相談等の一部機能を
利便性の高いまちなかへ移転

根柄山地区70戸

中心市街地の遊休地に
多様な復興公営住宅を建設

サービス付き高齢者向け公営住宅
共同住宅仕様の復興公営住宅まちなか型町外コミュニティ中心

市街地

仮設住宅団地を活用した町外コミュニティ仮設

統合型移動交通システム「新ぐるりんこ」
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「仮設住宅団地を活用した町外コミュニティ」の形成

「ネットワーク・コミュニティ」の形成

　被災から３年を経て、新た
な自治組織や近隣関係が育
まれている仮設住宅団地のコ
ミュニティや、住み慣れた場
所での暮らしを重視し、現状
の仮設を建替えたり、或は隣
接地に建設する形で復興公
営住宅を整備します。
　高齢者向けサービス付き
のものや、戸建てタイプといっ
た多様な復興公営住宅を整
備し、既存のサポートセンタ
ーや診療所を包括的な生活
支援施設に拡張して利用す
ることで、避難現状の多様な
ニーズに応じた町外コミュニ
ティが形成されます。

　「まちなか型町外コミュニ
ティ」や「仮設住宅団地を活
用した町外コミュニティ」とい
った多様な町外コミュニティ
が、統合型移動サービス「新
ぐるりんこ」や情報のシステム
によってつなぎ合わされる事
で、「ネットワーク・コミュニテ
ィ」が形成されます。
　二本松市内だけではなく、
隣接する福島市や本宮市な
ど、周辺市町村の町外コミュ
ニティともつながり、分散避
難を強いられ、バラバラにな
っている避難現状のコミュニ
ティが再編・再統合されます。

通常の復興公営住宅

サポートセンター

NPO

仮役場・支所・連絡事務所

仮設診療所・福祉施設

中心市街地仮設住宅の一部閉鎖

仮設住宅の閉鎖

診療所やサポートセンターを拡張した
包括的な福祉・生活支援センター

仮設住宅の隣接地に
多様な復興公営住宅を建設

仮設住宅を建て替え
多様な復興公営住宅を建設

根柄山地区70戸

県外

県内周辺市町村

仮設

仮設

仮設

岳の衰退した温泉旅館を
福祉施設として改修活用

まちなか型町外コミュニティ
創

県外

県内周辺市町村

まちなか型町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

町外コミュニティをむすぶ
統合型移動交通サービスの拠点

統合型移動交通システム
人的交流と情報

包括的な福祉・生活サポート支援センター

創 避難元・先の事業者共同での歴史的資源の改修・活用

衰退した温泉旅館を福祉ケア施設へ転用
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各地域の避難の実状に応じた現状再編

富岡町

浪江町

南相馬市

大熊町

双葉町

飯館村 楢葉町

広野町

葛尾村
川内村

その他
仮設

サポートセンター

仮役場・支所・連絡事務所

仮設診療所・福祉施設
凡
例

 < 検討の為の参考イメージ > < 検討の為の参考イメージ >

中心市街地

仮設

仮設
仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設
仮設

仮設

仮設

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

まちなか型
町外コミュニティ

市街地
仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設
仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

まちなか型
町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

仮設

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

中心市街地

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設

仮設 仮設

仮設

仮設

仮設
仮設

仮設
まちなか型

町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

「一対一型」二本松市　現状の再編

「一対複数型」福島市　現状の再編

「混在型」  いわき市　現状の再編
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　避難者のほとんどが浪江町民である二本松市では、両自治体の一対一の
協定によって、町外コミュニティ整備を進めて行くことが可能です。

　まず、サポートセンターや仮の診療所のある比較的規模の大きな仮設住宅
団地や、土地の長期的な利用が可能な仮設住宅団地を核として「仮設住宅
団地を活用した町外コミュニティ」を整備します。また、二本松市のまちづくり
と連動しながら、まちなか等に、浪江町民が中心としたコミュニティの拠点と
なる共同住宅を建設し「まちなか型町外コミュニティ」を整備します。
　浪江町以外の少数派となる避難自治体の住民に対しては、双相八町村合
同の拠点「包括的福祉・生活サポートセンター」を設け、各行政、福祉サービ
スなどの受給を可能とし、漏れのない支援体制を構築します。

　浪江町、飯舘村、南相馬市、双葉町などの複数の自治体が、仮設住宅や仮
役場を拠点として、ある程度固まった状態で避難している福島市においては
、福島市と複数の避難自治体がそれぞれに協定を結ぶことで、各自治体が
個別に町外コミュニティを建設して行くことが可能です。

　福島市は飯館村との先の協定に従い、飯館村営の復興住宅建設を市内
飯野地区において進めてます。
　一体複数型の場合も一対一型と同様に、それぞれの自治体が、核となる
仮設住宅団地や、まちなか、仮役場の近接地にコミュニティを徐々に集約さ
せ、これを中心として、自立再建する方や借り上げ仮設住宅に特例で永住す
る方が、安心して居住できるサービスの提供を行います。

　複数の自治体が混在して避難生活を続けるいわき市においては、それぞ
れの自治体が個別に町外コミュニティを建設することは、受け入れ側への
負担も大きく、極めて困難です。そこで、双相八町村合同の協定を結び、協
働の町外コミュニティを建設していく必要があります。

　既に複数自治体の避難者が共同で生活する仮設住宅団地を中心に、双
相八町村共同の町外コミュニティを建設します。また、一避難自治体の仮
設住宅団地が独立して存在し、公共機能も集約している地区においては、
自治体個別のコミュニティ拠点が形成されます。
　借り上げ仮設住宅に居住する方や、自立再建を進める方が多いため、ま
ちなかなどに双相八町村合同の拠点を設け、各種サービスを受給します。

避難自治体共同の
まちなか型町外コミュニティ

避難自治体ごとの
仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

避難自治体ごとの
まちなか型町外コミュニティ

避難自治体共同の
仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

二本松市

自治会
商工会

行政
NPO・事業者

浪江町
自治会
商工会

行政
NPO・事業者

一対一の協定

一対複数の協定

福島市

自治会
商工会

行政
NPO・事業者

浪江町 南相馬市飯館村
自治会
商工会

行政
NPO・事業者

自治会
商工会

行政
NPO・事業者

自治会
商工会

行政
NPO・事業者

一対避難自治体連合の協定

いわき市

避難自治体の連合体

自治会
商工会

行政
NPO・事業者

各自治体の行政、自治会、商工会、NPO・企業など
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県外コミュ二ティ

町外コミュ二ティ

移動
シス
テム

情報
シス
テム

町内コミュ二ティ

福島全体の現状の再編

　福島県内・県外問わず、それぞれの受け入れ自治
体における避難者の実状に合わせた、避難元・先の
自律した連携の取り組みが進み、各々に町外コミュ
ニティを形成していくことで、各地で安定的な生活環
境の整備がすすみます。
　また、今直ぐの期間は難しい避難元の相双八ヶ町
村ですが、一体となって連携することで、３０年を目
処として協働復興を進めます。
　これらを全体として組み立て、政策の後押しを得
たり､あるいは横の連携を広げることで､様々な空間
レベルでの多重の連携復興が実現していきます。

避難自治体共同の
まちなか型町外コミュニティ

避難自治体ごとの
仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

避難自治体ごとの
まちなか型町外コミュニティ

避難自治体共同の
仮設住宅団地を活用した
町外コミュニティ

　地域での個別の連携、ベースとなる受け入れ自治
体レベルでの連携、そしてこれらが組み立てられて､
沿岸部の中通り、そして会津地域も含めた福島県全
体での連携復興の地域づくりを実現します。　各々
の町外・町内のコミュニティが、各地に設置された、
双相八町村共同の生活サポートの拠点を核に、移動
や情報システムで繋がることで、福島全体の一つの
大きなネットワークコミュニティを創造することが可
能となります。これを基盤に、全ての自治体が相互に
連携し、分散したコミュニティを再統合しながら文化
を継承し、新たな暮らしを創造します。

 < 検討の為の参考イメージ >
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２０１３年度の取り組み
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2013 年度の活動と取り組み

前期　浪江町 - 二本松市の連携復興まちづくりの検討

3月 4月 6月5月 ８月 ９月

連携復興まちあるきWS浪江町民交流会 事業スキーム検討WS

　浪江町から避難している町民の皆さんと、受け入れ自治体の二本松市の市民が、連携して地域の
復興を果たそうとする「連携復興まちづくり活動」の推進に取り組みました。二本松、浪江両市民
共同の「連携復興まちあるき」や、両自治体の事業者が集まっての「事業スキームWS」など避難元・
先の地域で協力し、復興に関わる具体的な事業や町外コミュニティの可能性を検討しました。

NPO 新町なみえ主催の交流会が東
京にて開かれ、活動報告と意見交換
会を通じて、東京近郊に住む浪江町
民の意向等を把握しました。

二本松と浪江の両市民が協働して、
二本松市街地のまちあるきを実施。
町外コミュニティの可能性を避難
元・先地域が連携し考える取組です。

浪江町と二本松市の事業者が集ま
り、町外コミュニティの実現に向け
た事業スキーム検討のためのワーク
ショップを開催しました。

「浪江宣言」浪江復興への始動プロジェクト03/09

仮設住宅ヒアリング調査05/09

シンポジウム「いま早稲田は何ができるのか」05/25

浪江町民交流会 東京06/16

二本松市 連携復興まちあるきワークショップ06/22

第１回事業スキーム検討ワークショップ08/03

第 2回事業スキーム検討ワークショップ08/19

自治会長会議09/14

自治会長ヒアリング調査09/27 09/29～
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後期　福島県全体の広域での連携復興の検討

10月 11月 2014年1月12月 2月 3月 ・・・ ５月

ヒアリング調査 提案パネル・模型の展示 ふくしま復興まちづくりシンポ

　避難自治体と受け入れ自治体が協力して復興にとりくむ「連携復興まちづくり」の活動は、福島
県内各地で始まっています。こうした取り組みに関する「ヒアリング調査」や避難市町村や各受け
入れ自治体の方々を招いての「ふくしま復興まちづくりシンポジウム」を開催し、福島県内各地域
の復興、福島全体の再生に向けて、検討を行ないました。

ヒアリング調査（いわき市）10/14

ふくしま復興まちづくりフォーラム11/01
自治会長会議11/02

十日市 模型展示11/24

復興支援団体ヒアリング調査（郡山市）12/13
復興支援団体ヒアリング調査（いわき市）12/27

自治会長会議02/10
ふくしま復興まちづくりシンポジウム03/10
なみえ 3.11 復興のつどい 模型展示03/22

浪江宣言 14.0505

自治会長ヒアリング調査（二本松市、福島市、桑折町）10/25 10/26～

ヒアリング調査（本宮市、福島市、南相馬市）11/20 11/21～

復興支援団体ヒアリング調査（本宮市、福島市、相馬市）12/50 12/06～

浪江町の自治会長の皆さんの現状や
今後の意向に関して、幾つかの仮設
住宅を訪れて、聞き取り調査を行な
いました。

町外コミュニティ、浪江町内の帰還
拠点の模型と提案のパネルを展示
し、訪れた様々な方と意見交換を行
いました。

町外コミュニティの具体像をテーマ
に、そこでの住まい、福祉、産業の
あり方に関して話し合う、シンポジ
ウムを行ないました。



調査・研究・ワークショップ関係者

なみえ復興塾

小澤 是寛　　川合 陽一　　菅野 裕美　　金澤 文隆　　草刈 恒彦　　志賀 重夫　　瀬賀 範眞
三浦 一雄　　松原 茂　　　矢澤 祥之　　吉田 俊哉　　八島 貞之　　鎌田 優　　　橋本 由利子　
橋爪 光雄　　木幡 俊一　　川村 博　　　古場 泉　　　加藤 博康　　根本 昌幸　　鈴木 静子
伊藤 暢秀　　新谷 保基　　伊藤 健秀　　五十崎 栄子

会　長
　神長倉 豊隆

事務局長
　原田 雄一

副会長
　本田 昇　　（二本松）
　熊田 伸一　（福　島）
　大倉 満　　（本　宮）
　大波 大久　（いわき）

なみえ復興塾

塾長　原田　雄一
参加者
青田 洋平　　朝田 英謙　　安部 和子　　安部 毅　　　阿部 義則　　石田 健一　　石田 全史
伊藤 健秀　　牛渡 喜一郎　遠藤 勝彦　　遠藤 美奈子　遠藤 和枝　　大島 信司　　大野 重男
小澤 是寛　　小野田トキ子 小山 恒雄　　加藤 博康　   神長倉 正満　鎌田 優　　　叶 喜康　
亀田 和行　　川村 博　　　川合 陽一　　菅家 洋子　　木幡 愛子　　木幡 俊一　　今野 幸四郎
今野 義人　　紺野 秀子　　紺野 芳夫　　佐川 安彦　　佐々木 繁子　佐々木 博之　佐藤 一男
佐藤 隆　　   佐藤 トシ子　佐藤 尚弘　　三瓶 友一　　志賀 勝彦　　志賀 重夫　　志賀 誠一
志賀 美樹　　志賀 みき子　志賀 雄一　　柴 清明　　　柴田 敬一　　柴田 明美　　末永 福男
鈴木 静子　　鈴木 正一　　鈴木 大久　　鈴木 文子　　瀬賀 範眞　　高木 伸一　　高野 仁久
大坊 雅一　　戸川 英勝　　杤本 江美　　豊島 力　　　中西 総一郎　長岡 惣一　　長橋 明孝
永橋 佐知子　永橋 幸夫　　西畑 幹雄　　西畑 よし子　西山 孝子　　根岸 淑子　　根本 洋子
根本 愛　　　橋本 由利子　畠山 勝　　　原田 洋二　　半谷 秀辰　　平賀 祐子　　広坂 光弘
藤田 妙子　　藤田 政寿　　藤田 泰夫　　松崎 久美子　松原 茂　　　松本 信子　　末永 一郎
三澤 宏道　　村形 一恵　　森野 輝恵　　森野 富二夫　横山 開　　　吉田 こはく　吉田 政之
渡部 環　　　渡辺 里見　　渡部 正綱　　渡辺 由紀子

まちづくりNPO法人新町なみえ
理事長　神長倉　豊隆　　副理事長　新谷　保基
理　事
　大友 光正　　　草刈 恒彦　　　高野 吉隆　　　原田 雄一　　　蒔田 嗣夫　　　矢澤 祥之
　蒲生 秀夫　　　川島 美幸　　　渡部 和彦
監　事
　三浦 一雄　　　三原 優蔵
スタッフ
　赤倉 徹　　　　赤倉 としえ　　大友 佳子　　　草刈 はるよ　　原田 アキイ　　蒔田 みどり
　守岡 竜一　　　矢澤 浩子
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当冊子作成に関する研究・活動は、独立行政法人科学技術振興機構（JST）のコミュ
ニティで創る新しい高齢社会のデザイン「広域避難者による多居住・分散型ネットワー
ク・コミュニティの形成」に関する研究の支援を受けて行なわれました。

早稲田大学 都市・地域研究所＋都市計画佐藤滋研究室＋交通計画浅野光行研究室

代　表
　佐藤　滋　　　（早稲田大学 都市・地域研究所 所長、理工学術院教授）
　浅野　光行　　（早稲田大学理工学術院教授）

幹　事
　白木　里恵子　（早稲田大学 助手）
　阿部　俊彦　　（早稲田大学 都市・地域研究所 客員主任研究員）
　岡田　昭人　　（早稲田大学 都市・地域研究所 招聘研究員）
　中村　悟　　　（早稲田大学 都市・地域研究所 招聘研究員）
　若林　祥文　　（早稲田大学 都市・地域研究所 招聘研究員）
　山田　大樹　　（早稲田大学 都市・地域研究所 招聘研究員）

　　茂木　大樹　 （早稲田大学 都市・地域研究所）
　菅野　圭祐　 （早稲田大学 都市・地域研究所）

映像撮影・編集
　千葉　景房　　（早稲田大学 都市・地域研究所 招聘研究員）

スタッフ
　早稲田大学 都市計画 佐藤滋研究室
　荒井　唯香　　　下田　瑠衣　　　関谷　有莉　　　二宮　彬　　　　松村　尚之
　楠瀬　朋葉　　　小林　真大　　　野村　直人　　　鷲田　将也　　　Konstantinos Panozachou
　宋　基伯　　　　全　ソンイ　　　張　暁菲　　　　千　ナギョン　　Nathanaël Laronche
　泉　貴広　　　　沖津　龍太郎　　佐藤　亘　　　　高瀬　修　　　　丹野　勝太　　　箱崎　早苗　　　
　藤岡　諒　　　　星　直哉　　　　牧野　創太　　　益子　智之　　　山崎　優介　　　
　早稲田大学 交通計画 浅野光行研究室
　石川　大輝　　　山本　航平　　　細谷　江梨子　　吉田　泰介　　　中村　瑞穂　　　山口 沙也加　

研究関係者
NPO法人 Jin（川村博 理事長）
福島県中小企業診断協会（佐藤健一　他）

東洋大学社会学部社会心理学科（安藤清志 教授）
城西国際大学福祉総合学部（磯部文雄 学部長）　　他

二本松・浪江連携復興支援センター
　篠塚　尚子　　　星野　麗子　　　鴫原　由紀
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